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障害福祉ハンドブックのご利用にあたって 

 

 

このハンドブックは、上越市の障害のある方に関係する制度や各種

サービスについて簡潔にまとめたものです。 

よくお読みになられた上で、積極的にご利用ください。 

各制度によって対象者や申込み方法等が異なりますので、申請の際

には、あらかじめ担当課に確認くださるようお願いします。 

また、多くの制度は事前の申請が必要ですので、ご注意ください。 
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障害者福祉の制度一覧 
    

障害の種類 

制度       等級・程度 

ページ 

身体障害者手帳 

視 覚 障 害 聴覚又は平衡機能 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

 

快
適
な
日
常
生
活
を
お
く
る
た
め
に
等 

 

補装具の購入・修理費の支給 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

日常生活用具の給付 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

タクシー・自動車燃料費の助成 19 ● ● ●    ● ●    

人工透析患者通院交通費の助成 21            

施設等通所交通費の助成 22 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

自動車運転免許取得費の助成 24       ● ● ●   

障害者用自動車改造費の助成 24            

除雪費の助成（障害者世帯） 27 ● ● ● ●   ● ● ●   

手話通訳者・要約筆記者等の派遣 29       ● ● ● ● ● 

軽・中等度難聴者補聴器購入助成 30            

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付 31            

障害者向け住宅リフォーム助成事業 32 ● ●     ●     

住宅改修費の助成 33            

障害福祉サービス等の利用 45 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

医
療 

重度心身障害者医療費助成(県障医療) 35 ● ● ●    ● ●    

自立支援医療費（更生医療） 37 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

自立支援医療費（精神通院医療） 38            

精神障害者入院医療費助成 39            

共
済
・
手
当
等 

心身障害者扶養共済制度 41 ● ● ●    ● ●    

特別児童扶養手当 43 ● ● ● ●   ● ●    

特別障害者手当 43 ● ● ●    ● ●    

障害児福祉手当 43 ● ●     ●     

在宅重度重複障害者介護見舞金 43 ● ●     ●     

障害者在宅介護（介助）手当 43 ● ●     ●     

税
金
の
免
除
等 

所得税控除・市県民税控除 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

個人事業税 78 ● ● ●         

贈与税 78 ● ●     ●     

相続税控除 78 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

自動車税・軽自動車税 79 ● ● ● ●   ● ●    

そ
の
他
の
福
祉
制
度
等 

NHK放送受信料の減免 82 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

駐車禁止除外指定車標章の交付 83 ● ● ● ●   ● ●    

新潟県おもいやり駐車場制度 84 ● ● ● ●   ● ● ● ●  

有料道路の通行料金割引 85 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

旅客鉄道運賃の割引 85 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ハイヤー・タクシーの運賃割引 87 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

バス運賃の割引 88 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

航空運賃の割引 89 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

旅客船運賃の割引 89 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

NTT電話番号案内の無料取扱 90 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

スマートフォン・携帯電話サービスの割引 90 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

｢NET119」･｢FAX 119｣の登録 91       ● ● ● ● ● 

声の広報 97 ● ● ● ● ● ●      

郵便等による不在者投票 104 ●           

 



        （注）●印・○印は該当すると思われる項目 △印は難病の方が該当すると思われる項目 

身体障害者手帳 

療育 

手帳 

精神障害者 

保健福祉 

手帳 

所
得
制
限 

手
帳
の
な
い
方 

音声 
言語 

そしゃく 

肢 体 不 自 由 
（上肢 下肢 体幹 脳原） 

内部障害    
(心臓,腎臓, 

 呼吸器、 

膀胱直腸) 

免疫機能 

肝臓機能 

3 4 1 2 3 4 5 6 1 3 4 1 2 3 4 A B 1 2 3 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●          有 

 

△ 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     ●  ● ● ● 有 

 

△ 

●  ● ● ●    ● ●  ● ● ●  ●  ● ●  有 

 

 

        ● ● ●          有 

 

○ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

○ 

● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ●        

  ● ●                 有 

 

 

● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 有 

 

 

● ●                    ○ 

                    有 

 

○ 

                    有 

 

○ 

  ● ●     ●   ● ●   ●     有 

 

 

  ● ● ●                有 

 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  △ 

●  ● ● ●    ● ●  ● ● ●  ●  ●   有 

 

 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      有 

 

 

               ● ● ● ● ● 有 

 

○ 

               ● ● ● ● ● 有 

 

 

●  ● ● ●    ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ●   
●  ● ● ● ●   ● ●  ● ● ● ● ● ●    有 

 

○ 

●  ● ● ●    ● ●  ●    ●     有 

 

○ 

  ● ●     ●   ●    ●     有 

 

○ 

  ● ●     ●   ●    ●     有 

 

 

  ● ●     ●   ● ●   ●       

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
                      

  ● ●     ●   ● ●     ●     

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

●  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ●  ●     

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
  ● ● ● ●   ● ●  ● ● ●  ●  ●     

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ○ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●       

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

● ● ● ●            ● ● ● ● ●   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

● ●                     

                      

  ● ●     ● ●  ● ● ●        ○ 

 

【制度によっては、年齢・所得・等級(程度)等に制限があります。詳細については各担当窓口で相談してください。】 
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１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 

支援するための法律（障害者総合支援法）の目的 
 

この法律は、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての

尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要

な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合

的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害

の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすこ

とのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。 

 

 

２ 身体障害者福祉法の目的 
   

この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するた

め、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者

の福祉の増進を図ることを目的としています。 

 

 

３ 知的障害者福祉法の目的 
 

この法律は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するた

め、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もって知的障害

者の福祉の増進を図ることを目的としています。 

 

 

４  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の目的 
 

この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進

及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、

並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努める

ことによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図

ることを目的としています。 
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５ 障害者総合支援法 
 

障害者総合支援法は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付（P45～59） 

・居宅介護 

（ホームヘルプサービス） 

・行動援護 

・重度訪問介護 

・生活介護 

・療養介護 

・短期入所（ショートステイ） 

・施設入所支援 

・同行援護 

訓練等給付（P45～59） 

・就労移行支援 

・就労継続支援 

・自立訓練 

・就労定着支援 

・共同生活援助（グループホーム） 

・自立生活援助 

自立支援医療費（P36～39） 

・更生医療 

・育成医療 

・精神通院医療 ※ 

  ※実施主体は都道府県等 

補装具費支給（P6、16） 

地域相談支援給付（P45～59） 

・地域移行支援 

・地域定着支援 

自立支援給付 

上越市地域生活支援事業 

相談支援事業 

・地域の相談窓口（P60～64） 

コミュニケーション支援事業 

・手話通訳者・要約筆記者等の派遣 

（P29） 

日常生活用具の給付 

（P7～16） 

移動支援事業 

・移動支援事業（P47） 

・福祉バス運行事業（P82） 

地域活動支援センター（P56） 

その他の事業 

・日中一時支援事業（P47） 

・訪問入浴サービス事業（P47） 
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６ 身体障害者手帳 
 

身体障害者手帳は、身体に一定の障害のある人に対して、身体障害者福

祉法に基づき、その自立を援護するために交付されるものです。この手帳

を所持することにより、各種の福祉サービスを受けることができるように

なります。 

 

■ 対象者（109・110ページ身体障害者障害程度等級表参照） 

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能・そしゃく機能、肢体、心臓

機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫

機能、肝臓機能に障害のある人（障害の程度により 1 級から 7 級まであ

りますが、7級は手帳交付されません）※ 再認定が必要な場合がありま

す。 

■ 申請に必要なもの 

 

 

※ 申請書類は福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）  

に備えてあります。 

※ 県の指定医師については、福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福

祉申請窓口）へお問い合わせください。 

■ 申請方法 

福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）に必要書類

を提出してください。 ※ 南・北出張所では手続きできません。 

■ その他 

次のような場合も必要書類をそろえて手続きをしてください。 

 
担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

① 手帳を紛失 
・申請書 ・写真 

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

② 手帳を破損 
・申請書 ・手帳 ・写真 

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

③ 障害の程度変更、 

障害追加 

・申請書 ・診断書 ・手帳 ・写真 

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

④ 住所・氏名変更 

⑤ 本人死亡 

・申請書（死亡の場合は届書） ・手帳 

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

※市外への転出は転出先で手続き 

市ホームページ 

・申請書 ・県の指定医師による診断書 ・写真(縦 4㎝×横 3㎝) 

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの  

・その他（診断書等が必要な場合があります） 
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７ 療育手帳 
 

療育手帳は、知的に障害のある人・児童に対して一貫した指導・相談を

行うとともに、各種の福祉サービスを受けるために交付される手帳です。

障害の程度は、「A」又は「B」で記載されます。「A」は重度、「B」は中・軽

度の障害に該当します。 ※再判定が必要な場合があります。 

 

■ 対象者 

知的に障害のある人・児童 

■ 申請に必要なもの 

 

 

※ 申請書類は福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口） 

に備えてあります。 

■ 申請方法 

・福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）のいずれか   

に必要書類を提出してください。 ※ 南・北出張所では手続きできま

せん。 

・別に指定する日に児童相談所又は知的障害者更生相談所の面接判定 

を受けます。 

■ その他 

次のような場合も必要書類をそろえて手続きをしてください。 

 
 
 
担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 
  

① 手帳を紛失 ・申請書 ・写真 

② 手帳を破損 ・申請書 ・手帳 ・写真 

③ 住所・氏名・保護者変更 

（市外への転出は転出先で手続き） 
・申請書 ・手帳 

④ 本人死亡 ・手帳 

市ホームページ 

・申請書 ・写真(縦 4㎝×横 3㎝) 

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

・その他（診断書等が必要な場合がありま

す） 
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８  精神障害者保健福祉手帳 
 

精神障害者保健福祉手帳は､精神に障害があるため長期にわたり日常

生活又は社会生活への制約がある人に、その自立と社会参加の促進を図

るために交付されるものです。この手帳を所持することにより、各種支援

を受けることができます。障害の等級は 1級～3級で、2年ごとに更新の

手続きが必要です。 

 

■ 対象者 

精神に障害があるため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約が

ある人 

■ 申請に必要なもの 

① 障害年金（精神障害
によるもの）又は特
別障害給付金を受給
している場合 

・申請書 ・年金証書等の写し 
・同意書 ・写真（縦 4㎝×横 3㎝） 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

② 障害年金（精神障害
によるもの）を受給
していない場合 

・申請書 ・医師の診断書 
・写真（縦 4㎝×横 3㎝） 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

※ 申請書類は福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）

に備えてあります。 

※ 診断書による申請は、精神障害に係る初診日から 6か月以上経過して

いる必要があります。 

※ 写真がなくても交付できますが、バス運賃等の割引が受けらません。 

■ 申請方法 

福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）のいずれか

に必要書類を提出してください。※ 南・北出張所では手続きできません。 

■ その他 

次のような場合も必要書類をそろえて手続きをしてください。 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

① 手帳を紛失 
・申請書 ・写真 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

② 手帳を破損 
・申請書 ・手帳 ・写真 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

③ 障害の程度変更 
・申請書 ・手帳 ・写真 
・診断書（年金証書の写しで足りる場合あり） 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

④ 住所・氏名変更 
⑤ 本人死亡 

・申請書（死亡の場合は届書） ・手帳 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
※市外への転出は転出先で手続き 

市ホームページ 
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９ 快適な日常生活をおくるために 

（１）補装具の購入・修理費の支給 
 

補装具とは、身体に障害のある人の失われた部位や必要な身体機能を補

うために用いられる用具のことをいいます。 
 

■ 支給対象となる主な補装具（R7.4現在） 

障 害 名 主な補装具 

視覚障害 ・視覚障害者安全つえ ・義眼 ・眼鏡 

聴覚障害 ・補聴器 ・人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ) 

肢体不自由 

（障害部位により

異なります） 

・義肢 ・装具 ・車椅子 ・歩行器 

・座位保持装置 ・歩行補助つえ（Ｔ字つえは除く) 

・重度障害者用意思伝達装置 

※ 用具ごとに給付要件（耐用年数、基準額等）があります。 

※ 支給対象となる補装具は、原則として 1種目につき 1個です。 

※ 身体状況により、難病等の人も対象となる場合があります。 

※ 労災の場合は、労働基準監督署で交付します。 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

■ 申請方法 

購入前に申請が必要です。 

福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）のいずれかに

必要書類を提出してください。 ※ 南・北出張所では手続きできません。 

■ その他 

◇ 利用者負担額は、見積額と基準額のどちらか低い方の 1 割です。基準

額を超えた部分は自己負担となります。 

◇ 世帯の所得に応じて負担上限額があります。高額所得の人は支給対象

外となります。詳しくは 16ページをご覧ください。 

◇ 介護保険サービスでレンタルされているもの（車椅子・歩行器・歩行

補助つえ）については、原則として介護保険サービスのレンタルが優

先です。手帳を持っている人でも購入申請はできません。 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 
市ホームページ 

・申請書 ・指定医師の意見書（指定の用紙があります） ・見積書 

・身体障害者手帳 ・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

・その他（調査書等が必要な場合があります） 
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（２）日常生活用具の給付 
 

日常生活用具とは、在宅の重度の身体・知的・精神に障害のある人や難

病等の人が、日常生活を快適に過ごすための用具のことをいいます。 
 

■ 支給対象となる日常生活用具（R7.4現在） 

   8～15ページをご覧ください。 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

■ 申請方法 

購入前に申請が必要です。 

福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）に必要書類

を提出してください。 ※ 南・北出張所では手続きできません。 

■ その他 

◇ 利用者負担額は、見積額と基準額のどちらか低い方の 1 割です。基準

額を超えた部分は自己負担となります。用具ごとに、耐用年数と基準

額があります。 

◇ 世帯の所得に応じて負担上限額があります。高額所得の人は支給対象

外となります。詳しくは 16ページをご覧ください。 

◇ 介護保険サービスでレンタルされている用具については、原則として

介護保険サービスが優先です。手帳を持っている人でも給付申請はで

きません。 

◇ 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能に準じ

取り扱います。 

◇ 障害等級は、手帳の総合等級で確認する用具、個別等級で確認する用

具がありますので、重複障害者の人はご注意ください。 

 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

 

  

・申請書 ・見積書 ・障害者手帳  

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの  

・その他（診断書等が必要な場合があります） 

市ホームページ 
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■ 日常生活用具一覧（R7.4現在） 

◇ 介護・訓練支援用具（◎は介護サービス優先の用具） 

種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

◎特殊寝台 

（対象：18歳以上） 

下肢 

体幹 
1・2級 腕、脚等の訓練のできる器

具を付帯し、原則として使

用者の頭部及び脚部の傾

斜角度を個別に調整でき

る機能を有するもの 

8 154,000 

難病 

下肢又は体幹機能

障害 1・2級と同程

度の状態の人 

訓練ベッド 

（対象：18歳未満） 

下肢 

体幹 
1・2級 腕、脚等の訓練のできる器

具を付帯し、原則として使

用者の頭部及び脚部の傾

斜角度を個別に調整でき

る機能を有するもの 

8 159,200 

難病 

下肢又は体幹機能

障害 1・2級と同程

度の状態の人 

◎特殊マット 

下肢 

体幹 

1級 

（児は 2級以上） 
じょくそうの防止又は失

禁等による汚染又は損耗

を防止できる機能を有す

るもの 

（常時介護を有する人） 

5 19,600 
知的 A判定 

難病 

下肢又は体幹機能

障害 1 級と同程度

の状態の人 

◎特殊尿器 

下肢 

体幹 
1級 尿が自動的に吸引される

もので、障害者（児）又は

介護者が容易に使用でき

るもの 

（常時介護を有する人） 

5 67,000 

難病 

下肢又は体幹機能

障害 1 級と同程度

の状態の人 

入浴担架 
下肢 

体幹 

1・2 級で入浴にあ

たって家族等の介

助を要する人 

障害者（児）を担架に載せ

たままリフト装置により

入浴させるもの 

5 82,400 

◎体位変換器 

下肢 

体幹 
1・2級 

介助者が障害者（児）の体

位を変換させるのに容易

に使用できるもの 

5 15,000 

難病 

下肢又は体幹機能

障害 1・2級と同程

度の状態の人 

◎移動用リフト 

下肢 

体幹 
1・2級 

介護者が障害者（児）を移

動させるにあたって、容易

に使用できるもの。ただ

し、天井走行型その他住宅

改修を伴うものを除く 

4 159,000 

難病 

下肢又は体幹機能

障害 1・2級と同程

度の状態の人 

訓練椅子 

（対象：18歳未満） 

下肢 

体幹 
1・2級 

テ－ブルが付属している

もの 
5 33,100 
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◇ 自立生活支援用具（◎は介護サービス優先の用具） 

種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

◎入浴補助用具 

下肢 

体幹 
入浴に介助を要する

人 

入浴時の移動、座位の保持、

浴槽への入水等を補助で

き、障害者（児）又は介助

者が容易に使用できるも

の。ただし、設置にあたり

住宅改修を伴うものを除く 

8 90,000  

難病 

◎便  器 

下肢 

体幹 
1・2級 障害者（児）が容易に使用

できるもの。ただし、取替

えに当たり住宅改修を伴う

ものを除く 

障害児は手すり付きに限る 

8 

便器  

4,450  

手すり  

5,400  難病 

下肢又は体幹機能障

害 1・2級と同程度の

状態の人 

Ｔ字状又は 

棒状のつえ 
肢体 

比較的軽度な程度の

障害を有し、用具の使

用により歩行機能が

補完される人  

※入院・入所者も可 

木材製 

※夜光材等使用の場合 

加算あり 
3 

2,310  

軽金属製 

※夜光材等使用の場合 

加算あり 

3,150  

◎移動・移乗 

支援用具 

平衡 

下肢 

体幹 
家庭内の移動等にお

いて介助を必要とす

る人 

転倒予防、立ち上がり動作の

補助、移乗動作の補助、段差

解消等の用具とする。ただ

し、設置に当たり住宅改修を

伴うものを除く 

8 60,000  

難病 

頭部保護帽 

肢体 頻繁に転倒する人 ヘルメット型で転倒の際に

頭部を保護できるもの 

Aスポンジ、革を主材料に 

製作 

Bスポンジ、革、プラスチッ

クを主材料に製作 

※オーダーメイドで作成す

る場合、医師の診断書が  

必要 

3 

オーダー

メイド 

A 15,660     

B 37,860 

 

既製品 

A 12,528 

B 30,288 

知的 

A判定 
てんかん等の発作によ

り頻繁に転倒する人 

※入院・入所者も可 
精神 

特殊便器 

上肢 1・2級 
足踏みペダルにて温水温風

が出るもの。ただし、取替え

に当たり住宅改修を伴うも

のを除く 

8 151,200  
知的 A判定 

難病 
上肢 1・2 級と同程度

の状態である人 
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種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

火災警報器 

身体 1・2級 
火災発生の

感知・避難

が困難な障

害者のみ世

帯及びこれ

に準ずる世

帯 

室内の火災を煙又は熱に

より感知し、音又は光を

発し屋外に知らせること

ができるもの 

8 15,500 

知的 A判定 

自動消火器 

身体 1・2級 室内温度の異常上昇又は

炎の接触で自動的に消火

液を噴射し、初期火災を

消火できるもの 

8 28,700 知的 A判定 

難病 - 

電磁調理器 

（対象：18歳以上） 

視覚 1・2級 障害者が容易に使用で

きるもの 
6 41,000 

知的 A判定 

歩行時間延長信号 

機用小型送信器 
視覚 1・2級 

視覚障害者（児）が容易

に使用できるもの 
10 7,000 

聴覚障害者用 

屋内信号装置 
聴覚 

2級（聴覚障害者の

み世帯及びこれに

準ずる世帯) 

音、音声等を視覚、触覚

等により知覚できるもの 
10 87,400 

 

◇ 在宅療養等支援用具 

種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

透析液加温器 腎臓 

1・3級で自己連続

携行式腹膜灌流法

（CAPD）による透

析療法を行う人 

透析液を加温し、一定温度

に保つもの 
5 51,500 

ネブライザー 

呼吸器 

3 級以上であっ

て、使用が必要と

認められる人 
障害者（児）が容易に使用で

きるもの 

※呼吸器機能障害以外の障

害者(児)は医師の診断書

が必要です 

5 36,000 身体 
呼吸器機能障害 3

級以上と同程度の

状態であって、使

用が必要と認めら

れる人 
難病 

電気式 

たん吸引器 

呼吸器 

3 級以上であっ

て、使用が必要と

認められる人 障害者（児）が容易に使用で

きるもの 

※呼吸器機能障害以外の障

害者(児)は医師の診断書

が必要です 

5 56,400 身体 
呼吸器機能障害 3

級以上と同程度の

状態であって、使

用が必要と認めら

れる人 
難病 



- 11 - 

 

種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

ネブライザー及び 

電気式たん吸引器 

の両用器 

呼吸器 
3 級以上であって、使用

が必要と認められる人 障害者（児）が容易に

使用できるもの 

※呼吸器機能障害以外

の障害者(児)は医師

の診断書が必要です 

5 72,450 

身体 

呼吸器機能障害 3 級以上

と同程度の状態であっ

て、使用が必要と認めら

れる人 

酸素ボンベ運搬車 身体 
医療保険における在宅酸

素療法を行う人 

障害者（児）が容易に

使用できるもの 
10 17,000 

パルスオキシ 

メーター 

呼吸器 

3 級以上であって、在宅

酸素療法又は人工呼吸

器の装着が必要な人 呼吸状態を継続的に

モニタリングするこ

とが可能な機能を有

し、障害者（児）が容

易に使用できるもの 

※医師の診断書が 

必要です 

5 157,500 
身体 

呼吸器機能障害3級以上

と同程度の状態であっ

て、在宅酸素療法又は人

工呼吸器の装着が必要

な人 

難病 
人工呼吸器の装着が必

要な人 

視覚障害者用 

体温計 

（音声式） 

視覚 

1・2 級 (視覚障害者の

み世帯及びこれに準ず

る世帯) 

視覚障害者（児）が容

易に使用できるもの 
5 9,000 

視覚障害者用 

体重計 
視覚 

1・2 級 (視覚障害者の

み世帯及びこれに準ずる

世帯) 

視覚障害者（児）が容

易に使用できるもの 
5 18,000 

視覚障害者用 

血圧計 
視覚 

1・2 級 (視覚障害者の

み世帯及びこれに準ずる

世帯) 

視覚障害者（児）が容

易に使用できるもの 
5 9,500 

正弦波インバー 

ター発電機 

身体 
人工呼吸器の装着が必要

な人 

※ポータブル電源及び

DC/AC インバーターの

給付を受けていない人

に限る 

ガソリン、ガスボンベ

等で作動する正弦波イ

ンバーター発電機で、

定格出力が８５０VA

以上のもの 

5 100,000 

難病 

ポータブル電源 

（蓄電池） 

身体 
人工呼吸器の装着が必要

な人 

※正弦波インバーター発

電機及び DC/ACインバ

ーターの給付を受けて

いない人に限る 

蓄電機能を有する正弦

波交流出力の電源装置

で定格出力が 300W 以

上のもの又は保有する

人工呼吸器専用の予備

バッテリ― 

5 100,000 

難病 
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種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

DC/AC 

インバーター 

（カーインバー

ター） 

身体 
人工呼吸器の装着が必

要な人 

※正弦波インバーター

発電機及びポータブ

ル電源の給付を受け

ていない人に限る 

自動車等の直流電源

（DC）を正弦波交流

電源（AC）に変換する

装置で定格出力が

300W以上のもの 

5 100,000 

難病 

 

◇ 情報・意思疎通支援用具 

種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

携帯用会話 

補助装置 

音声 

言語 

肢体 

発声発語に著しい障害

を有する人 

携帯式でことばを音声又

は文章に変換する機能を

有し、障害者（児）が容

易に使用できるもの 

5 98,800 

情報・通信 

支援用具 

上肢 

視覚 

1・2級 

パソコン、タブレット及

びスマートフォンの使

用により社会参加が見

込まれ、支援用具等を使

用しなければパソコン

等の利用が困難な人 

※入院・入所者も可 

パソコン等を操作する際

に、その障害があるため

に必要となる支援用具 

6 100,000 

点字 

ディスプレイ 
視覚 1・2級 

文字等のパソコンの画面

情報を点字により示すこ

とのできるもの 

6 383,500 

点字器 視覚 ※入院・入所者も可 

標
準
型 

A 真鍮板製 
7 

A 10,720 

B プラスチック製 B  6,800 

携
帯
型 

A アルミニウム製 
5 

A  7,420 

B プラスチック製 B  1,700 

点字タイプ 

ライター 
視覚 

1・2級であって、本人が

就労若しくは就学して

いるか、又は就労が見込

まれる人に限る 

視覚障害者（児）が容易

に使用できるもの 
5 63,100 

視覚障害者用 

ポータブル 

レコーダー 

視覚 1・2級 

音声等により操作ボタン

が知覚又は認識でき、か

つ、DAISY 方式による録

音又は記録された図書の

再生が可能なもの 

6 

録音再生 

85,000 

再生専用 

35,000 
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種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

視覚障害者用 

活字文書 

読上げ装置 

視覚 1・2級 

文字情報と同一紙面上に記載さ

れた当該文字情報を暗号化した

情報を読み取り、音声信号に変換

する機能を有するもの 

6 99,800 

視覚障害者用 

拡大読書器 
視覚 

本装置により文

字等を読むこと

が可能になる人 

画像入力装置を読みたいもの（印

刷物等）の上に置くことで、簡単

に拡大された画像（文字等）をモ

ニターに映し出せるもの 

8 198,000 

視覚障害者用 

時計 
視覚 1・2級 

触読式 

10 

10,300 

音声時計 

（手指の触覚に障害がある等のた

め触読式時計の使用が困難な

人） 

13,300 

聴覚障害者用 

通信装置 

聴覚 

音声 

言語 

コミュニケーシ

ョン、緊急連絡等

の手段として必

要と認められる

人 

一般の電話に接続することがで

き、音声の代わりに、文字等により

通信することができるもの 

5 71,000 

聴覚障害者用 

情報受信装置 
聴覚 

本装置によりテ

レビの視聴が可

能になる人 

字幕及び手話通訳付きの聴覚障

害者（児）用番組並びにテレビ番

組に字幕及び手話通訳の映像を

合成したものを画面に出力する

機能を有し、かつ災害時の障害者

向け緊急信号を受信することが

できるもの 

6 88,900 

点字図書 視覚 

情報の入手を主

に点字図書によ

っている人 

点字図書給付対象出版施設から

購入するもの 
- - 

人工喉頭 
音声 

言語 

喉頭摘出者（児） 

※電動式は職業

上または学校

教育上必要な

人に限る 

※入院・施設入所

者も可 

笛 

式 

呼気によりゴム等の膜を振

動させ、ﾋﾞﾆｰﾙ等の管を通じ

て音源を口腔内に導き構音

化するもの 

4 

5,150 

気管カニ

ューレ式 

8,350 

電
動
式 

顎下部等に当てた電動板を

駆動させ、経皮的に音源を口

腔内に導き構音化するもの 

※医師の診断書が必要です 

5 

72,210 

電池又

は充電

器を含

む 

埋
込
型
人
工
鼻 

気管食道ｼｬﾝﾄ発声法による

発声のために、首に開けた気

管孔に装着するもの 

※初回申請は、医師の診断書

が必要です 

- 
月額 

35,640 
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種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

人工内耳用 

電池 
聴覚 

人工内耳装用者 

※人工内耳用充電

池及び人工内耳

用充電器の給付

を受けていない

人に限る 

障害者（児）が容易に使用でき

るもの 

※初回申請のみ「人工内耳装用

者カード」の写しが必要です 

- 

片耳 

月額 

2,500 

人工内耳用 

充電池 
聴覚 

人工内耳装用者 

※人工内耳用電池

の給付を受けて

いない人に限る 

障害者（児）が容易に使用でき

るもの 

※初回申請のみ「人工内耳装用

者カード」の写しが必要です 

1 
片耳 

17,600 

人工内耳用 

充電器 
聴覚 

人工内耳装用者 

※人工内耳用電池

の給付を受けて

いない人に限る 

障害者（児）が容易に使用でき

るもの 

※初回申請のみ「人工内耳装用

者カード」の写しが必要です 

5 16,500 

 

◇ 排泄管理支援用具 ※入院・施設入所者も可 

種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

ストマ用装具 
膀胱 

直腸 
ストマ造設者 

蓄
便
袋 

低刺激性の粘着剤を

使用した密封型又は

下部開放型の収納袋 

- 

月額 

8,860 

蓄
尿
袋 

低刺激性の粘着剤を

使用した密封型の収

尿袋で尿処理用のキ

ャップが付いている

もの 

月額 

11,640 

収尿器 身体 

脊髄損傷等による排尿障

害（特に失禁のある場合）

により、用具が必要な人 

男

子

用 

普通型 

1 

7,940 

簡易型 5,880 

女

子

用 

普通型 8,760 

簡易型 6,080 
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種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

紙おむつ等 

膀胱 

直腸 

治療によってストマ周

辺に軽快する見込みの

ない著しい皮膚のただ

れが見られる人、ストマ

の変形のためストマ用

装具を装着できない人 

ストマ用装具に代えて給

付するもので、紙おむつ、

サラシ、ガーゼ、脱脂綿及

び洗腸装具 

※初回申請は、医師の診

断書が必要です 

- 
月額 

12,000 

身体 

次のいずれかに該当する

人 

①先天性疾患（先天性鎖

肛を除く）に起因する神

経障害により高度の排尿

機能若しくは排便機能障

害のある人 

②先天性鎖肛に対する肛

門形成術に起因する高度

の排便機能障害があり用

具を必要とする人 

③脳性麻痺等脳原性運動

機能障害により排尿又は

排便の意思表示が困難な

人 

④脊髄損傷または脊髄損

傷と同程度の状態であり

排尿又は排便を自ら認識

することが困難な人 
 

◇ 居宅生活補助用具（◎は介護サービス優先の用具） 

種 類 
対 象 者 

性 能 等 
耐用

年数 

基準額 

（円） 障害等 給付条件 

◎居宅生活 

動作補助用具 

下肢 

体幹 
1・2・3級 小規模な住宅改修 

※詳しくは 33ページ

をご覧ください 

1回

のみ 
200,000 

難病 
下肢又は体幹機能障害 1・

2・3級と同程度の状態の人 

 

 



- 16 - 

 

（３）補装具・日常生活用具の利用者負担軽減 
 

原則として利用者負担額は基準額の 1割ですが、負担が増えすぎないよ

う、所得に応じた上限額を設定しています。日常生活用具の利用者負担額

は、上越市独自の設定として、補装具費の上限額（37,200円）の 1/2とな

っています。また、日々の生活に欠かせないストマ用装具や紙おむつ等に

ついては、さらに低い上限額（1,100円/月）を設定しています。 

＜補装具＞             ＜日常生活用具＞ 

月額負担上限額 

 月額負担上限額（上越市独自設定） 

 
区 分 

ストマ用装具 

紙おむつ等 
その他の用具 

生活保護  0円  生活保護  0円 0円 

低 所 得 0円  低 所 得 0円 0円 

一 般 37,200 円  一 般 1,100円 18,600円 

高額所得  支給対象外  高額所得  給付対象外 
給付対象外 

（ただし点字図書は除く） 

 

生活保護 生活保護世帯に属する人 

低 所 得 
障害者においては、本人及び配偶者の市民税が非課税の人 

障害児においては、市民税非課税世帯の人 

一 般 
障害者においては、本人又は配偶者の市民税が課税されている人 

障害児においては、市民税課税世帯の人 

高額所得 

障害者においては、本人又は配偶者の市民税所得割の納税額が 46 万円

以上の人 

障害児においては、同一世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税

額が 46 万円以上の人（なお、補装具については、納税額にかかわらず、

支給対象となります） 

※ 申請日の年度（4月から 6月までの場合は前年度）の市民税により判定します。 

 

生活保護移行防止のための軽減措置                   

利用者負担額を支払うことにより生活保護世帯に該当する場合には、生活

保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。 

 

上越市独自減免                            

補装具及び日常生活用具を 

両方利用している場合は、 

ひと月の合算額の上限額を 

設定します。 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

月額負担上限額 

生活保護     0円 

低 所 得    0円 

一 般  37,200円 

市ホームページ 
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（４）指定ごみ袋引換券の交付 
 

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受け、紙おむつを使用している人、

在宅で腹膜透析治療を受けている人に対して指定ごみ袋の引換券を交付

します。 

 

■ 対象者 

① 障害者日常生活用具給付事業により紙おむつの給付を受けている人 

② 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人で、紙おむつを使

用している人 

③ 在宅で腹膜透析治療を受けている人 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

■ 申請方法 

生活環境課又は福祉課に必要書類等を持参し申請してください。 

■ その他 

◇ 申請月から交付します。 

◇ 引換券の交付枚数は月 1枚です。（1枚の引換券で燃やせるごみ指定

袋 20リットル 10枚又は 10リットル 20枚と交換できます。） 

◇ ②③に該当する人は、毎年度申請が必要です。 

◇ 既に障害者日常生活用具給付事業で交付を受けている人は、手続きの

必要はありません。 

 

 

 

担当：生活環境課リサイクル推進係（電話：025-526-5111 内線 4120） 

 

 

（５）ごみヘルパー制度（ごみ分別及び搬出支援事業） 
 

ごみの分別や搬出が困難な世帯に対し、町内会長の推薦を受け市が委嘱

する「ごみヘルパー」が分別や搬出を支援します。 

 

■ 対象者 

① 高齢者のみの世帯で、寝たきりや身体虚弱等でごみの分別や搬出が困

難な世帯（65歳以上の人で、要介護認定者及び要支援認定者） 

・申請書 ・身体障害者手帳又は療育手帳 
・紙おむつの使用が確認できる書類（レシート等の写し） 
・在宅で腹膜透析治療を受けていることが分かる書類（診療明細書等） 

市ホームページ 



- 18 - 

 

② 身体障害、病弱などでごみの分別や搬出が困難な世帯 

・ 肢体不自由（肢体不自由又は体幹不自由で 3級以上） 

・ 視覚障害 （2級以上） 

・ 内部障害 （1級以上） 

・ 「病弱」･･･「病気がちで入退院を繰り返している」などの具体 

   的な理由がある場合に限定します。 

※ 判定基準を満たさない人で特に支援が必要と思われる人については、

必要に応じて個別訪問等を行って支援の可否を判定します。 

※ 同一町内に世話すべき親族等がいる場合、支援の対象となりません。 

■ 申請方法 

支援を希望される人は、生活環境課にご相談ください。 

ケアマネジャーや民生委員からの相談も可能です。 

■ その他 

◇ 費用は無料です。 

◇ 申請後に「ごみヘルパー」の推薦を町内会長に依頼するため、支援の

可否の決定まで時間を要する場合があります。 

◇ ごみヘルパーには市の規定による謝金をお支払いします。 

 

 

 

担当：生活環境課リサイクル推進係（電話：025-526-5111 内線 4119） 

 

 

（６）車椅子・車椅子用スロープの短期貸与 
 

旅行、通院、散歩など、短期間車椅子が必要な場合に、車椅子や段差解

消のための車椅子用スロープを貸与します。 

 

■ 対象者 

   市内に住所を有する人及び団体で、車椅子を使用する必要がある人 

■ 貸与するもの 

① 車椅子（普通型/自操タイプ） 

② 折りたたみ式携帯用スロープ（三つ折り） 

※ 幅 84㎝、重さ 6kg、最大荷重 300kg、段差目安 22㎝ 

■ 貸与期間 

10日以内 

市ホームページ 
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市ホームページ 

■ 貸出場所 

福祉課、各総合事務所、南・北出張所、福祉交流プラザ 

※  南・北出張所、福祉交流プラザをご希望の場合は、貸出希望日の 

2営業日前までに福祉課へご連絡ください。 

■ 申請方法 

  福祉課又は福祉交流プラザ（福祉申請窓口）の窓口へお申出ください。 

■ その他 

◇ 費用は無料です。 

◇ 貸し出し状況によりご希望に沿えない場合があります。 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

（７）タクシー等の利用助成・自動車燃料費の助成 
 

障害のある人の社会参加の促進と、経済的負担の軽減を図るため、タク

シー利用券等の交付または自動車燃料費の一部を助成します。 

 

■ 対象者 

身体障害者手帳 1～3級、精神障害者保健福祉手帳 1・2 級または療育

手帳 A所持者のいずれかに該当する人  

※ 所得制限があります（108ページ参照）。 

■ 助成内容（下表のいずれか 1種類を選択） 

※10月～3月の申請の場合、助成額は 1/2となります。 

種 類 助 成 額 

① タクシー利用券 年間 24,000円（500円券×48枚） 

② タクシー利用券と 
バス利用券セット 

年間 24,000円 
タクシー：12,000円（500円券×24枚） 
バス  ：12,000円（100円券×120枚） 
※市内を運行する路線バスに利用 

③ 自動車燃料購入券 
年間 19,000円（500円券×38枚） 
 ※上越市内の新潟県石油協同組合 

上越支部加盟店で利用 

④ 自動車燃料費助成 

年額 19,000円 
 ※請求時に申請者名義の金融機関の通帳 

および領収書（申請者名あり）が必要。 
領収書は、申請日以降のものが有効で、 
ガソリンスタンドの指定はなし 
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■ 申請に必要なもの 

◇ 共通 

 

 

 

※ 申請の際、免許証など本人確認ができるものを持参してください。 

※ 手帳所持者以外の人が手続きする場合は、手帳所持者本人の印鑑が

必要です。 

 

◇ 燃料券・燃料費助成 

 

 

 

 

■ 申請方法 

・毎年度の申請が必要です。受付開始については、広報上越 3月号 

（2月 25日発行）でお知らせします。 

・福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）に必要書類

を提出してください。 

 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

  

・申請書 ・手帳（交付を受ける手帳） 

・マイナンバー（個人番号が分かるもの） 
 

・運転免許証（運転する人のもの）  

・車検証（写しでも可。所有者又は使用者が本人、同一生計の人、 

常時介護する人のいずれかのもの） 
 

市ホームページ 
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（８）人工透析患者通院交通費の助成 
 

障害のある人の経済的負担の軽減を図るため、じん臓機能に障害のある

人が人工透析療法（血液透析療法）を受けるための通院に要する交通費の

一部を助成します。 
 

■ 対象者 
人工透析療法（血液透析療法）を受けるために週 2回以上通院する必

要があり、そのために公共交通機関や自家用車（介護者が運転する場合
を含む）、タクシー等を使用する人 

※ 病院の無料送迎バスにより通院している人、生活保護受給者で通院
移送費の助成を受けている人は対象ではありません。 

※ 市内の施設入所者も対象です。               

※ 所得制限があります（108ページ参照）。 

■ 助成額 

自宅又は入所施設から医療機関までの通院距離（最短距離）により、
週 2回以上の通院を行った週を単位として、その回数に助成単価を乗じ
た金額を助成します。 

通院距離（片道） 助成単価 助成限度額（年額）（※） 

10㎞未満 640円 33,280円 

10㎞以上 20㎞未満 800円 41,600円 

20㎞以上 960円 49,920円 

※ 1年間の通院の場合、助成単価×52週分（1年間の週の数） 

■ 助成対象期間 

3月 1日～翌年 2月 28日（閏年は 2月 29日） 
※入院していた期間は対象外です。通院していた期間に応じて 1年間分
をまとめて助成します。 

■ 申請に必要なもの 

 
 
 
 
 

■ 申請方法 

毎年 1 月末に対象者へ申請案内を送付しますので、福祉課、各総合事
務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）に必要書類を提出してください。 
※南・北出張所では手続きできません 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

・申請書 ・印鑑（ただし、相続人等に支払う場合のみ） 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
・通院証明書（ただし、下記の病院に通院されている人は不要） 

上越総合病院、新潟県立中央病院、渡辺内科医院、けいなん総合病院 

市ホームページ 
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（９）施設等通所交通費の助成 

 

はまぐみ小児療育センター、その他の医療機関など市外の施設等へ定期

的に通院・通所する児童の保護者に対し、経済的負担の軽減を図るため､通

所交通費の一部を助成します。 

 

■ 対象者 

対象施設へ年 1回以上定期的に通所（入所・入院中の外泊も含む）し

ている 18歳以下の人（18歳に達する日以後の最初の 3月 31日まで） 

■ 助成額 

   普通車の高速道路料金（有料道路割引対象者は割引後の金額）の 1/2 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

 

■ 申請方法 

翌月の 15日までに申請してください。 

■ その他 

入所者で交通機関の運賃割引証を利用した場合はお申出ください。 

 

 
 
担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

（１０）特別支援学校等の児童生徒に対する通学支援 
 

新潟県立特別支援学校等に通学する児童生徒の保護者の経済的負担の

軽減を図るため、「福祉有償運送」や「ファミリーサポートセンター事業」

を利用する際に支払う料金の一部を助成します。 

 

■ 対象者 

   新潟県立特別支援学校等への通学に「福祉有償運送」や「ファミリー

サポートセンター事業」を利用している児童生徒の保護者 

 

 

・申請書  
・施設が発行した通所証明書や医療機関等の受診日がわかる領収書 
など、施設等への通所を証する書類（高速道路の領収書は不可） 

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
 

市ホームページ 
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■ 助成額 

1 か月の利用料金の 2 分の 1 相当額及び残りの 2 分の 1 相当額のうち

3,500円を超過した額 

■ 申請時に必要なもの 

 

 

■ 申請方法 

福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）に必要書類を

提出してください。 ※南・北出張所では手続きできません。 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 
（１１）ヘルプカード・ヘルプマーク 
 

障害等により配慮を必要とする人が災害時や不慮の事故、体調不良によ

り、周囲の手助けを必要とする際に助けを求めるためのツールとして、緊

急連絡先等の必要な情報を記入できるヘルプカードを作成し、配布します。 

また、周囲の人の配慮を必要としていることを知らせるヘルプマークも

配布します。 

 

■ 対象者 

   障害のある人で希望する人、その他必要とする人 

■ その他 

   ヘルプマークについては、「参考資料 4 身近で見かける障害者マーク

（115ページ）」についてもご参照ください。 

 
担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・申請書 ・福祉有償運送に係る領収書の写し又はファミリーサポー
トセンター事業に係る援助活動報告書の写し 
 

市ホームページ 

市ホームページ 
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（１２）自動車運転免許取得費の助成 
 

身体に障害のある人が、自動車運転免許証の取得をする場合、費用の一
部を助成し、就労等社会参加を促進します。 

 

■ 対象者 

次のいずれにも該当する人 

① 市内に住所を有し、身体障害者手帳 1～4級を所持している人 

② 免許取得により就労が見込まれるなど、社会活動への参加に効果が認

められる人 

■ 助成額 

  免許取得費用の 2/3（10万円限度） 

■ 申請に必要なもの 

 ・申請書 ・自動車学校発行の領収証 ・運転免許証 ・身体障害者手帳 

■ 申請方法 

・免許取得後 1年以内に申請が必要です。※入校前の申請は不要 
・福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）に必要書類を

提出してください。 ※南・北出張所では手続きできません。 
 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

（１３）障害者用自動車改造費の助成 
 

就労等に伴い、運転操作上必要な改造をする場合、その費用の一部を助

成し、社会参加を促進します。 

 

■ 対象者 

◇ 身体障害者手帳を所持し、次のいずれかに該当する人 

① 上肢、下肢又は体幹機能障害（個別等級）の 1、2級 

② 運転免許証の条件欄に改造の要件が記載されている人 

◇ 次の要件のすべてに該当すること 

① 市内に住所を有していること 

② 運転免許を取得又は取得しようとしていること 

③ 就労等のために、自ら所有し、運転する自動車の改造を行うこと 

④ 過去 5年間にこの助成金の交付を受けていないこと 

※ 所得制限があります（108ページ参照）。 

■ 助成額 

改造費用（10万円限度） 

市ホームページ 
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■ 申請に必要なもの 
福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）に問い合わせ

てください。 

■ その他 

◇ 改造完了後 1年以内に申請が必要です。※注文・契約前の申請は不要 

◇ 助成対象は「改造費用」のみです。その他車両購入費用は対象外です。 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

（１４）介護者用自動車改造費の助成 
 

介護者が改造自動車を購入又は自動車を改造する場合、その費用の一部
を助成し、障害のある人の外出を容易にし、社会参加を促進します。 

 
■ 対象者 

車椅子、ストレッチャー等を利用しなければ移動困難な状態が継続す
ると認められる障害のある人と同居し、次の要件のすべてに該当する人 
① 市内に住所を有し、身体障害者手帳の 1、2 級（個別等級）を所持す

る障害のある人と同居し、継続的かつ日常的に介護している人 
② 障害のある人のために自動車の改造又は改造自動車の購入を行う必

要がある人 
③ 介護者が自動車運転免許を取得していること 
④ 過去 5年間にこの助成金の交付を受けていないこと 
※ 所得制限があります（108ページ参照）。 

■ 助成額 

改造費用（60 万円を超える場合は 60 万円）に区分（①生活保護世帯
10/10 ②所得税非課税世帯 2/3 ③その他の世帯 1/2）による割合を乗じて
得た額 (千円未満切捨て) 

■ 申請に必要なもの 

福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）に問い合せて
ください。 

■ その他 

◇ 改造完了後 1年以内に申請が必要です。※注文・契約前の申請は不要 
◇ 助成対象は「改造費用」のみです。その他車両購入費用は対象外です。 

 
 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

市ホームページ 
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（１５）医療型短期入所事業 

 
医療行為を必要とする重症心身障害児・者等を対象に、病院の病床を

利用して短期入所の受入れを行います。 
 

■ 受入れ先 

さいがた医療センター、上越地域医療センター病院 

■ 対象者 

次のいずれかに該当する人 

  さいがた医療センター 上越地域医療センター病院 

共通の 

受入基準 

■ 重症心身障害児・者（身体障害者手帳 1、2級かつ療育手
帳 Aの交付を受けている人） 

■ 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている
人で障害支援区分 6に該当する人 

独自の 

受入基準 

■ 療育手帳の交付を受け
ている人で、「大島の分
類（※1）」の 5、6、10、
11に該当する人 

③ 身体障害者手帳又は療育
手帳の交付を受けている
人で、運動機能が座位ま
でであり、かつ判定スコ
ア（※2）が 10点以上の人 

留意事項 

最終的な受入の可否は、上記受入基準を基本としながら、本
人の状況や受入機関における他者への影響、個室利用の可
否等を総合的に勘案し、受入機関が判断しますので、上記受
入基準を満たしていても、受入ができない場合があります。 

※1 元東京都立府中療育センターの院長であった大島一良氏により考案された分類 

※2「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（平成

22年 3月 5日保医発 0305第 2号）の別添 6の別紙 14「超重症児（者）・準超重

症児（者）の判定基準」の「2.判定スコア」を指し、受入機関で判定を行います。 

 

上記医療機関においては、介護者が急病等の場合に「短期入所」として受

入を行うものであり、「治療」を目的とした入院とは異なります。したがっ

て、本人の具合が悪いと受入機関が判断した場合には、受入はできません。

その場合はかかりつけの病院(専門病院)に連絡してください。 

 

 

 

また、利用に当たっては、事前に施設見学及び医師の診断を受ける必要が

あります。 

 

 

 

 

問合せ： 

さいがた医療センター療育指導室（電話：025-534-3131） 

上越地域医療センター病院 患者支援センター（電話：025-523-2131） 

受入れができない例 
・微熱（おおむね 37度 5分以上）がある場合 
・てんかんの発作がおさまらない場合     など 
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（１６）除雪費の助成 
 

建物の屋根、玄関前及び日常生活上欠くことのできない場所の除雪に

要する費用の一部を助成します。 

■ 対象者 

高齢者世帯 

・65歳以上の人のみの世帯 
・60歳以上の人のみの世帯で、世帯員に寝たきりの人が
いる世帯 

・65歳以上の人と児童のみの世帯 
・60歳以上の寝たきりの人と児童のみの世帯 

ひとり暮らし 
高齢者世帯 

・65歳以上のひとり暮らしの世帯 
・60歳以上の寝たきりの人で、ひとり暮らしの世帯 

障害者世帯 

・身体障害者手帳 1～4級をお持ちの人と 60歳以上の人 
のみの世帯 

・身体障害者手帳 1～4級をお持ちの人と児童のみの世帯 
・身体障害者手帳 1～4級をお持ちの人のみの世帯 

母子・ 
父子世帯 

・配偶者のいない女性（男性）と児童のみの世帯 

準母子・ 
準父子世帯 

・配偶者のいない女性（男性）、児童及び 65歳以上の人 
のみの世帯 

その他世帯 ・知的障害のある人の属する世帯等で、上記に準ずる世帯 

※ 児童とは 18歳に達する誕生日以後の最初の 3月 31日までの人をいいます。 

■ 対象外の世帯 

◇ 自己の労力で除雪ができると認められる世帯 

◇ 生活保護を受給している世帯 

◇ 市民税の所得割が課税されている世帯 

◇ 他の世帯に属する人の所得税法に規定する扶養親族となっている人が

いる世帯 

◇ 冬期間に自宅が不在となり、雪の影響が無くなる時期に再び住家に戻

って生活する予定がない世帯 

◇ 同一家屋内(敷地内含む)で親と子がそれぞれ世帯主になっている場合

など、実質的に労力のある親族と同居している世帯 

■ 助成額 

72,100円（一冬期間の上限） 

■ 申請方法 

民生委員・児童委員を経由してください。 

担当：生活援護課援護第二係（電話：025-520-5697） 

 
市ホームページ 
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（１７）理・美容師の派遣 
 

理髪店又は美容院へ行くことが困難な高齢者、障害者に対し、訪問に

よる理容又は美容のサービスの出張費を助成し、快適な生活を営めるよ

う支援します。 
 

■ 対象者 

要介護認定 1 以上の人や障害がある人で、理髪店又は美容院へ行くこ

とが困難な人（特定の施設入所や入院中の人は除く） 

■ 助成額 

1,500円（出張費） ※ 理・美容料金は利用者負担です。 

■ 利用回数 

おおむね 2か月に 1回（年 6回まで） 

■ 申請方法 

高齢者支援課又は各総合事務所の窓口へお申出ください。 

 

 

担当：高齢者支援課支援係（電話：025-520-5707） 

 

 

 

  

市ホームページ 
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（１８）手話通訳者・要約筆記者等の派遣 
 

聴覚に障害のある人、音声・言語機能に障害のある人及び福祉関係団

体に手話通訳者・要約筆記者等を派遣することにより、聴覚に障害のあ

る人等が社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行えるよう援助

し、その生活の安定と福祉の増進を図ります。 
 

■ 対象用務 

① 公的機関へ出かける場合（市役所・警察署等） 

② 病院、保健所等へ出かける場合 

③ 学校、保育所等へ出かける場合 

④ 市又は福祉関係団体が実施する事業で市長が適当と認める場合 

⑤ その他市長が特に必要と認める場合 

■ 申請に必要なもの 

・申請書  

■ 申請方法 

事前に申請書を福祉課へ提出してください。 

※ FAX：025-525-5157 

※ できるだけ 1週間前までに申し込んでください。それ以降のご依頼

は、通訳者の調整が困難な場合があり、派遣できないことがありま

す。 

■ その他 

◇ 費用は無料です。 

◇ 各総合事務所と木田庁舎をテレビ会議システムでつなぎ、木田庁舎に

いる手話通訳者と手話で話ができます。申請等の手続きにお使いいた

だけます。 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

 

市ホームページ 
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（１９）軽・中等度難聴者補聴器購入費の助成 
 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の言語の習得

やコミュニケーション能力の向上、日常生活に支障を抱える軽・中等度

難聴者の社会参加の促進を図るため、補聴器の購入に係る経費の一部を

助成します。 
 

■ 対象者 

身体障害者手帳の交付対象とならない、両耳の聴力レベルが 30デシベ

ル以上である人 

■ 基準額 ※ 耐用年数＝5年 

年齢区分 基準価格 基準価格に含まれるもの 

18歳未満 
1台当たり 
55,900円 

①補聴器本体（電池を含む） 
②イヤモールド 
（注）イヤモールドを必要としない場合は、基

準価格から 9,500円を差し引いた額 

18歳以上 
1台当たり 
52,900円 

①補聴器本体（電池を含む） 
②イヤモールド 
（注）イヤモールドを必要としない場合は、基

準価格から 9,000円を差し引いた額 

■ 助成率 

世帯区分 年齢区分 助成率 

生活保護世帯 
18歳未満 

10分の 10 
18歳以上 

市民税非課税世帯 
18歳未満 

18歳以上 

市民税課税世帯 
18歳未満 10分の 9 

18歳以上 10分の 5 

※ 世帯に市民税所得割額が 46万円以上の人がいる場合は対象外です。 

■ 申請に必要なもの 

 

 

■ 申請方法 

購入前に申請が必要です。 

福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）のいずれか

に必要書類を提出してください。 ※南・北出張所では手続きできません。 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

・申請書 ・指定医師の意見書（指定の用紙があります） 

・見積書 ・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

市ホームページ 
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（２０）小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付 
 

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっており、日常生活を営

むのに支障のある児童に対し、日常生活用具の給付を行っています。 

 

■ 対象者 

次のすべての要件に該当する人 

① 上越市にお住まいの人 

② 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの人 

③ 小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策の対象者

とならない人 

④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ

る施策（7ページ：日常生活用具の給付）の対象とならない人 

⑤ 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具（下記）の給付

を必要とする人 

■ 給付対象種目（用具ごとに給付条件があります） 

・便器 ・特殊マット ・特殊便器 ・特殊寝台 ・入浴補助用具 

・歩行支援用具 ・特殊尿器 ・体位変換器 ・車椅子 ・頭部保護帽 

・電気式たん吸引器 ・クールベスト ・紫外線カットクリーム 

・ネブライザー ・パルスオキシメーター ・ストマ用装具 ・人工鼻 

■ 申請に必要なもの 

 

 

■ 申請方法 

購入前に申請が必要です。 

福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）のいずれか

に必要書類を提出してください。 ※南・北出張所では手続きできません。 

■ その他 

給付限度額を超えた分と扶養義務者の収入の状況に応じて、階層区分に規

定する自己負担額が自己負担となります。 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

・申請書 ・見積書 ・診断書 ・小児慢性特定疾病医療受給者証 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
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（２１）障害者向け住宅リフォーム助成事業 

 
障害のある人の身体状況に適した住宅にリフォームする際の経費を補

助します。 

 

■ 対象者 

◇ 身体障害者手帳の個別等級 1、2級又は療育手帳 Aの所持者 

※ おおむね 65 歳以上の要介護認定又は要支援認定を受けている人は、

高齢者支援課の「高齢者向け住宅リフォーム助成制度」をご利用い

ただきます。 

◇ 次の要件のすべてに該当すること 

① 申請者は、対象者又は対象者と同一世帯の親族であること 

② 世帯全員の収入の合計額が 600万円未満であること 

③ 対象者又はその親族が所有し、かつ対象者が居住する既存の住宅で

あること 

■ 対象となる改造等（手帳上の障害状況に適した改造） 

① 居室又は廊下等の改造 

② トイレの改造 

③ 浴室の改造 

④ 玄関の改造 

⑤ 段差解消機又は階段昇降機の設置 

⑥ ホームエレベーターの設置 

■ 基準額 

・ 上限 50万円 

※ 身体障害者手帳の個別等級 1、2 級又は療育手帳 A が認定されている

人で、かつ下肢、体幹又は脳原性運動機能障害の個別等級 3級以上が

認定されている人は、基準額が 30万円となります。残りの 20万円に

ついては、日常生活用具給付事業の「居宅生活動作補助用具〈＝住宅

改修費（33ページ）〉」を利用していただきます。 

・ 補助金額 

基準額に区分（①生活保護世帯 10/10 ②所得税非課税世帯 3/4 ③ 

その他世帯 1/2）による割合を乗じて得た額（千円未満切捨て） 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

 

 

・障害者手帳の写し  ・補助金交付申請書 ・所得等調査承諾書 

・工事図面及び見積書 ・着工前の写真（日付入りのもの） 

・年金額が分かるもの（障害・遺族年金等非課税年金を受給している人） 

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

・固定資産（土地・家屋）課税明細書の写し等 
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■ 申請方法 

・ 福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）のいずれかに

必要書類を提出してください。※南・北出張所では手続きできません。 

・ 補助金の交付は、1世帯あたり 1回です。 

・ 申請後、交付決定前に着工した場合は補助対象外となります。 

・ 3月末までに工事の完了届が提出できるものに限ります。 

・ 身体障害者手帳又は療育手帳を新規取得手続き中の人の申請も受け付

けます。ただし、補助金の交付確定時に所持する身体障害者手帳の個

別等級が 1、2級又は療育手帳が Aに該当しない場合は、交付対象とな

りませんので予めご了承ください。 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

（２２）住宅改修費の助成（日常生活用具給付事業） 
 
≪居宅生活動作補助用具≫ 

段差解消や手すりの設置など、比較的小規模な住環境の改善を行う場

合に、その経費の一部を助成します。 

 

■ 対象者 

   下肢、体幹又は脳原性運動機能障害（移動）の個別等級 3 級以上、又

は、難病により下肢、体幹又は脳原性運動機能障害（移動）の個別等級

3級以上と同程度の人（ただし、特殊便器を設置する場合は上肢障害 2級

以上） 

■ 対象経費 

下記の用具購入費及び工事費 

① 手すりの取付け 

② 床段差の解消や床材の張り替え 

③ 扉や洋式便器等の取替え 

■ 基準額 

上限 20万円 

 

  

市ホームページ 
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■ 助成金額 

基準額に 9/10を乗じて得た額 （1/10は自己負担） 

自己負担額は基準額の 1 割ですが、世帯の所得に応じて利用者負担の

上限額を設定しています。なお、一定以上の所得のある人は助成対象外

です。詳しくは 16ページをご覧ください。 

■ 申請に必要なもの 

 

 

■ 申請方法 

・ 着工前に申請が必要です。 

・ 助成金の交付は 1世帯当たり原則 1回です。 

・ 福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）のいずれか

に必要書類を提出してください。  

※南・北出張所では手続きできません。 

・ 要介護認定を受けた人は申請できません。高齢者支援課の住宅改修費

助成サービスをご利用ください。 

・ 障害者向け住宅リフォーム助成事業（32ページ）とあわせてこの住宅

改修費の助成を受けようとする人については、身体障害者手帳の新規

取得手続き中の人も申請することができます。ただし、手帳が交付さ

れた結果、対象の障害に該当しなかった場合には、助成対象外となり

ますので予めご了承ください。 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

 

  

・申請書 ・見積書 ・身体障害者手帳 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
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１０ 医療  
（１）重度心身障害者医療費助成（県障医療） 
 

重度の身体又は知的に障害のある人の医療費の一部を助成し､保健の向

上と負担の軽減を図ります。 

 

■ 対象者 

次のいずれかに該当する人 

① 身体障害者手帳 1～3級の所持者 

② 療育手帳 Aの所持者 

③ 精神障害者保健福祉手帳 1級の所持者 

※ 所得制限があります（108ページ参照）。 

■ 自己負担額（医療機関ごとに精算） 

◇ 医療費 

外来 1回 530円 

※ 同じ医療機関で月 4回まで負担。5回目からは負担なし。 

入院 1日 1,200円 

◇ 調剤薬局 0円 

◇ 訪問看護療養費 1日 250円（※原則介護保険優先） 

◇ 治療用装具 0円 

※ 一部負担金（保険者からの支給額を除いた自己負担額）の払い戻しを

受けられます。保険者への手続きも必要です。 

◇ 保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている人に限り、入院

中の食事代を助成 

※ 保険外診療については適用外になります。 

※ 小学校就学前のお子様と、市民税非課税世帯の小学生から高校卒業

相当（18 歳）までのお子様は、医療費にかかる一部負担金が無料と

なります。 

■ 申請に必要なもの 

 

 

■ その他 

◇ 申請した翌月から適用になります。 

◇ 一度申請いただくと自動更新となります。 

 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

・申請書 ・障害者手帳 ・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
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（２）自立支援医療費（育成医療） 
 

身体に障害のある児童の日常生活能力の回復向上を図るため、その障

害を除去又は軽減することを目的として、必要な医療費を支給します。 

 

■ 対象者 

18歳未満で身体に障害があるか、又はそのまま放置すると将来障害を

残すと認められる疾患がある児童 

■ 自己負担額 

   医療費の 1割。ただし、所得や疾病の内容に応じて月額の自己負担の

上限額が設定されます。入院時の食費（標準負担額）は自己負担です。 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

■ その他 

◇ 事前の申請が必要です。 

◇ ご利用は、指定された医療機関及び薬局に限られます。 

◇ 住所・氏名・加入医療保険資格情報が変更となる場合や、医療機関・

薬局等を変更する場合は、手続きが必要です。 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

 

  

・申請書 ・医師の意見書 ・加入医療保険資格情報が分かるもの 

・市民税課税証明書（又は承諾書） 

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

市ホームページ 
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（３）自立支援医療費（更生医療） 
 

身体に障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、その障害を除去又は軽減することを目的として、治療等に必

要な医療費を支給します。 

 

■ 対象者 

18歳以上の身体障害者手帳所持者 

■ 対象となる医療内容 

視覚障害 角膜移植術、白内障手術など 

聴覚・平衡機能障害 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術など 

音声・言語・ 

そしゃく機能障害 
歯科矯正術、口蓋裂に対する手術など 

肢体不自由 人工関節置換術、骨切術、理学療法など 

心臓機能障害 ペースメーカー埋込術、人工弁置換術など 

じん臓機能障害 人工透析療法、じん臓移植術など 

小腸機能障害 中心静脈栄養法 

免疫機能障害 抗 HIV療法、免疫調節療法など 

肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法 

■ 自己負担額 

医療費の 1割。ただし、所得や疾病の内容に応じて月額の自己負担の

上限額が設定されます。入院時の食費（標準負担額）は自己負担です。 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

 

 

 

■ その他 

◇ 事前の申請が必要です。 

◇ ご利用は、指定された医療機関及び薬局に限られます。 

◇ 住所・氏名・加入医療保険資格情報が変更となる場又は、治療方針や

医療機関・薬局等を変更する場合は、手続きが必要です。 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

・申請書 ・身体障害者手帳 ・医師の意見書  
・加入医療保険資格情報が分かるもの 
・特定疾病療養受療証（交付を受けている場合） 
・市民税課税証明書（又は承諾書） 
・受診者の障害年金等の収入額が確認できるもの 

（市民税非課税世帯のみ） 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
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（４）ひとり親家庭等医療費助成（県親医療） 
 

ひとり親家庭等に対して医療費の一部を助成することにより、保護者 

の経済的負担を軽減します。 

 
■ 対象者 

次の児童（18 歳になって最初の 3 月 31 日まで。障害児は 20 歳未満）
を監護している父又は母及びその児童、又は父母がいない場合は同居す
る養育者及びその児童 
① 父母が婚姻を解消した児童 
② 父又は母が死亡した児童 
③ 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 
④ 母が婚姻によらないで懐胎した児童          等 

■ 自己負担額 

（1）重度心身障害者医療費助成（県障医療）（35ページ）と同じ 

■ その他 

◇ 小学校就学前のお子様（6歳になって最初の 3月 31日まで）と、市民
税非課税世帯の小学生から高校卒業相当（18歳）までのお子様の医療
費にかかる一部負担金については無料です。 

◇ 所得制限額以上の所得がある場合は対象外です。 
◇ 認定となった場合、申請月の翌月から助成対象です。 

 
 
担当：こども家庭センター家庭福祉・給付係（電話：025-520-5726） 
 
 

（５）自立支援医療費（精神通院医療） 
 

精神科の病院又は診療所での通院医療費の支給を行います。 
 
■ 対象者 

精神疾患により通院医療を受けている人 

■ 自己負担額 

医療費の 1割。ただし、所得や疾病の内容に応じて月額の自己負担の
上限額が設定されます。 

■ 申請に必要なもの 

 
 

 

 

 

・申請書 ・診断書 ・加入医療保険資格情報が分かるもの 
・市民税課税証明書（又は同意書） 
・受診者の障害年金等の収入額が確認できるもの 
（市民税非課税世帯のみ） 

・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
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■ その他 

◇ 事前の申請が必要です。（申請日からの適用になります。） 

◇ 1年ごとに更新の手続きが必要です。 

◇ ご利用は、指定された医療機関及び薬局に限られます。 

◇ 住所・氏名・加入医療保険情報が変更となる場合や、医療機関・薬局

等を変更する場合は、手続きが必要です。 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

（６）精神障害者入院医療費助成 
 

精神科の入院に係る医療費の一部を助成します。 

 
■ 対象者 

次の要件のすべてに該当すること 
① 市内に住所を有していること 
② 精神科病院の精神科病床に入院していること 
③ 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持していること 
④ 生活保護等を受けていないこと 
※ 所得制限があります（108ページ参照）。 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

 

■ 助成額 

月額 5,000円（4、9月に支給） 

■ その他 

◇ 申請した月から支給対象です。 

◇ 退院・転院・死亡した場合や、住所が変わった場合は、届け出が必要

です。 

※ 退院後は申請ができませんので、必ず入院中に申請してください。 

※ 退院後再入院される場合は、新規の手続きが必要となります。 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

・申請書（入院証明を病院から記入していただきます） 
・精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳 
・入院者名義の金融機関の通帳 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
 

市ホームページ 

市ホームページ 
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（７）後期高齢者医療制度 
 

65歳から 74歳までの人で一定の障害のある人は、申請により後期高齢

者医療制度に加入することができます。 

 

■ 対象者 

65歳から 74歳までの人で一定の障害のある人 

一定の障害とは、次のいずれかに該当する状態です。 

① 身体障害者手帳 1級～3級 

② 身体障害者手帳 4級のうち、音声または言語機能障害、 

下肢障害の 1、3、4項 

③ 療育手帳 A 

④ 精神障害者保健福祉手帳 1、2級 

⑤ 障害年金 1、2級 

■ 自己負担割合 

3割負担 
課税所得 145万円以上、かつ、年収 383万円以上 
（後期高齢者医療の被保険者が複数の世帯は 520万円以上）

の人 

2割負担 

課税所得 28 万円以上、かつ、年金収入＋その他の合計所得
金額が 200万円以上 
（後期高齢者医療の被保険者が複数の世帯は 320万円以上）
の人 

1割負担 上記以外の人 

※ 自己負担の割合は、前年の所得が確定した後、毎年 8月 1日に見直し

ます。 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

 

 

■ その他 

保険料は、加入者の前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、

個人単位で計算します。 

 

 

担当：国保年金課後期高齢者医療係（電話：025-520-5717） 

・加入している医療保険の資格情報がわかる書類等 ・印鑑 
・障害の状態を確認できる書類（身体障害者手帳、療育手帳、 

精神障害者保健福祉手帳、年金証書、医師の診断書など） 
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
 

市ホームページ 
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１１ 共済、手当など 

心身障害者扶養共済制度 
 

将来独立自活が困難な障害のある人のため、その保護者が一定の掛金

を出し合い、保護者に死亡等があったとき残された障害のある人に年金

を支給するという保護者の相互扶助精神に基づく共済制度です。 

 

■ 加入できる人 

障害のある人の保護者で、次の条件を満たす人 

① 年齢が 65歳未満の人（4月 1日現在の年齢） 

② 市内に住所がある人 

③ 特別な疾病や障害がない人 

■ 障害のある人の範囲 

次のいずれかに該当する人 

① 知的に障害のある人 

② 身体障害者手帳の 1級から 3級程度の障害のある人 

③ 精神または身体に永続的な障害のある人で、その障害の程度が①又は

②と同程度と認められる人（統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、

自閉症、血友病など） 

■ 申請に必要なもの 

＊告知書 ＊加入等申込書 ＊障害証明書 ・住民票 

※ ＊印の用紙は窓口にあります。 

■ 掛金 

加入時年齢 
（4/1現在） 

35歳 
未満 

35歳 
～39歳 

40歳 
～44歳 

45歳 
～49歳 

50歳 
～54歳 

55歳 
～59歳 

60歳 
～64歳 

月 額（円） 9,300 11,400 14,300 17,300 18,800 20,700 23,300 

※ 2月以降に申請した場合、加入日が 4月 2日以降になる可能性があり 

ます。 

※ 障害のある人 1人につき 2口まで加入できます。 

※ 20年以上加入した人でかつ 65歳以上の人は掛金免除となります。 

※ 扶養共済掛金は所得税及び市・県民税の所得控除の対象となります。 

■ 年金 

加入者が死亡又は重度障害になったとき、障害のある人に支給 

加入口数 1口 2口 

月 額（円） 20,000 40,000 
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■ 弔慰金 

障害のある人が加入者の生存中に死亡したときに支給 

■ 脱退一時金 

加入期間 5年以上の加入者が脱退したとき支給 

 

 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

 

 

  

加入期間 1年以上 5年未満 5年以上 20年未満 20年以上 

支
給
額
（
円
） 

H20.3.31
以前より

加入 
30,000 75,000 150,000 

H20.4.1 
以降加入 

50,000 125,000 250,000 

加入期間 5年以上 10年未満 10年以上 20年未満 20年以上 

支
給
額
（
円
） 

H20.3.31
以前より

加入 
45,000 75,000 150,000 

H20.4.1 
以降加入 

75,000 125,000 250,000 

市ホームページ 
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2次元コードから市ホームページにアクセスできます。 

区    分 該  当  す  る  人 支 給 額 支給月 

 

児童扶養手当 

（こども家庭 

センター） 

 

次の児童（18歳になって最初の 3月 31 日まで。障害児は 20
歳未満）を監護している父又は母、又は父母がいない場 
合は同居する養育者 
①父母が婚姻を解消した児童 ②父又は母が死亡した児童 
③父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 ④
母が婚姻によらないで懐胎した児童 等 
※所得制限額以上の所得がある場合は、支給停止となります。 
※公的年金等を受給している（できる）場合は、受給額等を 
差引いた額が手当額となります。 

・全部支給 
 月額 46,690円 
・一部支給 
所得に応じ月額

46,680 円～ 
11,010 円 

※児童数に 
よって加算 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

特別児童 

 扶養手当 

 

身体、知的又は精神に政令で定める程度の障害を有する 20
歳未満の児童を監護する父又は母 
(父母が監護できないときは父母に代わりその児童を養育す
る同一世帯の人に支給されます。) 

1級 
月額 56,800 円 
2級 
月額 37,830 円 

4 

8 

11 

特別障害者手当 家庭で生活している 20歳以上の人で、身体、知的又は精神
に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介
護を必要とする人 

月額 29,590 円 2 

5 

8 

11 

障害児福祉手当 

20歳未満の人で､身体、知的又は精神に著しい重度の障害が
あり、日常生活において常時介護を必要とする人 

月額 16,100 円 

在宅重度重複 

障害者介護 

見舞金 

次の①、②の要件を全て満たす障害のある人を家庭で介護し
ている人 
①療育手帳「A」の交付を受けている人 
②身体障害者手帳の交付を受けている人で、 
次の障害区分ごとの障害が重複している人 
視覚障害 1、2級 聴覚障害 2級 肢体不自由 1、2級、
内部障害 1 級 

月額 20,000 円 

3 

7 

11 

障害者在宅介護 

(介助)手当 

次のいずれかの障害のある人を家庭で常時介護、常時介助し
ている人 
① 療育手帳「A」の交付を受けている人 
② 身体障害者手帳 1、2級の交付を受けている人 
※要介護認定を受けた人は申請できません。高齢者支援課
の在宅介護手当(月額 3,000円)をご利用下さい。 

介護手当 
月額 5,000 円 

介助手当 
年額 20,000 円 

5 

11 

障害基礎年金 

（国保年金課） 

国民年金に加入している間､20 歳前､又は 60 歳以上 65 歳未
満に初診日のある傷病（病気・けが・精神障害（知的障害含
む））により､一定の障害状態になった人 
※原則として初診日から 1年半経った時点で請求できます（病
気等により異なります）。 
※年齢・保険料の納付状況により制限がありますので、詳しく
は問い合わせてください。  

1級年額 
1,039,625 円 

（月額 86，635 円） 
2級年額  
   831,700 円 
（月額 69,308 円） 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

特別障害給付金

（国保年金課） 
平成 3年 3月以前に学生又は昭和 61 年 3月以前に被用者年
金被保険者（厚生年金、共済組合等の加入者）の配偶者だっ
た人で、その当時、国民年金に任意加入していなかった期間
に初診日のある傷病により、現在障害基礎年金の 1・2級に
該当する程度の障害のある人 

1級相当 
  月額 56,850円 
     
2級相当 
  月額 45,480円 
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窓口 
申 請 に 必 要 な も の 

＊印の用紙は窓口に備えてあります。 
  注   意   事   項 

各
総
合
事
務
所 

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

＊児童扶養手当認定請求書等 
○戸籍謄本（本籍地が市外の場合） 
○年金手帳又は年金証書 
○印鑑（本人の署名の場合、不要です） 
○申請者名義の銀行の通帳 
○マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

○所得制限があります。 
○申請者または児童が公的年金を受給できる
場合及び児童が父又は母に支給される公的
年金の加算対象となっている場合は、年金
との差額給付となります。 

○認定となった場合、申請月の翌月から支給
対象となります。 

福
祉
課
・
各
総
合
事
務
所
・
福
祉
交
流
プ
ラ
ザ
（
福
祉
申
請
窓
口
） 

＊特別児童扶養手当認定請求書 
＊所定の診断書 ＊振込口座申出書 
○全部事項証明書（戸籍謄本) 
○身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者
保健福祉手帳（所持している場合） 

○マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

○所得制限があります。 
○施設入所の場合は受給できません。 
○認定となった場合、申請月の翌月から支給
対象となります。 

＊所定の認定請求書及び所得状況届 
＊所定の診断書 
○身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者
保健福祉手帳（所持している場合） 

○印鑑（本人の署名の場合、不要です） 
○本人名義の銀行の通帳 
○年金証書及び年金額を明らかにすることが
できる書類（年金振込通知など） 

○マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

○所得制限があります（108ページ参照）。 
○施設入所の場合は受給できません。 
○病院等（介護老人保健施設を含む）に 3 か
月を超えて入院している人は受給できませ
ん。（特別障害者手当） 

○認定となった場合、申請月の翌月から支給
対象となります。 

＊介護見舞金申請書及び所得状況届 
○身体障害者手帳及び療育手帳 
○住民票 
○所得証明書（市外から転入の場合） 
○受給者の通帳 
○印鑑（本人の署名の場合、不要です） 

○所得制限があります。 
○施設への入所、県外へ転出した場合は受給
できません。 

○認定となった場合、申請月の翌月から支給
対象となります。 

＊上越市在宅介護手当支給認定申請書 
○印鑑（本人の署名の場合、不要です） 
○介護者名義の銀行の通帳 

○施設入所の場合は受給できません。 
○病院に 1か月以上入院している人は、受給で
きません。 

○申請後、保健師等が調査をいたします。 
○認定となった場合、申請月の翌月から支給
対象となります。 

各
総
合
事
務
所 

国
保
年
金
課 

＊障害基礎年金裁定請求書 ＊所定の診断書  
＊病歴・就労状況等申立書 
○年金手帳又は基礎年金番号通知書 
○本人名義の金融機関の通帳 
○マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
○その他（お客様の状況により異なります） 

○20 歳前の傷病による障害基礎年金には、受
給権者の所得による制限があります。 

○保険料の未納期間があると申請できないこ
とがあります。 

○厚生年金に加入している間に初診日がある
場合は障害厚生年金の請求となります。 

 詳しくは、上越年金事務所（電話：025-524-
4115）へ問い合わせてください。 

＊特別障害給付金請求書 ＊所定の診断書 
＊病歴・就労状況等申立書 
○年金手帳又は基礎年金番号通知書 
○本人名義の金融機関の通帳 
○マイナンバー（個人番号）が分かるもの 
○その他（お客様の状況により異なります） 

○所得制限があります。 
○過去の状況を確認するため、認定に時間がか
かる場合があります（支給が決定された場
合、請求を行った月の翌月分まで遡って支給
されます）。 
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１２ 障害福祉サービス等の利用 

     （障害者総合支援法・児童福祉法） 
 

能力や適性に応じた訓練や、さまざまな福祉サービスで、身近な地域

での生活が送れるよう支援します。 

■ 申請から利用までの流れ 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

利用計画案 

の作成依頼 

サービスの利用申請を行います。 

※サービスの利用を円滑に進めるため、 

申請前に地域包括支援センター等 

（60～64ページ） 

への相談をお願いする場合があります。 

【申請窓口】 

◇ 市役所 福祉課  

◇ 各総合事務所 市民生活・福祉グループ 

1．申       請 

計画作成事業

者による計画

案の作成 

市の職員が、心身の状況やサービスの

利用意向などについて、聞き取り調査

を行います。 

調査の結果及び利用計画案の内容により、

サービス内容を決定します。 

サービス内容が決定すると、 

受給者証が発行されます。 

サービスを提供する事業所や施設に受給者証を提示し、

利用契約を結び、サービスの利用を開始します。 

 

 

 

利用計画 

の見直し 

一定期間ごとに利用

計画を見直し（モニタ

リング）、必要に応じ

てサービス内容を変

更します。 

審査会：障害福祉サービス（介護給付

を利用する場合は、障害支援

区分の認定を行います。医師

の意見書が必要です 

申請から決定まで、概ね 1 ヵ月

半～2ヵ月程度かかります。早め

の申請をお願いします。 

一人ひとりに、 

相談支援専門員が

付くので安心です。 

2．調  査  等 

3．決      定 

4．利 用 開 始 
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■ 利用対象者 

次のいずれかに該当する人 

① 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者 

② 自立支援医療費（精神通院医療）受給者 

③ 難病等対象者（111～113ページ参照） 

④ 障害福祉サービスが必要である旨の医師等の意見を受けた者 

（対象：障害のある児童及び精神障害のある人） 

⑤ 就学している障害のある児童（放課後等デイサービス利用対象者） 

■ 障害福祉サービス等の種類 

◇ 介護給付 
サービス名 内 容 

居宅介護 
（ホームヘルプサービス） 

自宅での入浴、排せつ、食事などの介護や家事支援、通院のた
めの介助などを行う 

行動援護 
知的障害又は精神障害のある人で行動に困難がある人の外出
時における危険回避のために必要な支援を行う 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由により常に介護を必要とする人、又は知的
障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害
者であって常時介護を必要とする人に、自宅での介護や外出
時の移動支援を総合的に行う 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、施設で入浴、排せつ、食事
の介護や創作的活動又は生産活動の機会を提供する 

療養介護 
医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療
養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を提供する 

短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合などに短期間施設で入浴、排
せつ、食事などの介護を行う 

施設入所支援 
施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等
を行う 

同行援護 
重度の視覚障害者の移動支援について、外出時に同行し、移動
に必要な情報の提供や移動の援護等を行う 

◇ 訓練等給付 

サービス名 内 容 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な
知識及び能力向上のために必要な訓練を行う 

就労継続支援 
(雇用型・非雇用型) 

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するととも
に、知識及び能力向上のために必要な訓練を行う 

自立訓練 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身
体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行う 

就労定着支援 
就労移行支援等、上記のサービスを利用し、一般就労に移行
した人に、就労に伴う生活上の支援を行う 
（体調の管理、企業や関係機関との連絡調整など） 

共同生活援助 
（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又
は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う 

自立生活援助 
障害者支援施設やグループホーム、医療機関等から地域での
一人暮らしへ移行した人に、定期的な巡回訪問や随時の対応
などの支援を行う 
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◇ 地域生活支援事業 
サービス名 内 容 

移動支援事業 
障害のため屋外での移動が困難な人に、ヘルパーを派遣し、
外出のための支援を行う 

訪問入浴サービス事業 
重度の身体障害のある人に対して、自宅へ浴槽を持ち込み、
入浴を行う 

日中一時支援事業 
日中に介護者がいないため一時的に見守り等が必要な障害
のある児童等に、施設等で活動の場の提供などの支援を行
う 

◇ 地域相談支援給付 

サービス名 内 容 

地域移行支援 
長期にわたり障害者支援施設等に入所している障害者又は
精神病院に入院している精神障害者に、住居確保・地域生
活移行に関する相談等の必要な支援を行う 

地域定着支援 
居宅に単身等で生活する障害者に、常時の連絡体制確保、
障害の特性で生じた緊急事態における相談等の必要な支援
を行う 

◇ 障害児通所支援 

サービス名 内 容 

放課後等 
デイサービス 

就学している障害のある児童に対し、授業終了後又は休業
日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進を図るための支援を行う 

児童発達支援 
障害のある就学前の児童に対し、日常生活における基本的
な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を
行う 

保育所等訪問支援 

保育所等を利用中、又は今後利用する予定の障害のある児
童が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な
支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、
保育所等の安定した利用を促進する 

居宅訪問型 
児童発達支援 

重度の障害の状態等で、支援を受けるために外出すること
が困難な障害児に対し、その居宅を訪問し、日常生活にお
ける基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上
のために必要な訓練等を行う 

 

障害児行動援護等サービス利用支援事業 

■ 対象者 

移動支援又は行動援護の利用決定を受けている児童の保護者 

■ 助成額 

   夏休み期間の移動支援又は行動援護の利用に伴う福祉有償運送の利用

料金（60円／km上限） 

■ 申請に必要なもの 

・申請書 ・福祉有償運送に係る領収書 

担当：福祉課福祉第一係（電話：025-520-5694） 
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■ 障害福祉サービス事業者等一覧（R7.4 現在） 

サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

居宅介護 
 

重度訪問介護 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越 

－ 木田新田 1-1-3 025-526-1666 

(サテライト事業所) 
   名立サテライト 

－ 
名立区名立大町
4234 

025-537-2566 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越北 

－ 頸城区百間町 615-2 025-530-4361 

(サテライト事業所) 
   頸城サテライト 

－ 頸城区上吉 194-1 025-546-5111 

大潟サテライト － 大潟区九戸浜 240-2 025-535-5840 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越南 

－ 清里区岡野町 1618 025-530-7637 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション安塚 

－ 安塚区安塚 2549-5 025-592-3002 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション柿崎 

－ 柿崎区柿崎 558-1 025-536-6755 

アースサポート上越 － とよば 127番 025-527-2311 

ツクイ上越つちはし － 土橋 828-2 025-526-1890 

ニチイケアセンター直江津 － 五智新町 1-24 025-531-3060 

ニチイケアセンター上越たかだ － 
北城町 4-13-8 北城 
センタービル 1階 

025-520-4380 

ニチイケアセンター柿崎 － 
柿崎区馬正面 1159-
41ヨシクラビル 2階 
B号 

025-535-2951 

めぐみ － 西城町 1-1-20 025-521-5313 

訪問介護きらめき － 下門前 2276 025-545-2525 

居宅介護 
※重度訪問介護

なし 

ホームケアプラス 
訪問介護事業所 

－ 中田原 80番地 28 025-520-8518 

訪問介護だいにち － 大字大日 34-5 025-523-0700 

NPO法人スキップ  
ヘルパーステーション 

－ 
大町 2-2-30ピアハ 
イム高田 702号 

090-6794-5414 

同行援護 

上越市社会福祉協議会 

ヘルパーステーション上越 
－ 木田新田 1-1-3 025-526-1666 

上越市社会福祉協議会 

ヘルパーステーション上越北 
－ 頸城区百間町 615-2 025-530-4361 

ニチイケアセンター直江津 － 五智新町 1-24 025-531-3060 

ニチイケアセンター柿崎 － 

柿崎区馬正面 1159-

41ヨシクラビル 2階 

B号 

025-535-2951 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

生活介護 

かなやの里ほほえみ 45人 大字小滝 644-2 025-526-8378 

かなやの里療護園 
 「かたくり・すずらん」 

28人 大字下馬場 576-78 025-522-1666 

南さくら工房 35人 大手町 5-32 025-526-6060 

生活介護事業所「きら」 20人 石橋 2-10-12 025-545-1707 

生活介護事業所「とも」 20人 石橋 2-10-16 025-546-7812 

つどいの郷 24人 大潟区九戸浜 388-8 025-534-3972 

居多さくら工房 26人 五智 6-5-23 025-545-3311 

おもむき倶楽部 20人 五智 2-14-22 025-520-7213 

いちょうの木の家 6人 新光町 3-18-6 025-543-2699 

こころ場 10人 大潟区犀潟 410-5 025-520-8899 

ふれんどり～ライフよしかわ 20人 吉川区原之町 1819-1 025-548-3454  

やまびこ 20人 三和区井ノ口 806-1 025-532-4332 

かなやの里ワークス 6人 大字下馬場 576-8 025-521-0211 

また明日 Labo（ラボ） 4人 仲町 3-1-13 025-530-6020 

生活介護 
自立訓練 
※介護保険 

デイサービス 
基準 

デイサービスセンター 
謙信高志の里 

－ 木田新田 1-1-3 025-526-1616 

まちトレ上越 － 新光町 1-6-17 025-520-8015 

デイサービス二幸 高田 － 大貫 3-3-12 025-522-8202 

デイサービス二幸 直江津 － 中央 3-18-7 025-539-6010 

デイサービス 
大竹機能訓練センター 

－ 安江 1-3-5 025-539-5630 

デイホームやちほ － 上荒浜 14-1 025-544-3080 

かがやきハウス － 西城町 2丁目 8-30 025-522-6602 

デイサービスセンター安塚 
やすらぎ荘 

－ 安塚区安塚 2549-5 025-594-3002 

デイサービスセンター 
ゆりかご荘 

－ 大潟区犀潟 410-2 025-534-6223 

くびきの里 
デイサービスセンター 

－ 頸城区上吉 194-1 025-546-5112 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

生活介護 
自立訓練 
※介護保険 

デイサービス 
基準 

頸城デイサービスセンター 
無憂の里 

－ 頸城区百間町 615-2 025-530-3865 

頸城デイサービスセンター 
はながさの里 

－ 頸城区花ヶ崎 1165 025-530-3930 

吉川デイサービスセンター 
あじさいの家 

－ 吉川区原之町 1819-1 025-548-2388 

いこいの里あさひ － 吉川区梶 2084-1 025-539-3148 

えんじゅの郷 
デイサービスセンター 

－ 中郷区藤沢 998-1 0255-74-2420 

デイサービスセンター 
ふれあいの家 

－ 清里区岡野町 1616 025-528-3000 

デイサービスセンター 
三和愛宕の園 

－ 三和区野 407-1 025-529-2525 

三和デイサービスセンター 
すいせんの里 

－ 三和区井ノ口 406-1 025-529-2231 

みやじまの里清心荘 － 板倉区宮島 135-1 0255-78-2000 

えびすはまデイホーム米 － 夷浜 119-21 025-539-5608 

名立デイサービスセンター 
椿寿苑 

－ 名立区名立大町 4234 025-537-2566 

樹楽上増田 
（小規模多機能型） 

－ 
頸城区上増田 
字東野 122-1 

025-546-7342 

本町楽寿の家 
（小規模多機能型） 

－ 
本町 2-6-17 
（石田記念福祉館） 

025-523-0255 

上吉野白鳥の里 
（小規模多機能型） 

－ 大字上吉野 1912-2 025-539-1830 

八千浦ひよりの里 
（小規模多機能型） 

－ 大字西ケ窪浜 156-1 025-546-5610 

居多の里（小規模多機能型） － 五智 2-1-3 025-539-0197 

うつぎの里（小規模多機能型） － 大潟区土底浜 978-1 025-534-6536 

だんらん（小規模多機能型） － 頸城区北方 125-9 025-530-3657 

えどひがんの里 

（小規模多機能型） 
－ 三和区井ノ口 1718-4 025-532-3782 

デイサービスよいさ 

（小規模多機能型） 
－ 頸城区花ケ崎 1886 025-512-7170 

療養介護 

さいがた医療センター 

（重症心身障害） 
80人 

大潟区犀潟 468-1 025-534-3131 
さいがた医療センター 

つむぎ（神経難病） 
24人 

短期入所 
かなやの里更生園 10人 大字下馬場 576-78 025-522-1961 

かなやの里療護園 4人 大字下馬場 576-78 025-522-1310 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

短期入所 

上越地域医療センター病院 
（医療型） 

－ 南高田町 6-9 025-523-2131 

さくらホーム陽 1人 寺町 2-12-11 025-522-1831 

さくらホーム五智 1人 五智新町 9-6 025-522-1831 

さくらホーム居多 1人 五智 6-5-21 025-522-1831 

短期入所「ぷあん」 8人 石橋 2-3-31 025-545-5188 

桑の里 － 京田字三角田 134-1 025-521-0770 

安塚やすらぎ荘 
ショートステイ 

－ 安塚区安塚 2549-5 025-592-3002 

さいはま園 2人 大潟区犀潟 410-2 025-546-7355 

さいがた医療センター 
（医療型） 

－ 大潟区犀潟 468-1 025-534-3131 

ホームうのはな 4人 大潟区九戸浜 388-8 025-535-5552 

ショートステイおおすぎ 
1人 浦川原区有島 96-2 

025-599-2881 
1人 浦川原区菱田 909-3 

やまびこ短期入所 5人 三和区井ノ口 806-1 025-532-4332 

くびきの里ショートステイ － 頸城区上吉 194-1 025-546-5113 

ショートステイサンクス柿崎 － 
柿崎区あけぼの 
644-8 

025-535-2510 

ふれあいの杜上越 － 頸城区西福島 945-1 025-531-3490 

大潟愛宕の園 － 大潟区土底浜 978-1 025-534-6535 

いこいの里あさひ － 吉川区梶 2084-1 025-539-3148 

ショートステイ謙信高志の里 － 木田新田 1-1-3 025-526-1616 

ハウス道芝 － 高土町 3-2-13 025-522-7233 

ソーシャルインクルーホーム 
上越寺町 

3人 寺町 1-18-23 025-520-9528 

本町楽寿の家 
（小規模多機能型） 

－ 
本町 2-6-17 
（石田記念福祉館） 

025-523-0255 

上吉野白鳥の里 
（小規模多機能型） 

－ 大字上吉野 1912-2 025-539-1830 

八千浦ひよりの里 
（小規模多機能型） 

－ 大字西ケ窪浜 156-1 025-546-5610 

居多の里（小規模多機能型） － 五智 2-1-3 025-539-0197 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

短期入所 

うつぎの里（小規模多機能型） － 大潟区土底浜 978-1 025-534-6536 

だんらん（小規模多機能型） － 頸城区北方 125-8 025-530-3657 

えどひがんの里 
（小規模多機能型） 

－ 
三和区井ノ口 1718-
4 

025-532-3782 

就労移行支援 

さくら工房 3人 高土町 3-4-2 025-522-1721 

つばき工房 3人 高土町 3-4-12 025-523-5472 

北さくら工房 4人 西本町 1-8-1 025-545-2230 

つくし工房 11人 北新保 55-1 025-520-3294 

さんさん工房 6人 新光町 3-11-12 025-543-3273 

板倉ふれあい工房 4人 板倉区宮島 131-1 0255-78-4870 

Re:WORK withポニーズ 15人 藤巻 7-35 025-521-1155 

Re:WORK withポニーズ 
※従たる事業所 

5人 大字大日 34-5 025-523-8874 

ふれんどり～ミルはまなす 3人 柿崎区柿崎 6406 025-536-6200 

おりづる 4人 五智 2-6-3 025-544-0626 

障がい者就労支援センター 
WITH 

12人 五智 2-526-3  025-531-1005 

また明日 カレッジ 24人 
上越市本町 5-5-9 
ランドビル 2F 

025-530-7827 

就労定着支援 

つばき工房 － 高土町 3-4-12 025-523-5472 

つくし工房 － 北新保 55-1 025-520-3294 

ふれんどり～ミルはまなす － 柿崎区柿崎 6406 025-536-6200 

夕映え耕房 － 大潟区犀潟 410-5 025-520-8900 

障がい者就労支援センター 
WITH 

－ 五智 2-526-3  025-531-1005 

Re:WORK withポニーズ － 藤巻 7-35 025-521-1155 

就労継続支援 
A型 

ソーシャルファーム 
ドリーと緑の風 

10人 大字丸山新田 183-1 025-546-7127 

障がい者就労支援センター 
WITH 

8人 五智 2-526-3  025-531-1005 

J with you 13人 
柿崎区馬正面 1300-
1 

025-520-4510 

 越善はぐくみ弁当 20人 大和 2-3-54 025-522-4946 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

就労継続支援 
A型 

ブライト・ライフ 20人 稲田 4-1-32 025-530-7537 

就労継続支援 
B型 

かなやの里ワークス 44人 大字下馬場 576-8 
025-521-0211 

スマイリーかなや 10人 安江 1-1-1 

板倉ふれあい工房 15人 板倉区宮島 131-1 0255-78-4870 

つくし工房 13人 北新保 55-1 025-520-3294 

北さくら工房 30人 西本町 1-8-1 025-545-2230 

さくら工房 25人 高土町 3-4-2 025-522-1721 

つばき工房 20人 高土町 3-4-12 025-523-5472 

ポプラの家 20人 大手町 7-5 025-524-7815 

さんさん工房 14人 新光町 3-11-12 025-543-3273 

ワークセンターよしかわ 10人 吉川区原之町 2039-1 025-548-3737 

ワークセンター 
おおすぎのさと 

20人 浦川原区虫川 818 025-599-2881 

ふれんどり～ミルはまなす 37人 柿崎区柿崎 6406 025-536-6200 

やまびこ 25人 三和区井ノ口 806-1 025-532-4332 

くびきふれあい 15人 頸城区百間町 633 025-530-3815 

夕映え耕房 20人 大潟区犀潟 410-5 025-520-8900 

つどいの郷 16人 大潟区九戸浜 388-8 025-534-3972 

おりづる 11人 五智 2-6-3 025-544-0626 

つくしワークトレーニング 
ルーム 

11人 
寺町 2-20-1（福祉 
交流プラザ内） 

025-538-8001 

つくしワークショップ 
スペース 

17人 
本町 2-6-17 
（石田記念福祉館） 

025-523-0202 

さふたか 20人 寺町 3-18-6 025-520-8864 

RAITO 20人 寺町 3-18-6 025-520-9431 

ファンデ 20人 春日新田 5-4-11 025-520-8333 

はなの家 20人 大貫 1-15-14 025-520-7041 

ワークライフだいにち 20人 大字大日 31 025-530-6800 

ソーシャルファーム  
    ドリーと緑の風 

10人 大字丸山新田 183-1 025-546-7127 

また明日 Labo（ラボ） 16人 仲町 3-1-13 080-7665-6865 

J with you 7人 柿崎区馬正面 1300-1 025-520-4510 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

  自立訓練 

ハウス道芝 20人 高土町 3-2-13 025-522-7233 

さくら工房 8人 高土町 3-4-2 025-522-1721 

つばき工房 4人 高土町 3-4-12 025-523-5472 

北さくら工房 5人 西本町 1-8-1 025-545-2230 

いちょうの木の家 14人 新光町 3-18-6 025-543-2699 

こころ場 10人 大潟区犀潟 410-5 025-520-8899 

また明日 カレッジ 16人 
上越市本町 5-5-9 
ランドビル 2F 

025-530-7827 

宿泊型 
自立訓練 

ハウス道芝 20人 高土町 3-2-13 025-522-7233 

いちょうの木の家 18人 新光町 3-18-6 
025-543-2624
（三交病院内） 

こころ場 10人 大潟区犀潟 410-5 025-520-8899 

グループホーム 

やまと寮 5人 大和 1-2-19 

025-522-1961 

 (上越福祉会） 

ホームかみなかだ 5人 大字上中田 1100-1 

ホーム大和 7人 大和 1-2-20 

すずらん 5人 大字上中田 252-5 

ホーム茶屋町 7人 大和 1-8-17 

ホームみらい 7人 大和 1-8-17 

ひがししろ寮 8人 東城町 2-8-35 

ホーム安江 7人 安江 1-1-1 025-543-1315 

ホームうのはな 6人 大潟区九戸浜 388-8 

025-535-5552 

025-522-1831 
（さくらの家） 

さくらホーム寺町 5人 寺町 2-12-19 

さくらホームさくらの家 11人 高土町 3-4-2 

さくらホームつばきの家 10人 高土町 3-4-12 

さくらホーム陽 5人 寺町 2-12-11 

さくらホーム朋 6人 寺町 2-12-11 

さくらホーム五智 5人 五智新町 9-6 

さくらホーム直 6人 塩屋新田 342 

さくらホーム居多 5人 五智 6-5-21 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

グループホーム 

セカンドプレイス 10人 五智 2-14-21 
025-520-7213 

（おもむき倶楽部） 

グループホームつくしの里 6人 新南町 28-3 
025-521-2860 

（つくしセンター） 

常心寮 6人 東城町 3-10-28  025-520-2021 
（川室記念病院内） つくし荘 7人 稲田 4-7-8 

グループホーム道芝荘 8人 大字杉野袋 227-1 
025-522-7233 

（ハウス道芝内） 

グループホーム三交 5人 新光町 3-11-18 
025-543-2624 
（三交病院内） 

ゆめほーむ 5人 浦川原区顕聖寺 172 025-599-1010 

ユニス菱田 6人 浦川原区菱田 909-3 025-599-2951 

となりぐみ 4人 浦川原区有島 96-2 025-594-7200 

いわい 5人 吉川区河沢 633 025-512-5740 

犀浜荘 5人 
大潟区四ツ屋浜 385-
1 

025-534-3100 
（夕映えの郷内） 

コーポあおぞら 6人 大潟区雁子浜 310-12 

Re.ゆうばえ 7人 大潟区犀潟 410-5 

コーポスワロー 7人 大潟区四ツ屋浜 764 

三和オリーブ 10人 三和区井ノ口 757-1 025-520-7602 

りとるらいふ「ふぁみりあ」 12人 石橋 2-3-29 025-546-7964 

グループホームこすもす 4人 大貫 4-20-3 025-520-8300 

柿崎ふれんどり～ホーム 
うらはま 

5人 柿崎区柿崎 6248-1 025-536-6200 

いんくる上越たかだの家 4人 中田原 49-2 025-520-7435 

いんくる上越いわきの家 6人 岩木 535-5 025-520-7435 

いんくる上越かきざきの家 5人 柿崎区直海浜 586−16 025-520-7435 

いんくる上越おおまちの家 5人 大町 1-5-19 025-520-7435 

いんくる上越なかどおりの家 4人 中通町 13-23 025-520-7435 

いんくる上越かみなかだの家 5人 上中田 231-15 025-520-7435 

グループホーム 
（日中サービス 

 支援型） 

ソーシャルインクルーホーム 
上越寺町 

20人 寺町 1-18-23 025-520-9528 

自立生活援助 みんなでいきる相談センター － 
石橋 2-3-29  
パレット内 

025-546-7984 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

施設入所支援 

かなやの里更生園 100人 大字下馬場 576-78 025-522-1961 

かなやの里療護園 50人 大字下馬場 576-78 025-522-1310 

さいはま園 20人 大潟区犀潟 410-2 025-546-7355 

地域活動支援 
センター 

つくしセンター － 高土町 3-2-12 025-521-2860 

つながり支援センター  
木もれ Be 

－ 大潟区犀潟 410-5 025-520-8910 

地活 あ ぽあん － 寺町 2-20-1 080-7734-8934 

地域生活 
支援事業 

(日中一時支援) 

かなやの里更生園 － 大字下馬場 576-78 025-522-1961 

かなやの里ほほえみ － 大字小滝 644-2 025-526-8378 

かなやの里ワークス － 大字下馬場 576-8 025-521-0211 

さくら工房 － 高土町 3-4-2 025-522-1721 

つばき工房 － 高土町 3-4-12 025-523-5472 

南さくら工房 － 大手町 5-32 025-526-6060 

北さくら工房 － 西本町 1-8-1 025-545-2230 

りとるらいふ「ららん」 － 石橋 2-3-31 025-542-5126 

りとるらいふ「にこ」 － 寺町 2-20-1 025-520-8150 

りとるらいふ「きら」 － 石橋 2-10-12 025-545-1707 

りとるらいふ「ぷあん」 － 石橋 2-3-31 025-545-5188 

ふれんどり～ミルはまなす － 柿崎区柿崎 6406 025-536-6200 

デイサービスセンター 
三和愛宕の園 

－ 三和区野 407-1 025-529-2525 

おもむき倶楽部 － 五智 2-14-22 025-520-7213 

SMiD デイサービス Sora － 
寺町 2-20-1 
（上越市福祉交流 
プラザ内） 

025-542-9129 

地域生活 
支援事業 

（訪問入浴） 

ツクイ上越栄町 － 栄町 1-7-26 025-539-6681 

さくらメディカル（株） － 鴨島 11-1 025-521-3773 

アースサポート上越 － とよば 127番 025-527-2311 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

地域生活 
支援事業 

（移動支援） 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越 

－ 木田新田 1-1-3 025-526-1666 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越北 

－ 頸城区百間町 615-2 025-530-4361  

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越南 

－ 清里区岡野町 1618 025-530-7637 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション安塚 

－ 安塚区安塚 2549-5 025-592-3002 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション柿崎 

－ 柿崎区柿崎 558-1 025-536-6755 

NPO法人スキップ 
ヘルパーステーション 

－ 大町 2-2-30-702 090-6794-5414 

地域生活 
支援事業 

（移動支援） 

（株）ホームケアプラス － 中田原 80-28 025-520-8518 

ツクイ上越つちはし － 土橋 828-2 025-526-1890 

ニチイケアセンター直江津 － 五智新町 1-24 025-531-3060 

ニチイケアセンター柿崎 － 
柿崎区馬正面 1159-
41 

025-535-2951 

ニチイケアセンター上越たかだ － 上越市北城町 4-13-8 025-520-4380 

放課後等 
デイサービス 

かなやの里更生園 10人 大字下馬場 576-78 025-522-1961 

かなやの里療護園  
放課後等デイサービス つぼみ 

5人 大字下馬場 576-78 025-527-3188 

つどいの郷 10人 大潟区九戸浜 388-8 025-534-3972 

ぽぽの家 10人 大貫 1-15-14 025-523-2033 

また明日 たかだ 10人 本町 5-5-9 1F 025-522-8131 

また明日 たかだジュニア 10人 本町 5-5-9 1F 025-520-4222 

また明日 なおえつ 10人 五智 1-5-26 025-520-8637 

また明日 なおえつジュニア 10人 五智 1-5-26 025-520-8637 

児童発達支援・放課後等デイサ
ービス またあしたバンビ 

※1 
子安 1201 
メゾンヒカリ 1F 

025-520-8146 

南さくら工房 5人 大手町 5-32 025-526-6060 

放課後等デイサービス「ららん」 10人 石橋 2-3-31 025-542-5126 

放課後等デイサービス「にこ」 10人 寺町 2-20-1 025-520-8150 

放課後等デイサービス「もーと」 10人 石橋 2-3-29 025-546-7954 

スパークハウス上越ふじまき ※2 藤巻 7-35 025-523-0710 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

放課後等 
デイサービス 

ブロッサムジュニア 
上越春日山教室 

※3 

春日山町 3-1-21 
ロイヤルパレス 
春日山 1号 

025-520-8536 

ブロッサムジュニア 
上越大手町教室 

大手町 6-3 
アンビエンテ 2階 

025-546-7624 

ブロッサムジュニア 
上越春日新田教室 

春日新田 5-5-22 025-530-7902 

SMiD デイサービス Sora ※4 
寺町 2-20-1（福祉 
交流プラザ内） 

025-542-9129 

グローバルキッズメソッド 
上越店 

※5 国府 3-17-57 025-546-7464 

まーち ※6 本町 3-2-22 070-8473-8530 

児童発達支援 

上越市こども発達支援センター 40人 寺町 2-20-1 025-522-4609 

スパークハウス上越ふじまき ※2 藤巻 7-35 025-523-0710 

ブロッサムジュニア 
上越春日山教室 

※3 

春日山町 3-1-21 
ロイヤルパレス 
春日山 1号 

025-520-8536 

ブロッサムジュニア 
上越大手町教室 

大手町 6-3 
アンビエンテ 2階 

025-546-7624 

ブロッサムジュニア 
上越春日新田教室 

春日新田 5-5-22 025-530-7902 

SMiD デイサービス Sora ※4 
寺町 2-20-1（福祉 
交流プラザ内） 

025-542-9129 

児童発達支援  
またあしたバンビ 

※1 
子安 1201 
メゾンヒカリ 1F 

025-520-8146 

グローバルキッズメソッド 
上越店 

※5 国府 3-17-57 025-546-7464 

まーち ※6 本町 3-2-22 070-8473-8530 

保育所等 
訪問支援 

上越市こども発達支援センター － 寺町 2-20-1 025-522-4609 

居宅訪問型 
児童発達支援 

SMiD デイサービス Sora － 
寺町 2-20-1（福祉 
交流プラザ内） 

025-542-9129 

※1 児童発達支援 またあしたバンビの「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員

は、両サービスを合わせて 10人です。 

※2 スパークハウス上越ふじまきの「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員は、 

両サービスを合わせて 10人です。 

※3  ブロッサム・ジュニアの「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員は、  

両サービスを合わせて 10人です。 

※4 SMiD デイサービス Sora の「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員は、 

   両サービスを合わせて 5人です。 

※5 グローバルキッズメソッド上越店の「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員

は、両サービスを合わせて 10人です。 

※6 まーちの「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員は、両サービスを合わせて

10人です。 
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どの人も負担が増えすぎないよう所得に応じた上限額を設定 

定率負担の月額負担上限額 

生活保護 0円 

低 所 得 0円 

一般 1 
下記の人は「一般 2」の区分 

・20歳以上の施設入所者 

・「グループホーム」利用者 

・「宿泊型自立訓練」利用者 

18歳未満の利用者 

（市民税所得割 

28万未満） 

4,600 円 

18歳以上の利用者 

（市民税所得割 

16万未満） 

9,300 円 

一般 2 37,200 円 

◇ 低 所 得：市民税非課税世帯に属する人 

◇ 一  般 1：市民税課税世帯に属する人 

（18歳未満 所得割 28 万未満、18歳以上 所得割 16万未満） 

◇ 一 般 2：市民税課税世帯に属する人で一般 1に該当しない人 

※ 上限額の算定における世帯の範囲 

18 歳未満の利用者：申請者の属する住民基本台帳上の世帯 

18 歳以上の利用者：本人及び配偶者 

 

 

どの人も負担が増えすぎないよう

所得に応じた上限額を設定 

（上越市独自設定） 

定率負担の月額負担上限額 

生活保護 0円 

低 所 得 0円 

一
般
1 

18 歳未満の利用者 

（市民税所得割 

28万未満） 

18 歳以上の利用者 

（市民税所得割 

16万未満） 

4,600円 

一般 2 6,200円 

 

障害福祉サービスと障害児通所支援の 

いずれか又は両方を利用している場合で、 

地域生活支援事業も利用している人に 

ついては、一月の合算額の上限額を 

設定します。 

（上越市独自設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービス
（施設入所） 

■ 障害福祉サービス等の利用者負担軽減 

 

 
 

生活保護移行防止のための軽減措置 

グループホーム入居者の

居住に要する費用の助成 

障害福祉サービス 障害児通所支援 地域生活支援事業 

利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活保護

に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。 

 

障害福祉サービスの上限額を共通上限として設定 

共通月額上限負担額（減免・軽減後） 

一
般
1 

18 歳未満の利用者 

（市民税所得割 28万未満） 
4,600 円 

18 歳以上の利用者 

（市民税所得割 16万未満） 
9,300 円 

一般 2 37,200 円 

 
食費等の実費負担に 

係る軽減措置 

 

食費等の実費負担に係る軽減措置 

障害者総合支援法によるすべてのサービスを通じ、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活
保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。（上越市独自設定） 

入所施設では、低所得の
場合、食費・光熱水費にか
かる特定障害者特別給付
費が支給され、個別減免
後の利用者負担額と食
費・光熱水費の実費負担
を支払っても、手元に一
定額が残るようになりま
す。 

障害のある人がグループホ
ームを利用する際に利用者
1 人につき月額 1 万円を上
限に助成があります。 
（市民税課税世帯を除きま
す。） 

給食を提供している通所施
設等では、低所得、一般 1(市
民税所得割 16万円未満、児
童の場合は 28 万円未満)の
世帯の場合、食費負担額を 3
分の 1程度に減額します。 

給食を提供している通所
施設等では、低所得、一般
世帯 1(市民税所得割 16万
円未満、児童の場合は28万
円未満)の世帯の場合、食
費負担額の 3 分の 2 程度を
助成します。 
ただし、420円/日を上限とし
ます。 
（上越市独自設定） 

障害福祉サービス 
（グループホーム） 

放課後等デイサービス・ 
日中一時支援事業 

障害福祉サービス 
（自立訓練・就労移行支援・ 

就労継続支援・生活介護・ 

短期入所） 
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１３ 相談窓口 

（１）福祉課、すこやかなくらし支援室、各総合事務所及び 

福祉交流プラザ（福祉申請窓口） 
 

障害のある人が日々の生活において必要とされるサービスを充実させるとと

もに、障害のある人一人ひとりのニーズに合わせてサービスを提供し、障害の

ある人が自立した生活を送るための支援を行っています。 

手話通訳のできる福祉相談員を福祉課に配置しています。 

（午前 9時～午後 4時） 

■ 相談・受付内容 

◇ 障害のある人の日常生活における福祉相談、福祉サービスの利用相談等 

◇ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付申請等 

◇ 各種福祉制度の申請、交付等 

 
 
（２）地域の相談窓口 

地域包括支援センターにおいて、障害のある人の相談対応を行っています。

来所、訪問、電話等で相談をお受けします。 

※ 土・日曜日、祝日、年末年始は休み 

名称及び所在地 
連絡先及び 

開設日時 
担当エリア 

1 
地域包括支援センターたかだ 
西城町 3丁目 6番 31 号 
老人保健施設「くびきの」内 

電話：025-526-1155 
FAX ：025-526-1157 

大手町、本城町、本町 3～7丁
目、北本町 1～4丁目、仲町 3
～6丁目、寺町 2,3丁目、大町
3～5丁目、西城町 1～4丁目、
北城町 1～4丁目、東本町 1～
5丁目、幸町、栄町、新町、高
土町 1,2 丁目、土橋の一部 

開設日時:月～金 
8:30～17:15 

2 

みんなでいきる 
地域包括支援センター 
大貫 2丁目 16番 23号 
特別養護老人ホーム 
「サンクスレルヒの森南棟 1階」内 

電話：025-520-8970 
FAX ：025-520-8971 

金谷区（上門前、小滝、下馬場、
朝日、黒田、灰塚、地頭方、青
木、上中田、中通町、向橋、中
田原、大貫、金谷、神山、平山、
飯、御殿山町、上昭和町、昭和
町 1,2 丁目、滝寺、下正善寺、
中正善寺、宇津尾、上綱子、中
ノ俣、上正善寺） 
三郷区（下四ツ屋、西松野木、
長者町、天野原新田、本長者
原、今池、藪野、辰尾新田、東
稲塚新田、下稲塚、桜町） 

開設日時:月～金 
8:30～17:30 
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名称及び所在地 
連絡先及び 

開設日時 
担当エリア 

3 

センター病院 

地域包括支援センター 

南高田町 6番 9号 

「上越地域医療センター病院」内 

電話：025-527-3880 

FAX ：025-527-3855 

南本町 1～3 丁目、東城町 1～

3 丁目、南城町 1～4 丁目、南

新町、南高田町、本町 1,2 丁

目、仲町 1,2 丁目、寺町 1 丁

目、大町 1,2丁目 

和田区（東木島、西木島、島田

上新田、島田、島田下新田、上

箱井、中箱井、岡原、下箱井、

五ケ所新田、丸山新田、下新

田、西田中、寺町、石沢、大和

1～6丁目、稲荷） 

開設日時:月～金 

8:30～17:15 

4 

高田の郷地域包括支援センター 

新南町 28番地 3 

老人保健施設「高田の郷」内 

電話：025-521-5133 

FAX ：025-521-5155 

新道区（とよば、子安、子安新

田、鴨島 1～3 丁目、稲田 1～

4丁目、下稲田、寺、大日、中

田新田、上島、中々村新田、平

岡、南田屋新田、北田屋新田、

大道福田、富岡、藤野新田） 

諏訪区（上真砂、杉野袋、北新

保、南新保、高森、諏訪、東原、

鶴町、北田中、米岡） 

津有区（米町、四ケ所、西市野

口、戸野目古新田、門田新田、

戸野目、市野江、桐原、本道、

荒屋、虫川、下野田、長面、上

野田、四辻町、下池部、上池部、

吉岡東市野口、劔、茨沢、藤塚、

新保古新田、本新保、上雲寺、

下新町、上新町、池、下富川、

上富川、熊塚、野尻、稲、平成

町） 

高士区（稲谷、上曽根、下曽根、

高和町、元屋敷、高津、飯田、

妙油、森田、十二ノ木、北方、

南方、大口、東京田） 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

5 

かすが地域包括支援センター 

木田新田 1丁目 1番 3号 

「上越総合福祉センター」内 

電話：025-520-5028 

FAX ：025-520-5026 土橋、藤巻、木田新田、藤新田、

木田、新光町 1,2 丁目と 3 丁

目の一部、岩木 1,2 丁目、大

学南、大学前、教育大山屋敷宿

舎、教育大世帯寮、春日山町 1

～3丁目、大豆、春日野、谷愛

宕、春日、中門前、滝寺の一部 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 
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名称及び所在地 
連絡先及び 

開設日時 
担当エリア 

6 

リボーン地域包括支援センター 

下門前 1910番地 

有料老人ホーム 

「スローライフもんぜん」内 

電話：025-530-7802 

FAX ：025-530-7804 

東小猿屋、中小猿屋、西小猿

屋、三田、三田新田、三ツ橋新

田、三ツ橋、田園、福田、佐内

町、三ツ屋町、安江、安江 1,2

丁目、安江公営住宅、上源入、

下源入、港南町、松村新田、下

門前、塩屋新田、春日新田、春

日新田五丁目、川原町、春日新

田木町 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

7 

ふもと地域包括支援センター 

中央 1丁目 23番 26号 

医療法人麓会ふもとクリニック 

介護医療院 

「えがおと虹の森ふもと」併設 

電話：025-531-1502 

FAX ：025-543-2144 

西本町 1～3丁目、御幸町、あ

けぼの、四ツ屋、旭区、横町、

本町、荒川町、天王町、福永町、

沖見町、塩浜町、浜町、住吉町、

港町 1,2 丁目、市之町 

八千浦区（黒井、日之出町、上

荒浜、南荒浜、下荒浜、遊光寺

浜、南原、夷浜、夷浜住宅団地、

西ケ窪浜） 

保倉区（下百々、駒林、小泉、

長岡、長岡新田、上名柄、五野

井、石川、上青野、中青野、下

青野、上吉野、下吉野、上五貫

野、下五貫野、下名柄、岡沢） 

北諏訪区（飯塚、中真砂、川端、

東中島、若鷹、上千原、福橋下

真砂、横曽根） 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

8 

地域包括支援センター府中会 

（拠点） 

東雲町 2丁目 11番 6 号 

ケアハウス「至徳路」内 

電話：025-544-3325 

FAX ：025-544-3401 

東雲町 1,2 丁目、栄町 1,2 丁

目、石橋、石橋 1,2丁目、新光

町 3丁目、五智 1～6丁目、 

アシスト上越マンション、五

智新町、虫生岩戸、国府 1～4

丁目、小丸山団地、加賀町 

谷浜区（西横山、小池、西山寺、

下綱子、高住、中桑取、丹原、

鍋ケ浦、吉浦、茶屋ケ原、有間

川、長浜、西戸野花立） 

桑取区（横畑、皆口、西谷内、

北谷、土口、増沢、大渕、東吉

尾、西吉尾） 

名立区 

開設日時:月～金 

8:30～18:00 

名立地域包括支援センター 

（サテライト） 

名立区名立大町 4174 番地 

地域密着型介護老人福祉施設 

「名立ひなさき」内 

電話：025-520-8320 

FAX ：025-520-8302 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 
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名称及び所在地 
連絡先及び 

開設日時 
担当エリア 

9 

しおさいの里地域包括支援センター 

大潟くらし支援室（拠点） 

大潟区犀潟 410番地 2 

特別養護老人ホーム「しおさいの里」内 

電話：025-535-1151 

FAX ：025-535-1157 

大潟区 

頸城区 

開設日時:月～金 

8:30～17:15 

しおさいの里地域包括支援センター 

頸城くらし支援室（サテライト） 

頸城区百間町 636番地 

「頸城区総合事務所」内 

電話：025-546-7323 

FAX ：025-546-7325 

開設日時:月～金 

8:30～17:15 

10 

柿崎地域包括支援センター（拠点） 

柿崎区柿崎 5548番地 

特別養護老人ホーム「よねやまの里」内 

電話：025-536-6312 

FAX ：025-536-4405 

柿崎区 

吉川区 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

吉川地域包括支援センター（サテライト） 

吉川区原之町 1819番地 1 

特別養護老人ホーム 

「ほほ笑よしかわの里」隣 

電話：025-548-3030 

FAX ：025-548-3377 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

11 

浦川原地域包括支援センター（拠点） 

浦川原区顕聖寺 242番地 2 

「浦川原高齢者生活福祉センター」内 

電話：025-599-3872 

FAX ：025-599-3873 

浦川原区 

安塚区 

大島区 

牧区 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

安塚地域包括支援センター（サテライト） 

安塚区安塚 2549番地 5 

「安塚やすらぎ荘」内 

電話：025-592-3033 

FAX ：025-592-3060 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

大島地域包括支援センター（サテライト） 

大島区岡 3388番地 1 

「大島地区公民館」内 

電話：025-594-7109 

FAX ：025-594-7110 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

牧地域包括支援センター（サテライト） 

牧区大月 252番地 

特別養護老人ホーム「沖見の里」内 

電話：025-529-3181 

FAX ：025-533-6531 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 
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名称及び所在地 
連絡先及び 

開設日時 
担当エリア 

12 

上越あたご地域包括支援センター三和 

（拠点） 

三和区井ノ口 444番地 

「三和区総合事務所」内 

電話：025-530-7581 

FAX ：025-530-7582 

三和区 

中郷区 

板倉区 

清里区 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

上越あたご地域包括支援センター中郷 

（サテライト） 

中郷区二本木 1959番地 4 

「中郷保健相談センター」内 

電話：0255-74-2355 

FAX ：0255-74-2633 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

上越あたご地域包括支援センター板倉 

（サテライト） 

板倉区針 722番地 1 

「板倉区総合事務所」内 

電話：0255-78-7531 

FAX ：0255-78-7532 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 

上越あたご地域包括支援センター清里 

（サテライト） 

清里区荒牧 18番地 

「清里区総合事務所」内 

電話：025-530-7612 

FAX ：025-530-7613 

開設日時:月～金 

8:30～17:30 
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（３）市内の相談支援事業所 
 

障害のある人の相談対応を行っているほか、福祉サービスの利用支援を行っ

ています。来所、訪問、電話等で相談をお受けします。 

■ 指定事業所 

№ 事業所（施設）名 

区分 

住所・連絡先 開設日・開設時間 

一
般(

地
域
移
行) 

一
般(

地
域
定
着) 

特
定 

障
害
児 

1 
上越障害者相談支援 

事業所 
○ ○ ○ ○ 

上越市木田新田 

1-1-3 

TEL 025-526-1655 

FAX 025-520-9033 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～ 

午後 5時 30分 

2 

障害児(者) 

相談支援センター 

かなや 

○ ○ ○ ○ 

上越市大字下馬場 

576-78 

TEL 025-522-3208 

FAX 025-530-7117 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～ 

午後 5時 30分 

3 
相談センター 

さくら 
○ ○ ○ ○ 

上越市寺町 2-20-1 

上越市福祉交流 

プラザ内 

TEL 025-538-9087 

FAX 025-538-9051 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～ 

午後 5時 15分 

4 

地域活動支援 

センター 

つくしセンター 

○ ○ ○ ○ 

上越市高土町 

3-2-12 

TEL 025-521-2860 

FAX 025-521-2861 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～ 

午後 5時 30分 

5 夕映えの郷 ○ ○ ○   

上越市大潟区犀潟 

410-5 

TEL 025-534-3100 

FAX 025-534-6113 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～ 

午後 5時 30分 

6 
みんなでいきる 

相談センター 
○ ○ ○ ○ 

上越市石橋 2-3-29 

ぱれっと内 

TEL 025-546-7984 

FAX 025-544-3367 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～ 

午後 5時 30分 

7 
相談支援事業所 

サポートおおすぎ 
    ○ ○ 

上越市浦川原区 

虫川 818 

TEL 025-599-2881 

FAX 025-595-3502 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 9時～午後 5時 
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№ 事業所（施設）名 

区分 

住所・連絡先 開設日・開設時間 

一
般(

地
域
移
行) 

一
般(

地
域
定
着) 

特
定 

障
害
児 

8 
相談支援センター

WITH 
○ ○ ○ ○ 

上越市五智 2-14-22 

TEL 025-520-5081 

FAX 025-520-7214 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～ 

午後 5時 30分 

9 
センター病院 

相談支援事業所 
○ ○ ○ ○ 

上越市南高田町 6-9 

TEL 025-549-2011 

FAX 025-549-2011 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～ 

午後 5時 15分 

10 
相談支援事業所 

やまびこ 
    ○ ○ 

上越市三和区 

井ノ口 806-3 

TEL 025-532-4332 

FAX 025-532-4337 

月曜日～金曜日 

（祝日、8月 13～15日、

年末年始を除く）                          

午前 8時 30分～ 

午後 5時 15分 

11 
上越相談支援ネット

ワーク 
○ ○ ○  

上越市寺町 2-20-1 

上越市福祉交流 

プラザ内 

TEL 025-524-7500 

FAX 025-538-8598 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～ 

午後 5時 15分 

12 
相談支援事業所 

もくれん 
    ○ ○ 

上越市新光町 

3-11-13 

TEL 025-531-0650 

FAX 025-531-0651 

月曜日～金曜日 

（祝日、法人規定による   

休日を除く） 

午前 8時 30分～ 

午後 5時 00分 

13 
相談支援事業所 

あおぞら 
    ○ ○ 

上越市岩木 318-3 

メゾン K＆K101号室 

TEL 080-2011-6688 

FAX 025-526-5625 

月曜日～金曜日 

（祝日、8月 13～16日、

年末年始を除く）                          

午前 9時 00分～ 

午後 5時 00分 

14 
相談支援事業所 

また明日 
  ○ ○ 

上越市本町 5-5-9 

TEL 025-530-7228 

FAX 025-522-8132 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 9時 00分～ 

午後 5時 30分 

 

 

担当：福祉課福祉第一係（電話：025-520-5694） 
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（４）上越市成年後見制度利用助成事業 
 

障害のある人の人権や財産を守る成年後見制度の利用にあたり、必要となる

経費を負担することが困難な人に対して助成しています。 

 

■ 対象者 

次のいずれかに該当する成年後見等開始審判を受けた人 

・ 生活保護法により保護を受けている人 

・ 中国在留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条の規定による支援給付を

受けている人 

・ 次に掲げる要件のすべてに該当する人 

① 本市に住所を有すること 

② 成年被後見人等及び成年被後見人等と同一の世帯に属する全ての人の

市民税が課税されていないこと 

③ 成年被後見人等の現金及び預貯金総額が 100万円以下であること 

④ 親族等の被扶養者でないこと ※税制上の扶養 

・ 上記に規定する成年被後見人の配偶者又は 4親等以内でない成年後見人等 

■ 助成経費 

◇ 成年後見等開始審判の申立てに要する費用 

◇ 民法第 862条に規定する報酬（家庭裁判所が審判した成年後見人等に対する

報酬）等 

 

 

 

担当：福祉課福祉第一係（電話：025-520-5694） 

 

 

（５）家庭児童相談 
 

家庭児童相談員が、18歳未満の子どもの虐待や子育ての悩みについて、相談

を受け付けます。 

 

■ 相談時間 

月曜～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

 

 

担当：こども家庭センターこども家庭支援係（電話：025-520-7490） 

 

市ホームページ 

市ホームページ 



- 68 - 

 

（６）すこやかな子どもの育ち総合相談 
 

「身体的・情緒的・知的などの面で子どもの発達に特性がある場合」や「家

庭内に複合的な課題があり、子どもに影響がある場合」など、子どものすこや

かな育ちに関連した課題について、社会福祉士、臨床心理士、保健師、保育

士、相談員などの専門職員が不安や悩みの相談を受け付けます。 

 

■ 相談時間 

月曜～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 
 
担当：こども家庭センターこども家庭支援係（電話：025-520-7490） 

 

 

（７）上越市障害者虐待対応窓口 
 

社会福祉士、保健師、臨床心理士などが障害者虐待に関する相談を受け付け

ます。 

 

■ 対象者 

障害のある人 

■ 相談時間 

月曜～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 
 
担当：すこやかなくらし支援室（電話：025-526-5623） 

 

 

（８）発達相談 

 
子どもの発達面、生活面、心理面などの相談に応じ、子どもの理解や関わり方

等、必要な支援を保護者と一緒に考えます。 

 

■ 対象者 

就学前の子どもの発達に不安のある保護者 

■ 相談時間 

月曜～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 
 
担当：こども発達支援センター（電話：025-522-4609） 

市ホームページ 

市ホームページ 

市ホームページ 



- 69 - 

 

１４ 地域生活支援拠点等 
 

障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための

機能（相談、緊急時の受入・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成

など）を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害のある人の生活を

地域全体で支えるサービス提供体制を構築します。 

次表の 4つの法人では、拠点コーディネーターが基幹相談支援センターや相

談支援事業所等と連携し、障害のある人の緊急時に備えた相談支援や緊急時の

受入調整、入所施設や病院等からの地域移行に向けた体験の機会や場の確保、

専門的な人材の確保及び育成などを行います。 

 法人名 担当区域 拠点等の種類 

1 
社会福祉法人 
上越市社会福祉協議会 

全市域 

面的整備型 
 

※複数の事業所や法人等の連携
により必要な機能を確保する 

2 
社会福祉法人 
上越福祉会 

3 
特定非営利活動法人 
大杉の里 

4 
社会福祉法人 
みんなでいきる 
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1. 社会福祉法人上越市社会福祉協議会 

拠
点
等
の
機
能
を
担
う
事
業
所 

①相談 

名称 
指定特定相談支援事業所 

上越障害者相談支援事業所 

連絡先 025-526-1655 

所在地 上越市木田新田 1-1-3 

営業日・ 

営業時間 

月曜日～金曜日 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 

※祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く 

備考 

介護者の事故や急病等の緊急時に、スムーズな対

応ができるよう、利用が想定される場合は可能な

限り事前登録をお願いします。 

②緊急時の 

受入・対応 

名称 
短期入所施設 

安塚やすらぎ荘ショートステイ 他 

連絡先 025-592-3002 

所在地 上越市安塚区安塚 2549-5 

備考 

安塚やすらぎ荘ショートステイ含め、法人が運営す

る短期入所事業所で、原則として法人の短期入所利

用実績のある人の緊急時の受入れを行います。利用

実績のない人については、状況把握に努めながら受

入れの判断をさせていただきます。 

③体験の 

機会・場 

名称 
就労支援事業所 

ふれんどり～ミルはまなす 他 

連絡先 025-536-6200 

所在地 上越市柿崎区柿崎 6406 

営業日・ 

営業時間 

月曜日～金曜日 

午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分 

※祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く 

土日祝日に行事開催の場合は営業日とする  

備考 

ふれんどり～ミルはまなすを含め、当法人が運営す

る事業所で体験の受入れを行っています。定員に達

した場合などは、受入れができない可能性がありま

すので、利用の際は必ず事前連絡をお願いします。 
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2. 社会福祉法人上越福祉会 

拠
点
等
の
機
能
を
担
う
事
業
所 

①相談 

名称 
指定特定相談支援事業所 

障害児(者)相談支援センターかなや 

連絡先 025-522-3208 

所在地 上越市大字下馬場 576-78 

営業日・

営業時間 

月曜日から金曜日 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 

※祝日及び 12 月 31 日から 1 月 3 日を除く 

備考 

緊急時とは、虐待や介護者の急病等による不在等

を想定しています。出来るだけ事前にケースの把

握に努めたいと考えています。  

②緊急時の 

受入・対応 

名称 
短期入所事業所 

かなやの里更生園(他 3 事業所) 

連絡先 025-522-1961 

所在地 上越市大字下馬場 576-78 

備考 

定員に達した場合などは、受け入れが出来ない可

能性がありますので、利用の際は必ず事前連絡を

お願いします。ご利用者の希望や障がい特性に応

じて、法人内 4 つの短期入所事業所での受け入れ

を調整します。 

③体験の 

機会・場 

名称 
共同生活援助事業所 

ホームかみなかだ 他 

連絡先 025-522-1961 

所在地 上越市大字下馬場 576-78 

営業日・

営業時間 

月曜日から金曜日 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 

※祝日及び 12 月 31 日から 1 月 3 日を除く 

備考 

定員に達した場合などは、受け入れが出来ない可

能性がありますので、利用の際は必ず事前連絡を

お願いします。共同生活援助事業所、生活介護事

業所、就労継続支援事業所で体験ができ、ご利用

者の希望や障がい特性に応じて、法人内の事業所

で受け入れを調整します。 
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3. 特定非営利活動法人大杉の里 

拠
点
等
の
機
能
を
担
う
事
業
所 

①相談 

名称 相談支援事業所サポートおおすぎ 

連絡先 
025-599-2881 
【緊急時：080-5910-7368】 

所在地 上越市浦川原区虫川 818 

営業日・営
業時間 

月曜日から金曜日 
午前 9 時～午後 5 時 
※祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く 

備考 
「積極的アウトリーチ支援」を基本に地域の様々
な福祉需要にきめ細やかに対応しています。  

②緊急時の 
受入・対応 

名称 グループホームとなりぐみ 

連絡先 025-594-7200 

所在地 上越市浦川原区有島 96-2 

備考 
緊急の要件は「本人・家族が緊急と考えるもの」
とし原則 2 泊を上限とします。緊急受け入れ後は
各機関と連携を図り、今後の対応を検討します。  

③体験の 
機会・場 

名称 グループホームいわい 他 

連絡先 025-512-5740 

所在地 上越市吉川区河沢 633 番地 

営業日・ 
営業時間 

月曜日から金曜日 
午前 9 時～午後 5 時 
※祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く 

備考 

食事は三食。「お弁当」も作ります。近所のお母さ
んが作ってくれる家庭料理が自慢です。夜も宿直
がいます。皆さんがいるときは必ず職員がいる体
制となっています。また、「ワークセンターおおす
ぎのさと（就労継続支援 B 型事業所）」でも体験の
受入れを行っています。 
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4. 社会福祉法人みんなでいきる 

拠
点
等
の
機
能
を
担
う
事
業
所 

①  相談 

名称 みんなでいきる相談センター 

連絡先 025-546-7984 

所在地 上越市石橋 2-3-29 

営業日・営

業時間 

月曜日から金曜日 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 

※祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く 

備考 

緊急時とは、虐待や介護者の急病等による想定外

の事態から通常の支援が困難な状況を想定してい

ます。 

地域定着支援の実施、緊急支援シートの作成や活

用、緊急受入先との情報共有を行うなど、可能な

限りご利用者の全体像の事前把握に努めます。  

②緊急時の 

受入・対応 

名称 短期入所事業所 ぷあん 

連絡先 025-545-5188 

所在地 上越市石橋 2-3-31 

備考 

ご利用者の特性等を可能な限り事前に把握した上

で受入れを行うため、事前登録制（契約）を基本

とします。ただし通常時の利用がない、短期入所

の支給決定のない人等でも可能な限り受け入れを

行いますので、ご相談ください。 

③体験の 

機会・場 

名称 共同生活援助事業所ふぁみりあ 他 

連絡先 025-546-7964 

所在地 上越市石橋 2-3-29 

営業日・ 

営業時間 

月曜日から金曜日 

午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分 

※祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く 

備考 

効果的な体験となるよう、希望する生活やご本人

の目標などをご本人及び担当の相談支援専門員と

共有し、体験利用を通してのアセスメントを実施

します。 

 

 

担当：福祉課福祉第一係（電話 025-520-5694） 
市ホームページ 
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ハローワーク上越 

ホームページ 

１５ 就労支援 

（１）障がい者就業・生活支援センターさくら 
 

地域で安心して働き続け、自立した生活を送るために関係機関と連携

して支援します。 
 
■ 対象者 

   障がいのある人、病気や事故による後遺症のある人、難病の人など 

（手帳の有無は問いません） 

■ 支援内容 

就業及び日常生活上の相談に応じます。窓口や電話での相談はもとよ

り、職場訪問等により支援を行います。 

■ 開所時間 

月～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

 

 

 

 

 

 

 

（２）障がいのある方のための職業相談 
 

仕事探しをされている方は、ハローワークにご相談ください。 

① ハローワーク上越では、障がいがある方の相談を専門とする担当者を

配置し、仕事探しの相談、紹介、就職後のフォローアップ等を行いま

す。また、必要に応じて障がい者支援機関と連携し支援します。 

② 働くうえでの条件（仕事内容や就業時間、休日など）を確認し、求人

の検索や求人情報を提供します。 

■ 相談時間 

月曜～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

 

 

    

 

 

連絡・問合せ：障がい者就業・生活支援センターさくら 
上越市寺町 2-20-1（福祉交流プラザ内） 
電話：025-538-9087 
FAX ：025-538-9051 
E-mail：scsakura＠joetsu.ne.jp 県ホームページ 

連絡・問合せ：ハローワーク上越（上越公共職業安定所） 
上越市春日野 1－5－22 上越地方合同庁舎内 
電話：025-523-6121（部門コード 42#） 
FAX ：025-524-1149 
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１６ 資金の貸付・助成制度 

（１）生活福祉資金の貸付 
 

障害のある人の世帯に対し、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、

安定した生活を送るために資金の貸付を行います。 

 

■ 対象者 

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯 

※ 貸付には一定の条件がありますので、詳細についてはお問合せください。 

■ 貸付内容 

資 金 種 類 貸付上限額 
据置 

期間 

返済 

期間 

貸付 

利子 

連帯保証人 

福 
 

祉 
 

費 

生業を営むために必要な経費 460万円 

貸
付
の
日
（
分
割
に
よ
る
交
付
の
場
合
に
は
最
終
貸
付
日
）
か
ら
6
か
月
以
内 

20 年 

以内 

原則連帯保証人

を立てる（立てる

場合は貸付利子

は無利子） 

               

連帯保証人を立

てられない場合

でも貸付を受け

ることができる

（貸付利子は据

置期間経過後年

1.5％） 

 

ただし申込者が

65 才以上の場合

は必ず必要（生活

保護世帯を除く） 

技能習得に必要な経費及びその期間中

の生計を維持するために必要な経費 

130 万円～

580万 

（技能習得

期間によっ

て異なる） 

8 年 

以内 

住宅の増改築、補修等及び公営住宅の

譲り受けに必要な経費 
250万円 

7 年 

以内 

福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 
8 年 

以内 

障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円 
8 年 

以内 

負傷又は疾病の療養に必要な経費及び

その療養期間中の生計を維持するため

に必要な経費 

※療養期間は、原則１年以内の場合 

170万円 
5 年 

以内 

介護サービス、障害福祉サービス等を

受けるのに必要な経費及びその期間中

の生計を維持するために必要な経費 

※当該経費を負担することが困難であ

ると認められる期間が、原則として

１年以内の場合 

170万円 
5 年 

以内 

災害を受けたことにより臨時に必要と

なる経費 

150万円 

以内 

7 年 

以内 
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社協ホームページ 

資 金 種 類 
貸付 

上限額 

据置 

期間 

返済 

期間 

貸付 

利子 

連帯保証人 

福 
 

祉 
 

費 

冠婚葬祭に必要な経費 

50 万円 〃 
3年 

以内 
〃 

住居の移転等、給排水設備等の設置に

必要な経費 

就職、技能習得等の支度に必要な経費 

その他日常生活上一時的に必要な経費 

緊

急

小

口

資

金 

低所得世帯に対し、次の理由により緊

急かつ一時的に生計の維持が困難とな

った場合に貸し付ける小額の費用 

・医療費又は介護費の支払等臨時の生

活費が必要なとき 

・火災等被災によって生活費が必要な

とき 

・年金、保険、公的給付等の支給開始ま

でに生活費が必要なとき 

・その他、これらと同等のやむを得な

い事由によるとき 

10 万円 
貸付の日から

2か月以内 

12か月 

以内 

無利子 

 

連帯保証人

不要 

※ 緊急小口資金と総合支援資金の貸付に際しては、原則として法に基づく生活困

窮者自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関

からの継続的な支援を受けることに同意していることを要件としています。 

■ その他 

◇ 総合支援資金 

失業等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的

な相談支援（就労・家計指導等）と生活及び一時的な資金を必要とし、貸付

を行うことにより自立が見込まれる低所得世帯に貸し付ける資金 

◇ 教育支援資金 

低所得世帯に対し教育支援費・就学支度費を貸し付ける資金 

◇ 不動産担保型生活資金 

低所得、要保護の高齢者世帯に対し、不動産を担保として貸し付ける資金 

 

 

 

 

 

問合せ：上越市社会福祉協議会本所（電話 025-526-1515）

及び各支所 
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１７ 税金の免除、軽減 
 

障害のある人及び障害のある人を税法上の控除対象配偶者・扶養親族として

いる人に対し、税法上の優遇措置が設けられています。 

※ 控除額等の詳細については各窓口へお問い合わせください。 
 

 

 

  

種 類 内       容 控 除 額 等 窓 口 

所 得 税 

障害者控除（特別障害者） 

・身体障害者手帳 1、2級 

・療育手帳「A」 

・精神障害者保健福祉手帳 1級 

本人・扶養とも 

40万円 

（扶養が同居の場合

35万円加算） 

高田税務署 

025-523-4171 

(自動音声 

 案内「1」) 

障害者控除 

・身体障害者手帳 3～6級 

・療育手帳「B」 

・精神障害者保健福祉手帳 2、3級 

本人・扶養とも 

27万円 

市 民 税 

県 民 税 

森林環境税 

本人が障害者の場合、合計所得金額が 

135万円まで非課税 

市役所税務課 

又は 

各総合事務所 

障害者控除（特別障害者） 

（所得税に同じ） 

本人・扶養とも 

30万円 

（扶養が同居の場合 

23万円加算） 

障害者控除 

（所得税に同じ） 

本人・扶養とも 

26万円 

自 動 車 税 

（ 種 別 割 ） 
障害者の利用に供される自動車に係る

自動車税（種別割・環境性能割）・軽自

動車税（種別割・環境性能割） 

（減免対象となる障害及び減免対象自

動車については 79～81 ページ参照） 

43,500円又は 

45,000円（総排気量

2.0 ㍑超 2.5 ㍑以下

の自家用乗用車の

税率相当額）を上限

として減免 
81ページ 

(■問合せ) 

参照 
自動車税 

（環境性能割） 

軽自動車税 

（環境性能割） 

取得価額（上限：250

万円）に税率を乗じ

て得た額を減免 

軽自動車税 

（種別割） 
全額減免 
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種 類 内       容 控 除 額 等 窓 口 

個人事業税 

視力に重度の障害がある人（両眼の視

力が 0.06 以下の人）が行うあんま、 

はり、きゅう等の医業に類する事業 

非 課 税 
上越地域振興局 

県税部 

ゴルフ場利用税 

身体障害者手帳・療育手帳・ 

精神障害者保健福祉手帳等の交付を

受けている人 

非 課 税 各ゴルフ場 

贈 与 税 

特定障害者を受益者として、信託会社

などと、「特定障害者扶養信託契約」

を締結した場合における受益者 

信託受益権の価額が

6,000 万円又は 3,000

万円まで非課税 

信託会社の 

営業所 

相 続 税 

障害者控除（特別障害者） 

（所得税に同じ） 

20万円×相続開始か

ら 85歳に達するまで

の年数 

高田税務署 

 

025-523-4171 

(自動音声案内

「1」) 
障害者控除 

（所得税に同じ） 

10 万円×相続開始か

ら 85歳に達するまで 

の年数 

固定資産税 
バリアフリー改修を行った住宅の 

固定資産税の減額 

税額の 3分の 1を減額

（上限 100㎡まで） 

市役所税務課 

又は 

各総合事務所 
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自動車税（種別割・環境性能割） 

軽自動車税（種別割・環境性能割）に係る減免 
 

■ 対象車両 

① 納税義務者が身体障害者本人である車両 

※ ただし、家族運転の場合で、身体障害者が 18歳未満、知的障害者、精神障

害者においては、生計を一にする人が納税義務者の場合も含みます。 

② 車検証に「自家用」と記載されている車両 

※ 減免は、身体等に障害のある人一人につき、１台に限ります。 

■ 対象車両の利用状況 

 運転者 利用頻度 

本人運転 身体障害者が自ら運転  

家族運転※ 
身体障害者等と生計を一にする

人が運転 

4 月 1 日(新たに自動車を取得する場合

は、登録の日)以降 6か月以上継続して、

かつ週 1日以上又は月 4日以上の使用 

介護者運転※ 

単身または、身体障害者等のみで

構成される世帯の身体障害者を

常時介護する人が運転 

4 月 1 日(新たに自動車を取得する場合

は、登録の日)以降 1 年以上継続して、

かつ週 3日以上の使用 

※ もっぱら障害者の通院、通学、通所、施設からの帰省又は生業（以下「通院・通学等」とい

う｡）の利用に供するためのものに限ります。 

■ 対象者 

◇ 本人運転の場合 

区別 / 級別 1級 2級 3級 4級 5級 6級 

視 覚 障 害       

聴 覚 障 害       

平衡機能障害       

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害       

上肢不自由       

下肢不自由 ※注       

体幹不自由       

乳幼児期以前の非進行性の 
脳病変による運動機能障害 

上肢機能       

移動機能       

心臓機能障害、じん臓機能障害 
呼吸器機能障害、小腸機能障害 
ぼうこう又は直腸の機能障害 

    
  

肝臓機能障害、 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 

   
   

※注「下肢不自由 7級」が 2つ以上ある場合は「下肢不自由 6級」相当とする。 

喉頭摘出に限る 
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◇ 家族運転・介護者運転の場合 

区別 / 級別 1級 2級 3級 4級 5級 6級 

視 覚 障 害       

聴 覚 障 害       

平衡機能障害       

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害       

上肢不自由       

下肢不自由       

体幹不自由       

乳幼児期以前の非進行性の 
脳病変による運動機能障害 

上肢機能       

移動機能       

心臓機能障害、じん臓機能障害 
呼吸器機能障害、小腸機能障害 
ぼうこう又は直腸の機能障害 

    
  

肝臓機能障害、 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 

   
   

知 的 障 害 療育手帳「A」 

精 神 障 害 

精神障害者保健福祉手帳 1 級の交付を受けている
人で自立支援医療（精神）受給者証の交付を受けて
いる人（ただし、所得制限により受給者証が交付さ
れない場合は医師の通院証明書で代用できる） 

 

 

■ 申請に必要なもの 

・ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

（複数所持している場合はその全て） 

（手帳の交付日が 4月 1日以降の場合は、手帳申請時に市に提出している 

診断書の写し） 

・ 自立支援医療受給者証（精神障害の場合のみ） 

・ 車検証（電子車検証の場合は、「電子車検証」及び「自動車検査証記録事項」） 

・ 運転免許証（家族運転・介護者運転の場合は、運転される人の運転免許証 

・ マイナンバー（個人番号）が分かるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

喉頭摘出に限る 
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市ホームページ 

※本人運転以外の場合、上記のほかに次の書類が必要です。 

※ 軽自動車税（種別割）の減免については、同一生計証明書及び常時介護証明
書は不要です。必要書類と通院通学等の利用状況の証明書をお持ちになり、
税務課又は各総合事務所の窓口へお越しください。 

 

同一生計証明書、常時介護証明書の申請の際に必要なものは次の通りです。 

・ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

・ 通院通学等の利用状況の証明書（利用日数及び期間の記載のある医師・ 
学校長等の証明書） 

・ 運転免許証 

・ 車検証（電子車検証の場合は、「電子車検証」及び「自動車検査証記録事項」）
（新車購入の場合を除く） 

■ 減免申請の時期 

① 自動車税（種別割）について 
    新規に自動車等を購入する場合は登録時に長岡自動車協会へ申請してく

ださい。以前より所有している場合、また、登録時に減免申請を行わなかっ
た場合は 4月 1日から納期限までの間に上越地域振興局県税部へ申請してく
ださい。 

② 軽自動車税（種別割）について 
毎年 4 月 1 日に課税をし、年度途中での課税は行わないため、3 月下旬か

ら納期限 7日前までの間を申請期間としています。 
※ 減免を希望される方は、毎年必ず申請を行う必要があります。 

 

 
問合せ： 
○自動車税（種別割）：上越地域振興局 県税部収税課 

（電話：025-526-9311、FAX：025-526-9352） 
○軽自動車税（種別割）：上越市役所 税務課 
           （電話：025-520-5649、FAX：025-526-6114） 
○自動車税・軽自動車税（環境性能割）：（一財）長岡自動車協会 
                  （電話：0258-22-1134） 

 

 

家族運転の場合 

・ 同一生計証明書＊ 
＊上越市役所福祉課、各総合事務所又は福祉交流プラザにて発行

しています。ただし、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、

上越地域振興局健康福祉環境部で申請手続きをしてください。 

・ 通院通学等の利用状況の証明書 

介護者運転の場合 
・常時介護証明書 
・通院通学等の利用状況の証明書 

県ホームページ 

問合せ： 
○自動車税（種別割）：上越地域振興局 県税部収税課 

（電話：025-526-9311、FAX：025-526-9352） 
○軽自動車税（種別割）：上越市役所 税務課 
           （電話：025-520-5649、FAX：025-526-6114） 
○自動車税・軽自動車税（環境性能割）：（一財）長岡自動車協会 
                  （電話：0258-22-1134） 
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市ホームページ 

市ホームページ 

１８ その他の福祉制度 

（１）NHK 放送受信料の減免 

■ 対象者 

 全額免除 

（障害のある人を世帯員に

有する場合） 

半額免除 

（障害のある人が世帯主の場合） 

身体障害者手帳 
世帯員全員が 

市町村民税非課税の世帯 

世帯主が視覚又は聴覚に障害のある人 

世帯主が重度（1、2級）の障害のある人 

療育手帳 
世帯員全員が 

市町村民税非課税の世帯 
世帯主が重度（A 判定）の障害のある人 

精神障害者 

保健福祉手帳 

世帯員全員が 

市町村民税非課税の世帯 
世帯主が重度（1 級）の障害のある人 

■ 申請に必要なもの 

・申請書 ・障害者手帳 ・印鑑  

 

 

担当：福祉課福祉第二係（TEL 025-520-5695） 

 

 

（２）福祉バス運行事業 
 

一般の交通機関を利用することが困難な身体・知的・精神に障害のある人の交

通手段の一助として、リフト付福祉バスを運行しています。 

 

■ 対象者 

障害者団体、福祉施設など 

■ 申請方法 

事前に予約が必要です。申込み多数の場合は調整します。 

■ 利用人数[乗車定員（運転手除く）※車椅子 2台分含む] 

・ふれあい号：11人以上[36人] 、 ・フレンド号：6人以上[22人] 

■ 利用料金 

走行距離に応じてご負担いただきます(ふれあい号 40 円/km、フレンド号 20

円/km)。また、高速道路や有料道路の通行料金及び駐車料金等は利用者に負担

していただきます。 
 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

手帳種類 

免除種類 
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県警察ホームページ 

（３）駐車禁止除外指定車標章の交付 
標章を受けると公安委員会が道路標識等により 

駐車を禁止した場所及び時間制限駐車区間に駐車 

が可能となります。 

■ 対象者 

身体障害者手帳 療育手帳 

視 覚 障 害  1～4級 

A 

聴 覚 障 害  2、3級 

平 衡 機 能 障 害 3級 

上 肢 不 自 由 1級、2級の 1・2 

下 肢 不 自 由 1～4級 

体 幹 不 自 由 1～3級 

運動機能障害（上肢） 

1、2級 

（一上肢のみに運動機能障害 

がある場合を除く） 
精神障害者保健福祉手帳 

1級 

運動機能障害（移動） 1～4級 

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、 

ぼうこう又は直腸機能障害 
1級、3級 

免 疫 機 能 障 害 1～3級 

肝 臓 機 能 障 害 1～3級 

■ 申請窓口 

住所地を管轄する各警察署の交通課 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

※ 障害のある人以外の人が代理申請する場合には、申請資格や必要書類が

ありますので、管轄する警察署の交通課へ事前に問い合わせてください。 

■ 駐車禁止除外指定車標章使用時の注意事項 

① 標章を使用して駐車することができるのは、標章の交付を受けた人が、当

該車両を運転若しくは同乗する場合に限ります。 

② 標章を貸与したり、譲渡したりすると、新潟県公安委員会から当該標章の

返納を命ぜられることがあります。 

③ 運転者が車両を離れるときには、標章と「運転者の連絡先又は用務先」を

記載した書面の掲示が必要です。 

 

（３）新潟県おもいやり駐車場制度 

・申請書  
・身体障害者手帳等とその写し 
・住民票（3か月以内に交付され、障害のある人の住所・氏名が記載されて 

おり、個人番号が省略されているもの） 

問合せ：警察署交通課 上越警察署（電話：025-521-0110） 
妙高警察署（電話：0255-72-0110） 
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県ホームページ 

（４）新潟県おもいやり駐車場制度 
 

利用証の交付を受けると、おもいやり駐車場の案内表示がある駐車スペースに
駐車が可能となります。 

■ 対象者 

下記基準に該当する人で、かつ歩行が困難又は歩行に配慮が必要な人 
身体障害者 知的障害者 

身
体
障
害
者
手
帳 

視覚障害 
平衡機能障害 
上肢不自由 
下肢不自由 
体幹不自由 
運動機能障害（上肢） 
運動機能障害（移動） 
その他内部機能障害等 

4級以上 
5級以上 
2級以上 
6級以上 
5級以上 
2級以上 
6級以上 
4級以上 

療育手帳所持者 

精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳 
2級以上 

難病患者 

特定医療費(指定難病)受給者 
特定疾病医療受給者 

発達障害のある人 
高齢者 
妊産婦 
 
その他けが人又は病気等の人 

歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関等が認めた人 
介護保険の要介護状態区分が要支援 1 以上の人 
原則として妊娠 7か月から産後 1年半までの人 
（多胎児の場合、産後 3年まで延長） 
その他歩行が困難であることが診断書等により確認できる
人 

■ 申請書設置窓口 

  福祉課、福祉交流プラザ（福祉申請窓口）、南・北出張所、各総合事務所、 
上越地域振興局健康福祉環境部 

■ 申請に必要なもの 

・申請書 ・身体障害者手帳等の写し  

■ その他 

◇ 有効期限は、利用証に記載されている年月の月末までです。 

◇ 申請をいただいてから、新潟県から利用証が届くまで 1か月程度かかります。 

◇ 有効期限の月の前の月から更新手続きができます（新潟県から更新手続きの
案内はありませんのでご注意ください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この看板が目印です。 

問合せ：新潟県福祉保健部障害福祉課計画推進係 

（福祉のまちづくり担当） 

 （電話：025-280-5211） 
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（５）有料道路の通行料金割引 
 

本人が有料道路を利用する際の通行料金が割引されます。 
※50％以内（営業用は除く） 

■ 対象者 

◇ 本人運転の場合：身体障害者手帳所持者 
◇ 介護者運転の場合：身体障害者手帳第 1種、療育手帳 A所持者 

■ 申請に必要なもの 

 

 

 

 

 
※ 住所や使用車両の変更等の手続きの場合にも上記の書類等が必要です。 

※ 軽トラックは割引対象になりません。 

※ 有効期限の 2か月前から更新手続きができます。 

※ 車を所有していない人も申請可能です。 

担当：福祉課福祉第二係（電話：025-520-5695） 

 

（６）旅客鉄道運賃の割引 

 
■ 対象者及び割引内容（JRの場合） 

各駅の乗車券発売窓口に障害者手帳を提示して乗車券を購入します。 
対 象 者 乗車券種類 利 用 形 態 割引となる人 割引率 

第 1種 
身体障害者 

知的障害者 
精神障害者 

普通乗車券 

単独で利用する場合 
（片道 100kmを超える場合のみ） 

本  人 

50％ 

介護人と共に利用する場合 本人、介護人 

定期乗車券 介護人と共に利用する場合 
本人、介護人 

小学生の定期乗車券は 

割引されません 

普通回数 
乗車券 

介護人と共に利用する場合 
本人、介護人 

普通急行券 介護人と共に利用する場合 

第 2種 
身体障害者 
知的障害者 
精神障害者 

普通乗車券 
単独で利用する場合 

（片道 100kmを超える場合のみ） 
本  人 

定期乗車券 
12歳未満の小児が介護人 

と共に利用する場合 

介護人 
小学生の定期乗車券は 

割引されません 

JRが指定する 

福祉施設の 
入所者 

普通乗車券 
単独で利用する場合 本  人 

介護人と共に利用する場合 本人、介護人 

※ 割引となる介護人は障害のある人 1人につき 1人が限度です。 

・申請書  ・身体障害者手帳又は療育手帳  ・免許証（本人運転のみ） 

ETCご利用の場合は上記の他に次の 3点が必要です。 
・車検証（電子車検証の場合「電子車検証」及び「自動車検査証記録事項」） 
※ 所有者、使用者の名称欄に法人名が記載されているものは対象外 
・ETCカード（障害者本人名義） ・ETC車載器セットアップ証明書 
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■ えちごトキめき鉄道、北越急行（ほくほく線） 

■ 第 1種身体障害者、第 2種身体障害者の区分 

・ 身体障害者手帳のおもて面に表示されています。 
・ 障害区分及び障害等級により決まります。 

  第 1種身体障害者      第 2種身体障害者 

障害区分／手帳等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 

視覚障害       

聴覚障害       

平衡機能障害       

音声、言語、そしゃく機能障害       

上肢不自由       

下肢不自由       

体幹不自由       

脳病変による 

運動機能障害 

（※1） 

上肢機能障害       

移動機能障害       

心臓機能障害       

じん臓機能障害       

呼吸器機能障害       

ぼうこう又は直腸の機能障害       

小腸機能障害       

免疫機能障害       

肝臓機能障害       

※1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変に限ります。 

※2 1上肢のみに運動機能障害のある人は、第 2種身体障害者となります。 

※3 1下肢のみに運動機能障害のある人は、第 2種身体障害者となります。 

■ 第 1種知的障害者、第 2種知的障害者の区分 

第 1種知的障害者 … 療育手帳 A  第 2種知的障害者 … 療育手帳 B 

■ 第 1種精神障害者、第 2種精神障害者の区分 

第 1種精神障害者 … 1級  第 2種精神障害者 … 2級・3級 
 

 

 

 

対 象 者 割引となる人 割引率 

第 1種 

 身体障害者、知的障害者、精神障害者 1級 
本人、介護人 1 人 

50％ 
第 2種 

 身体障害者、知的障害者、精神障害者 2、3 級 
本人 

2級の 1、2級の 2 

4級の 1 

3級の 1 

（※2） 

（※3） 

問合せ：JR東日本お問合せセンター（電話：050-2016-1600） 

    えちごトキめき鉄道（電話：025-543-3160（直江津駅）） 

北越急行(ほくほく線)（電話：025-752-0770（ほくほく線十日町駅）） 
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（７）ハイヤー・タクシーの運賃割引 
 
  ハイヤー・タクシーを利用する場合には、運賃が割引されます。 

  割引運賃にタクシー利用券を利用することも可能です。 

■ 対象者及び割引内容 

対 象 者 割引の対象区間 割 引 率 

・身体障害者手帳所持者 
・療育手帳所持者 
・精神障害者保健福祉手帳所持者（※） 

対象者本人が乗車し
た区間 

10％ 

※ 精神障害者保健福祉手帳所持者への割引は一部の事業所で実施しています｡ 

 

 

（８）福祉有償運送 
 
 タクシー等の公共の交通機関によっては十分な輸送サービスが提供されず、

身体に障害のある人や要介護者等の移送が確保されていない場合に、NPO法人

等が会員に対して、実費の範囲内で営利とは認められない範囲の対価によっ

て、自家用自動車を使用して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。 

■ 対象者 

他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独

でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な以下の人です。 

・身体障害者手帳所持者  ・要介護認定者  ・要支援認定者 

・その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害 

（発達障害、学習障害を含む）を有する人 

■ 利用条件 

実施主体の旅客名簿に登載(会員登録)されていること 

※ 当分の間は運送の発地又は着地のいずれかが、運送を行う実施事業者の事務所がある区

域内となっています。 

■ 市内実施事業者（R7.4現在） 

実施事業者名 電話番号 

NPO法人 NPO雪のふるさと安塚（安塚区） 025-592-2004 
NPO法人 三和区振興会（三和区） 025-529-2345 
NPO法人 スキップ（合併前上越市） 090-6794-5414 
NPO法人 ギフテッド（合併前上越市）（※） 025-542-9129 

※ 利用者は、NPO法人ギフテッドが提供する児童発達支援事業利用者又は、 
放課後等デイサービス利用者に限る。 
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（９）バス運賃の割引 
 
  国内の定期バス路線（高速バス含む）を利用する場合には、運賃が割引され

ます。 

■ 対象者及び割引内容 

対 象 者 乗車券種類 
割引となる人 

割引率 
本人 介護人 

身
体
・
知
的 

・第 1種身体障害者 

・第 1種知的障害者 

・児童福祉施設の 

入所児 

普通券 ○ ○ 50％ 

定期券 ○ ○ 30％ 

普通券（小学生以下） ○ ○ 50％ 

定期券（小学生以下） × ○ 30％ 

・第 2種身体障害者 

（2、3級） 

普通券 ○ ○ 50％ 

定期券 ○ ○ 30％ 

普通券（小学生以下） ○ ○ 50％ 

定期券（小学生以下） × ○ 30％ 

・第 2種身体障害者 

 （4～6級） 

・第 2種知的障害者 

普通券 ○ × 50％ 

定期券 ○ × 30％ 

普通券（小学生以下） ○ ○ 50％ 

定期券（小学生以下） × ○ 30％ 

 

精
神 

・精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

（1～3級） 

普通券 ○ × 50％ 

定期券 ○ × 30％ 

普通券（小学生以下） ○ × 50％ 

定期券（小学生以下） × × － 

※ 第 1種身体障害者又は第 1種知的障害者については旅客鉄道運賃割引の障害

区分（86ページ）と同じです。 

※ 精神障害者保健福祉手帳所持者については、県外高速バスの割引はありま

せん。 

※ 手帳に写真が貼付されていない場合は、割引が受けられませんので、写真

の貼付を希望される場合は福祉課へ申請してください。 

※ バス運賃の割引内容については、バス事業者によって異なる場合がありま

すので、県外等へ行かれる場合には乗車前にご確認ください。 

■ 利用方法 

定期乗車券は、身体障害者手帳等を提示し購入します。 

現金乗車の場合は、料金支払時に身体障害者手帳等の写真が貼付されたペ

ージを開いて乗務員に提示します。 
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（１０）航空運賃の割引 
 

  国内各航空会社の定期航空路線の国内線を利用する場合には、運賃が割引さ

れます。航空券販売窓口に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳のいずれかを提示して航空券を購入してください。 

■ 対象者及び割引内容 

対 象 者 利 用 形 態 割引となる人 割引率 

・身体障害者手帳所持者 

・療育手帳所持者 

・精神障害者保健福祉 

手帳所持者 

単独で利用する場合 本人 
航空会社に 

より異なる 
介護人と共に利用する場合 本人、介護人 1人 

※ 12歳未満の人は割引されません。 

※ 顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳が必要です。 

 

 

（１１）旅客船運賃の割引 
 

   佐渡汽船の旅客航路を利用する場合には、運賃が割引されます。乗船券発

売窓口に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提

示して乗船券を購入してください。紙形式の手帳の他、カード形式、スマート

フォンアプリ等の形式での提示も可能です。 

■ 対象者及び割引内容 

対 象 者 利用形態 割引となる人 割  引  率 

第 1種身体障害者 

第 1種知的障害者 

精神障害者 1級 

単独で利用 
する場合 

本 人 

佐渡汽船はカーフェリー2等 
及びジェットフォイル運賃 50％ 
（燃料油価格変動調整金の加算
があります）  

介護人と共に
利用する場合 

本人、介護人 

(視覚及び聴覚障害
のある人の場合は
通訳・介助員） 

佐渡汽船はカーフェリー全等級

及びジェットフォイル運賃 50％  
（燃料油価格変動調整金の加算
があります）  

第 2種身体障害者 

第 2種知的障害者 

精神障害者 2、3級 

― 本 人 

佐渡汽船はカーフェリー2等 
及びジェットフォイル運賃 50％  
（燃料油価格変動調整金の加算
があります）  

※第１種身体障害者又は第１種知的障害者については旅客鉄道運賃割引の障害区分 86ページ

と同じです。 

 

 

 

 

問合せ：佐渡汽船予約センター  

（電話：025-245-6122、FAX：025-241-8218、 
メール：yoyaku@sadokisen.com） 
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（１２）郵便料金の割引 
 

指定施設の発受する点字郵便物及び視覚障害者用録音郵便物（3㎏まで）が

無料になります。その他、ゆうパック等の料金割引があります。 

 

 

（１３）ＮＴＴ電話番号案内料金の無料取扱(ふれあい案内) 
 

視覚・聴覚・上肢などの不自由な人、知的障害及び精神障害のある人を対象に

番号案内料を無料とする「ふれあい案内」を提供しています。 

ご利用には、事前に登録が必要です。 

■ 対象者 

・ 視覚障害 1～6級  

・ 肢体不自由 1～2級（上肢、体幹、脳原性運動機能障害） 

・ 聴覚障害 2～6級 

・ 音声、言語、そしゃく機能 3～4級 

・ 療育手帳所持者 

・ 精神障害者保健福祉手帳所持者 

 

 

問合せ：NTTフリーダイヤル（電話：0120-104174、FAX：0120-104134） 

 

 

（１４）スマートフォン・携帯電話サービスの割引 
 

■ 割引内容 

・ 基本使用料  

・ 付加機能使用料 

※ 割引率は各社にお問合せください。 

■ 対象者 

・ 身体障害者手帳 ・ 療育手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳の所持者 

■ 対象機種 

・ ＮＴＴドコモ 

・ ａｕ 

・ ソフトバンク 

 

 

  

問合せ：各社取扱店 
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上越地域消防局 

ホームページ 

（１５）「ＮＥＴ１１９」・「ＦＡＸ１１９」の登録 
 

聴覚又は、言語機能に障害等のある人が火災・救急等の緊急通報を行うため

の通報手段です。ご利用いただくには、事前登録が必要です。NET119は全国ど

こからでも、スマートフォンや携帯電話を使って、簡単な画面操作で緊急通報

が行えるシステムです。FAX119は、必要事項を記載した用紙を FAXにセット

し、「119」番へ発信します。 

※ お使いの FAXの機種によっては、対応できない場合がありますので、回線業

者または販売店にご確認ください。 

■ 対象者 

上越市・妙高市に在住又は、通勤・通学し、聴覚又は言語機能に障害等があ 

る人 

※ 障害者手帳の交付を受けている必要はありません。 

■ 登録方法 

   届出用紙等に必要事項を記入し、上越市福祉課又は消防局指令統制課へ提

出してください。届出用紙はどちらにもあります。また、ホームページからも

ダウンロードできます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：上越地域消防局 指令統制課 
（電話：025-545-0228、FAX：025-545-0233） 
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（１６）施設の使用料等減免取扱い 
 

下記の施設の使用料・入館料等がおおむね半額となります。減免を受けようと

する場合は、手帳の提示が必要です（スマートフォンアプリ「ミライ ID」の提

示も可能です）。 

■ 対象者 

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

人（身体障害者手帳の等級が 1～3級、療育手帳の判定が Aの人については、同

行する介助人のうち 1人） 

■ 対象施設 

施  設  名 電  話 

合 併 前 

上 越 市 

くるみ家族園 025-544-7440 

リージョンプラザ上越 

（市民プール、レジャープール、 

アイスアリーナ、上越科学館※） 

025-544-2122 

金谷山スーパーボブスレー・リフト 025-525-4295 

交通公園ゴーカート 025-543-5948 

高田城三重櫓 025-524-3120 

日本スキー発祥記念館 025-524-3120 

水族博物館 うみがたり 025-543-2449 

歴史博物館 025-524-3120 

小林古径記念美術館 025-523-8680 

総合体育館 
025-525-4144 

勤労身体障害者体育館 

高田スポーツセンター 025-524-6119 

オールシーズンプール 025-524-3130 

八千浦交流館はまぐみ 025-543-3191 

高田城址公園 

（陸上競技場、弓道場） 
025-524-6119 

安塚区 

キューピットバレイ 

スキー場ゴンドラ・リフト 

※障害者(児)本人のみ 

025-593-2041 

安塚Ｂ＆Ｇ海洋センター 025-592-2003 

浦川原区 浦川原体育館 025-599-2356 
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市ホームページ 

施  設  名 電  話 

牧 区 

深山荘（浴場） 025-533-6785 

牧歴史民俗資料館 025-533-5117 

牧体育館 025-533-5130 

牧プール 025-599-2254 

柿崎区 

柿崎総合体育館 

「かきざきドーム」 
025-536-6636 

柿崎屋内水泳プール 025-536-3758 

大潟区 

上越体操場ジムリーナ 025-546-7680 

大潟体操アリーナ 025-534-5696 

鵜の浜人魚館（小学生未満無料） 025-534-6211 

大潟体育センター 025-534-4552 

頸城区 
坂口記念館 025-530-3100 

頸城Ｂ＆Ｇ海洋センター 025-530-2310 

吉川区 

吉川ゆったりの郷 025-548-3911 

吉川スカイトピア遊ランド 025-547-2221 

吉川体育館 025-548-2177 

清里区 
星のふるさと館 025-528-7227 

清里スポーツセンター 025-528-7300 

中郷区 中郷総合体育館 0255-74-3233 

三和区 
三和体育館 

025-532-4030 
三和スポーツセンター 

名立区 

シーサイドパーク名立 025-537-2121 

うみてらす名立 ゆらら 025-531-6300 

ろばた館 025-538-2635 

※上越科学館は等級に限らず本人・介助者（1 人）ともに無料です。（障害者団体も対象となり

ます。どなたか一人の手帳等を提示してください） 

※その他、国立・県立の施設等も利用料の免除があります。詳しくは各施設に問い合わせてくだ

さい。 
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１９ 障害者差別解消法 
 

障害者差別解消法は、「障害を理由とする差別」をなくすための法律で

す。障害のあるなしにかかわらず、全ての人が互いの人格と個性を尊重

し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。 

■ 対象となる「障害のある人」 

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）、そのほか心身の機

能の障害のある人で、障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活

が困難となっている人。障害者手帳を持っていない人も含まれます。 

■ 差別解消のための方策 

・市及び民間事業者※1は、不当な差別的取扱いをしてはいけない。 

・市及び民間事業者※2は、合理的配慮をしなければならない。 

・市は、相談・紛争防止・解決のための体制整備を行う。 

※1 対象となる「民間事業者」とは…目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いません。

一般的な企業やお店だけでなく、たとえば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、

非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。 

※2 令和 3 年 6 月 4 日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正

する法律」が公布され、努力義務から義務へ改められました。 

■ 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」 

 

■ 差別をなくすためには 

最も大切なことは、障害をはじめ年齢や性別、言語など“自分と異な

る特性を持つ相手を理解し、配慮すること”です。 

互いの人格と個性を理解し、尊重し合いながら、支え合う社会を実現

するため、次のような配慮を心がけましょう。 

・車椅子や杖の利用者などのために、出入り口にスロープを設置する

などして移動しやすくする。 

・案内表示や文書の文字は、見やすい大きさにする。 

・目的地をたずねられたら、分かりやすく説明する。 
  

合理的配慮の不提供 

障害のある人が何らかの配慮を求める意思表

示をしたにもかかわらず、「社会的障壁」を取り

除くための合理的な配慮をしないこと。 

不当な差別的取扱い 
正当な理由なく、障害を理由としてサービス

などの提供を拒否したり、制限したり、また、
障害のない人には付けないような条件を付けた
りすること。 

 

障害のある人

の存在を意識

しない文化 

利用しにくい 

制度 

障害の ある

人への偏見 
利用しにくい 

施設など 

社会的障壁 
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相談窓口：福祉課、各総合事務所 → 最終ページを参照 

相談支援事業所等   → 60～66ページ参照 
市ホームページ 

聴覚障害のある人に、筆談や手話

などの音声以外の方法でコミュ

ニケーションをとる。 

思いやり駐車場や障害者等用の

駐車スペースには、必要のない

人は駐車しない。 

盲導犬などの役割を理解し、エサ

をあげるなど、邪魔になる行為を

しない。 

車椅子利用者のために、スロープ

を設置するなどし、段差を解消す

る。 

電車やバスなどでは、席を必要と

している人が居たら、優先席でな

くても席をゆずる。 

社会的な障壁を取り除くため、次のような配慮を求めることができます。 

点字ブロックの上には、自転車な

どの障害物を置かない。 
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◇ 「手話」は、日本語や英語とは異なる一つの「ことば」であることを理解し、「手 
話」を日常のコミュニケーションで使用している人がいることを認識すること 

◇ コミュニケーション手段は、「障害がある・ない」や、個性、特性などにより、多
様であることを理解すること 

◇ 「障害がある・ない」により差別することなく互いの人格と個性を認め合うこと 

２０ 手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進 

   に関する条例 
 

自身と異なる特性や個性のある相手と、コミュニケーションを行うた

めの手段は、さまざまです。市民が、手話言語をはじめ、要約筆記や点

字、音訳、拡大文字、絵図・写真、イラストなどのコミュニケーション

手段があることを理解し、「障害がある・ない」にかかわらず、誰もが意

思や感情、考えを伝い合い、人と人がつながることができるまちであり

続けたいという願いを込めた条例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字や図表などの情報を音（声）にして伝えます。 

話の内容の要点を短くまと

め、聴覚に障害がある人に文

字にして伝えます。 

筆記通訳ともいい、会議な

ど個人に通訳する場合は、紙

などに書きます。講演会など

複数の人に通訳する場合は、

ＯＨＰやパソコンを使ってス

クリーンに文字を映します。 

基本となる考え方 

コミュニケーション手段って・・・ ～ 伝えてみよう ～ 

・私は、聴覚障害者です。文章が苦手
です。手話で話してください。 

・私は、耳の聞こえが悪いけど、文章
はわかるので、書いてください。 

・私は、補聴器をつけているので聞

こえます。大声で話さないでくだ
さい。 

・私は、視覚障害者です。見えないの
で、書類を代筆してください。 

・私は、弱視なので、大きな文字で書
いてください。  

                  など 
 
 

伝えていくことも大事です。自分

とは異なる特性や個性がある相手の

「分からない」「難しい」ことが分か

らないのです。互いに相手のことを

思いやり、「人にやさしいまち」にな

るよう心がけましょう。 

手話（手や指の動き）は、独自の文

法構造があり、日本語や英語と同じ

ように「ことば」です。相手に伝える

時は、手話のほか、顔の表情や口の動

きなど目（視覚）からも情報を伝えま

す。 

 

手話言語 

指先の触覚により読み取る、 

視覚に障害がある人の文字です。 

音  訳 

点  字 

要約筆記 



- 97 - 

 

図書館ホームページ 

２１ 視覚障害者用ＣＤの貸出し（声の広報） 

 
視覚に障害のある人に、「広報上越」・「上越市議会だより」をデイジー

版（CD）及び音楽 CDに録音し、郵送で貸出します。 

■ 対象者 

市内に在住の視覚に障害のある人 

■ 申請方法 

身体障害者手帳等をお持ちになり、利用申し込みをしてください。 

 

 

  

 

 

 

 

２２ 活字による読書が困難な人へ 
 
■ 録音図書などの貸出 

・活字による読書が困難な人を対象に、小説等を録音した CDや CD-ROM、

カセットテープを貸し出します。 

 貸し出しには登録が必要です。身体障害者手帳やマイナンバーカード

など、氏名・住所が確認できるものをお持ちの上、高田図書館の窓口

へお越しください。郵送での登録も可能です。 

・高田図書館で持っていない録音図書でも、全国の点字図書館などから、 

無料で取り寄せて貸し出します。 

・来館が困難な人には、無料で郵送貸出しもできます。 

■ 対面朗読サービス 

 ・高田図書館または直江津図書館の対面朗読室で、職員やボランティア

がご希望の資料をお読みします。 希望日の 3日前までに高田図書館へ

ご連絡ください。 

 

 

 

 

  

担当：広報対話課広報係（電話：025-520-5614） 

福祉課福祉第一係（電話：025-520-5694） 

問合せ：高田図書館 

電話：025-523-2603、FAX：025-526-6711 

市ホームページ 
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県ホームページ 

２３ 救急医療・災害時支援情報キット 
 

ひとり暮らし高齢者等を対象に、救急医療・災害時支援情報キットを

配付し、救命救急活動や避難支援に役立てます。 

■ 対象者 

① 65歳以上のひとり暮らし高齢者 
② 指定避難所の福祉避難スペース対象者（在宅で要介護 3以上の人、 

視覚障害 1級の人、聴覚障害 2級の人） 
③ 福祉避難所避難対象者（99ページ参照。情報シートの代わりに個別避

難計画を用います。） 
※ 市で対象となる人を抽出し、救急医療・災害時支援情報キットをお届

けします。 

■ 概要 

かかりつけ医療機関、服薬や持病等の医療情報、緊急連絡先等を記入

した情報シートを入れた筒状の容器で、冷蔵庫や非常用持出袋に保管し、

救命救急活動や避難支援に役立てる。 

■ 内容物 

・ 情報シート 

・ マグネット（冷蔵庫に貼付） 

・ ステッカー（玄関の内側に貼付） 

 

救急医療・災害時支援情報キット→ 

 

 

担当：高齢者支援課支援係（電話：025-520-5707） 

 

 

２４ 公共施設等の整備 
 

道路や公共施設等の整備・改修の際に「ユニバーサルデザイン」の考
え方を取り入れ、誰もが気軽に安心して出掛けることのできる「人にや
さしいまちづくり」を推進していきます。 

■ にいがたバリアフリーガイドマップ 

新潟県内の公共的施設等のバリアフリー情報を調べることが 

できます。 

 

 

担当：多文化共生課多文化共生係（電話：025-520-5681） 

市ホームページ 
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２５ 福祉避難所 
 

災害時において、一般の避難所での避難生活が困難な障害のある人や

高齢者などが、直接避難し、安心して避難生活を送ることができるよう

開設される避難所です。 

■ 対象者 

◇ 身体障害者手帳 1・2級、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳 1級

のいずれかを所持する人のうち、障害支援区分 5・6に該当する人 

※ 障害支援区分」とは、障害福祉サービス（45ページ）を利用する

際に、その人の障害等の状態に応じて必要とされる支援の度合いを

総合的に示すもので、区分 1から 6までの 6段階で認定されます。 

◇ 障害特性により指定避難所で生活を送ることが困難な人（多動や自閉

症等の障害のある人など） 

◇ 要介護 4・5の人のうち、医療が必要な人、ひとり暮らしの人、高齢

者のみの世帯の人のいずれかに該当する人 

■ 開設基準 

◇ 市内で震度 5弱以上を観測した場合 ⇒「開設」 

◇ 震度 4以下の地震やその他の災害の場合 ⇒「状況により開設」 

■ 利用について 

福祉避難所に直接避難していただく人(対象者)には、市があらかじめ

聞き取り調査を行った上で避難先となる施設を選定し、お知らせしま

す。 

 

 

担当：生活援護課援護第二係（電話：025-520-5697） 

 

 

 

  

市ホームページ 
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安全メール紹介 安全メール登録用 市公式 LINE 市公式 X 

市ホームページ 

２６ 地域における防災対策 
 

本人やその家族、地域の皆さんが、災害に対する知識や心構えを身に

つけておくことや、災害に対する備えをしておくことが、いざという  

ときの適切な避難行動に結びつきます。 

■ 障害のある人や、まわりの人ができること 

◇ 町内会の日頃の活動や行事などを通じ、地域との交流を図りましょう。 

◇ 災害時に自分や家族だけで避難ができず、町内会や自主防災組織の助

けが必要な人は、避難行動要支援者名簿に登録しましょう。 

◇ ハザードマップで地域の危険場所を確認するとともに、防災訓練に積

極的に参加し、避難経路や避難場所を確認しましょう。また、日頃か

ら避難する時に持ち出すものなどを準備しておきましょう。 

◇ 手助けをお願いする地域の人や、消防、病院、行政機関など緊急時の

連絡先（電話番号、FAX番号など）を確認しておきましょう。 

◇ 冬期は、雪によって避難ができなくなることがあります。万が一に備

えて自宅の出入り口を確保しておきましょう。また、自分や家族だけ

で  除雪ができない場合は、地域の人やボランティアの人たちに協力

を依頼しましょう。 

 

■ 安全メールの活用 

◇ 事前に登録した人に、防犯や防災、火災、交通安全などの安全・安心

にかかわる情報をメールや SNSで配信しています。 

◇ 安全メールは下記の 2次元コード（安全メール登録用）からアクセス

し、空メールを送信すると登録できます。2次元コードからアクセス

できない場合は、次のアドレスに空メールを送信してください。 

登録用メールアドレス（anzen.joetsu-city＠raiden.ktaiwork.jp） 

※ 安全メールと市公式 LINEは、欲しい情報のカテゴリを登録すると、

希望する情報のみを受け取ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

担当：市民安全課防災係（電話：025-520-5660） 
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２７ 災害発生時に備え、平時からの心構えを！ 

 

■ 必要な情報の携帯、準備 

病院の連絡先・服用している薬等が記載された手帳等を携帯しましょ

う。 

■ 服用薬の携帯、準備 

服用している薬を 2～3日分を持ち歩くか、すぐに持ち出せるように

準備しておきましょう。 

■ 災害時の連絡方法や緊急の対応などの確認 

通院している病院への災害時の連絡方法や避難場所、家族との連絡の

取り方などを事前に家族間で話し合っておきましょう。 

■ 病院や避難所などへの移動手段の確保 

大雪等災害時は電車やバスなどの公共交通機関は使用不能になること

が予想されます。親戚や近隣の知人、ヘルパーさんなど、緊急時の移動

に協力してくれる人に事前に頼んでおくと良いでしょう。 

■ 人工透析を受けている人は、親戚、知人などの避難先と 

近隣の透析医療機関を調べておきましょう。 

人工透析を受けている人は、緊急時に必ず透析施設と連絡をとりまし

ょう。親戚などに身を寄せる場合には、その近隣で透析治療を受けられ

る医療機関を探しておく必要があります。どういった施設があるか事前

に調べておきましょう。 

参考：全腎協 災害対策マニュアル 
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市ホームページ 

２８ 上越市障害者資格取得支援補助金 
 

障害のある人の就労機会の拡充を図るため、就労に役立つ資格の取得

に必要な試験の受験料や研修等の受講料、市外の受験（受講）会場への

交通費を補助します。 

 

■ 対象者 

上越市に住所を有し、次のいずれかに該当する人 

① 身体障害者手帳の交付を受けている人 

② 療育手帳の交付を受けている人 

③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 

④ 特別支援学校の高等部に在学している人 

■ 申請者 

次のいずれかに該当する人 

① 対象者本人 

（対象者本人が未成年の場合はその保護者） 

② 対象者本人の法定代理人 

（法定代理人であることを確認できる書類の提出が必要です。） 

※ 特別支援学校在学であっても、18歳以上の場合は、本人の申請が 

必要になります。 

■ 補助対象資格 

「補助対象資格試験等一覧表」（103ページ）をご覧ください。 

■ 補助対象経費 

① 資格試験の受験料（研修等の場合は受講料） 

② 市外で行われる試験や研修を受験（受講）するための交通費 

■ 交付申請 

◇ 1万 5千円を限度額とし、受験料及び市外の受験（受講）会場への交

通費を補助します。（10円未満切捨て） 

◇ 特別支援学校の高等部においては、履修が必要とされている資格は対

象外です。 

◇ 申請期限は受験日(研修等の場合は修了証明書等の交付日)から 1か月

以内です。受験日が 3月であるときは、3月末日までです。 

 

 

担当：産業政策課労働係（電話 025-520-5730） 
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■ 上越市障害者資格取得支援補助金 補助対象資格試験等一覧表 

※上記以外の資格についても対象となる場合がありますので、お問い合わせください。 

全国商業高等学校協会 簿記実務検定試験 電気工事士 

全国商業高等学校協会 情報処理検定試験 電気主任技術者 

全国商業高等学校協会 商業経済検定試験 工事担任者 DD 

全国商業高等学校協会 珠算・電卓実務検定試験 工事担任者 AI・DD総合種 

全国商業高等学校協会 ビジネス文書実務検定試験 ボイラー技士 

全国工業高等学校長協会 計算技術検定 危険物取扱者 

全国工業高等学校長協会 情報技術検定 火薬類取扱保安責任者 

全国工業高等学校長協会 基礎製図検定 毒物劇物取扱責任者 

全国工業高等学校長協会 機械製図検定 建築施工管理技士 

全国工業高等学校長協会 パソコン利用技術検定 土木施工管理 

全国工業高等学校長協会 初級 CAD検定 測量士補 

全国工業高等学校長協会 グラフィックデザイン検定 宅地建物取引士 

全国高等学校家庭科教育振興会 被服製作技術検定 建築 CAD検定 

全国高等学校家庭科教育振興会 食物調理技術検定 普通自動車免許（第二種免許を含む） 

全国高等学校家庭科教育振興会 保育技術検定 準中型自動車免許 

日本商工会議所 簿記検定 中型自動車免許（第二種免許を含む） 

日本商工会議所 販売士検定 大型自動車免許（第二種免許を含む） 

情報処理推進機構 ITパスポート 大型特殊自動車免許（第二種免許を含む） 

情報処理推進機構 情報セキュリティマネジメント試験 フォークリフト運転技能講習 

情報処理推進機構 基本情報技術者試験 高所作業車運転技能講習 

情報処理推進機構 ネットワークスペシャリスト試験 社会福祉士 

情報処理推進機構 データベーススペシャリスト試験 あん摩マッサージ指圧師 

東京商工会議所 カラーコーディネーター検定 はり師 

東京商工会議所 福祉住環境コーディネーター検定 きゅう師 

日本情報処理検定協会 情報処理技能検定（表計算） 介護職員初任者研修 

日本情報処理検定協会 文書デザイン検定 医療秘書技能検定 

日本情報処理検定協会 日本語ワープロ検定 医療事務管理士 

実務技能検定協会 秘書検定 行政書士 

実務技能検定協会 ビジネス実務マナー検定 社会保険労務士 

実務技能検定協会 サービス接遇検定 衛生管理者 

新潟県特別支援学校職業技能検定 清掃部門 調理師 

ICT ﾌﾟﾛﾌｨｼｴﾝｼｰ検定協会 ICT ﾌﾟﾛﾌｨｼｴﾝｼｰ検定 レタリング技能検定 

新潟県職業能力開発協会 職業訓練指導員（能力審査検

定） 
トレース技能検定 

コンピュータサービス技能評価試験（CS試験）  
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市ホームページ 

２９ 選挙における投票 
 

■ 投票所での投票 
◇ 点字による投票：視覚に障害がある等の理由で、文字を書くことが   

難しい人は、点字で投票することができます。点字器は各投票所に
あります。 

◇ 代理投票：利き手に障害がある等の理由で、文字を書くことが難し
い人は、申し出により係員が代筆します。投票所でお申し出くださ
い。投票の秘密は固く守られます。 

◇ その他：車椅子を必要とする人や介助が必要な人など、お困りのこ
とがありましたら、係員にお申し出ください。 

■ 自宅での投票 

① 郵便等による不在者投票 
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を持っ 

ている人で以下の要件を満たす場合は、ご自宅で郵便による不在者投
票ができます。事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要
があります。選挙管理委員会事務局へ「郵便等投票証明書」の申請を
してください。  
◇ 申請できる人 

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の次表の等
級にあてはまる人で、上越市の選挙人名簿に登録されている人 

区 分 障害の種類等 等級等 

身体障害者手帳 

両下肢・体幹・移動機能の障害 1級、2級 
心臓・じん臓・呼吸器・ 
ぼうこう・直腸・小腸の障害 

1級、3級 

免疫・肝臓の障害 1級～3級 

戦 傷 病 者 手 帳 
両下肢・体幹の障害 

特別項症～
第 2項症 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう 
・直腸・小腸・肝臓の障害 

特別項症～
第 3項症 

介 護 保 険 
被 保 険 者 証 

要介護状態区分が要介護 5 

② 郵便等による不在者投票（代理記載） 
上記①の郵便等による不在者投票ができる人で、さらに以下にあて

はまる人は、あらかじめ、選挙管理委員会に届出をした代理記載人 1
人（選挙権を有する人）に投票に関する記載をさせることができます。  

事前に、選挙管理委員会事務局へ代理記載の申請が必要です。 
◇ 申請できる人 

区 分 障害の種類等 等級等 
身体障害者手帳 上肢又は視覚の障害 1級 
戦 傷 病 者 手 帳 上肢又は視覚の障害 特別項症～第 2項症 

 

担当：市選挙管理委員会事務局（電話：025-520-5807） 
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３０ 障害者関係団体一覧 
 
■ 上越市身体障害者連絡協議会 

代表者：山岸 実(吉川区長沢 818) 

連絡先：025-548-3298（FAX兼用） 

当協会は社会の中で楽しく、暮らしやすい生活を送れるように、行政との意見交

換や会員交流会を通じて情報交換や親睦を図り、障害を克服することを目的として

います。 

【会員対象者】  

身体障害者手帳を有する人及びその家族と賛助会員として障害者に理解を持ち活

動を支援していただける人 

【活動内容】  

総会、社会見学、スポーツ交流会、ふれあいミュージック、バリアフリー活動等 

【アピール】  

スポーツ交流会やふれあいミュージックは妙高市と合同で開催し、また県大会に

も毎年参加しております。スポーツや社会見学に車椅子で参加される人もいらっし

ゃいます。どんな障害をお持ちの人も楽しみながら親睦を図り、情報交換していま

す。 

【支部一覧】 

団  体  名 
連 絡 先 

代表者名 住   所 電話（FAX兼用） 

上越市身体障害者福祉協会 川澄 陽子 石沢 1457 025-525-0654 

頸北地区身体障害者福祉会 山岸  実 吉川区長沢 818 025-548-3298 

東頸地区身体障害者福祉会 小菅 久美子 安塚区安塚 841-1 025-592-2141 

牧区身体障害者福祉会 佐藤 祐子 牧区棚広 2631-1 025-533-6588 

 
 

■ 手をつなぐ育成会（4 団体） 
代表者・連絡先：次ページのとおり 

障害があっても住み慣れた地域で安心して暮らせる、やさしい街づくりを目指し

て、地域からのご理解、ご協力や支援体制の充実に向けての活動をしています。 

【会員対象者】 

知的・発達障害児（者）をもつ保護者（家族）と本人及び活動に理解・協力くだ

さる個人、団体 

【活動内容】   

◇ 人権の確立・差別をなくす活動と社会啓発 

◇ 関係諸機関との連絡・連携 

◇ 教育施設・社会福祉施設の設置拡充の推進 

◇ 生活支援・就労支援の推進 

◇ 保護者相互の連携・研修、情報誌（会報）等の発行 
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【アピール】 

大好きなこの地（まち）で、ごく自然に暮らしたい 

【団体一覧】 

団  体  名 
連 絡 先 

代表者名 住   所 電   話 

上越地区 
手をつなぐ育成会 

松原 義一 
中央 2-14-4 
サンシティ 101号 

TEL:025-530-7788 
FAX:025-530-7711 

上越市浦川原 
手をつなぐ育成会 

石田 裕一 
浦川原区虫川 818 
（NPO法人 大杉の里内） 

TEL:025-599-2881 
FAX:025-595-3502 

頸北手をつなぐ育成会 山岸 美佐子 
柿崎区柿崎 558-1 
（上越社協柿崎支所内） 

TEL:025-536-6718 
FAX:025-536-6510 

名立手をつなぐ育成会 山﨑 政枝 名立区名立小泊 484 
TEL・FAX: 

025-537-2673 

 
 

■ 上越市視覚障害者福祉協会 
代表者：吉田 浩（南本町 3-11-35） 

連絡先：025-522-3725  

市内に在住する視覚障害者、市周辺の視覚障害者及び理解のある人たちで組織

し、会員相互の理解と親睦を図り、視覚障害者の福祉向上を目指し活動していま

す。 

【会員対象者】 

視覚障害のある人及び視覚障害者に理解がある人 

【活動内容】 

総会、学習会、親睦旅行、社会見学、忘年会など 

【アピール】 

    事業を通じて、会員相互の親睦を図り、理解を深めることを目指しています。 

 
 

■ 上越市家族会 
代表者：宮下 敬一（大手町 5－42） 

連絡先：事務局 025-526-2205 会長 080-1082-2892 

精神疾患を持つ人を身内に抱える家族の集まりで、精神障害のある当事者とその

家族が安心して暮らせる社会の実現を目指しています。 

【会員対象者】 

精神障害のある人を身内にかかえる保護者（家族）及びこの会に賛同する協力者 

【活動内容】 

相互支援、学習、社会的運動を３本柱に、総会、研修会、交流会、家族相談など

実施しています。 

【アピール】 

    ひとりで悩まずみんなで支えあって！！ブログ配信中（上越市家族会→検索） 
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■ 上越市ろう協会 
代表者：中村 洋子（春日新田 3-6-6-201） 

連絡先：momo_nakamura1212@icloud.com（メール） 

手話は『言語』です。ろう者が日常生活において安心して手話を使える環境にな

るよう活動しています。 

【会員対象者】 

聴覚障害のある人（ろう者） 

【活動内容】 

総会、講演会、社会見学、学習会、親睦旅行、忘年会、手話の指導、会報など 

【アピール】 

ろう者の自立と社会参加のために必要な『手話通訳者』の育成と指導にも頑張っ

ています。一緒に活動しましょう！会員および手話指導者(講師)を募集中です。 

 

 

■ 新潟県中途失聴・難聴者協会上越支部 
代表者：吉田 和江(妙高市学校町 31-21) 

連絡先：0255-73-8757(FAXのみ) 

【会員対象者】 

聴覚障害者、難聴者 

【活動内容】 

総会、社会見学、要約筆記者育成の勉強会 

【アピール】 

きこえづらいことで、一人で悩まず孤立することないよう、日常生活において、

どんな場面でも、文字情報が表示される世の中になるよう活動しています。 

 
 

■ 腎臓病患者連絡協議会(上越地区) 
代表者：大川 富男(中郷区坂本 106) 

連絡先：0255-74-2865,FAX 0255-74-2865 

【活動内容】 

上越地区五透析施設患者の代表が集まり連絡を取り合っています。 
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→ 控除相当額 

→ 控除相当額 

→ 控除相当額 

→  8万円 

→ 27万円 

→ 40万円 

→ 27万円 

→ 35万円 

→ 当該免除に係る所得の額 

３１ 参考資料１ ※税制改正等により、計算方法が変わる場合があります。 
 
■ 所得の計算方法 

所得額 ＝ 年間収入額 － 必要経費（給与所得控除額等）－ 下記諸控除 

※以下の控除額が所得額から差し引かれます。 

（控除によっては所得要件があります。） 

◇ 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 

◇ 配偶者特別控除 

◇ 社会保険料控    （受給資格者の場合） 

              （扶養義務者の場合） 

◇ 障害者控除    （本人除く） 

◇ 特別障害者控除  （本人除く） 

◇ 寡婦控除、勤労学生控除 

◇ ひとり親控除 

◇ 肉用牛の売却による事業所得                    

■ 所得制限の限度額 ※扶養親族等の数により、限度額が変わります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

※所得制限における扶養義務者とは、同一世帯内での最多収入者をいいます。 

※以下の場合は、この所得制限限度額に加算されます。 
・受給者本人について 

扶養親族等が 6人以上の場合は、1人につき 380,000円を加算。 

70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族がある場合は、1人につき 100,000円 

を加算。 

・配偶者・扶養義務者について 

扶養親族等が 6人以上の場合は、1人につき 213,000円を加算。  

老人扶養親族がある場合は、1人につき 60,000 円を加算｡ 

（ただし、老人扶養親族のみのときは、1人を除いた 1人につき 60,000円を加算） 

 

 
 
 
 
 
 
  

扶養親族等の数 
本人 配偶者及び扶養義務者 

所得制限限度額 所得制限限度額 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

3,604,000円 

3,984,000円 

4,364,000円 

4,744,000円 

5,124,000円 

5,504,000円 

6,287,000 円 

6,536,000 円 

6,749,000 円 

6,962,000 円 

7,175,000 円 

7,388,000 円 

対象のサービス 

・タクシー等・自動車燃料費の助成 ・重度心身障害者医療費助成（県障） 

・人工透析患者通院交通費の助成  ・精神障害者入院医療費助成 

・障害者用自動車改造費の助成   ・介護者用自動車改造費の助成 

・特別障害者手当         ・障害児福祉手当 
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参考資料２ ■ 身体障害者障害程度等級表 
級    別 1   級 2   級 3   級 4   級 

視 覚 障 害 

 視力の良い方の眼の視力（万国式

試視力表によって測ったものをい

い、屈折異常のある者については、

矯正視力について測ったものをい

う。以下同じ。）が 0.01 以下のもの 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.02 

以上 0.03 以下のもの 

2 視力の良い方の眼の視力が 0.04

かつ他方の目の視力が手動弁以

下のもの 

3 周辺視野角度（4 分の 1 視標によ

る。以下同じ。）の総和が左右眼そ

れぞれ 80 度以下かつ両眼中心視

野角度（2 分の 1 指標による。以

下同じ。）が 28 度以下のもの 

4 両眼開放視認点数が 70 点以下か

つ両眼中心視野視認点数が 20 点

以下のもの 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.04 

以上 0.07 以下のもの(2 級の 2 に 

該当するものを除く。） 

2 視力の良い方の眼の視力が 0.08

かつ他方の目の視力が手動弁以

下のもの 

3 周辺視野角度の総和が左右眼そ

れぞれ 80 度以下かつ両眼中心視

野角度が 56 度以下のもの 

4 両眼開放視認点数が 70 点以下か

つ両眼中心視野視認点数が 40 点

以下のもの 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.08 

以上 0.1 以下のもの(3 級の 2 に 

該当するものを除く。） 

2 周辺視野角度の総和が左右眼そ

れぞれ 80 度以下のもの 

3 両眼開放視認点数が 70 点以下の

もの 

聴
覚
又
は
平
衡
機
能
の 

障
害 

聴 覚 障 害 

  両耳の聴力レベルがそれぞれ 100

デシベル以上のもの（両耳全ろう） 

 両耳の聴力レベルが 90 デシベル

以上のもの（耳介に接しなければ大

声語を理解し得ないもの） 

1  両耳の聴力レベルが 80 デシベル 

以上のもの（耳介に接しなければ 

話声語を理解し得ないもの） 

2  両耳による普通話声の最良の語

音明瞭度が 50 パーセント以下の

もの 

平 衡 機 能 障 害 
  

平衡機能の極めて著しい障害 
 

音声機能、言語機能又は 

そしゃく機能の障害 

   音声機能 言語機能又はそしゃく 

機能の喪失 

 音声機能、言語機能又はそしゃく

機能の著しい障害 

肢 
 
 
 
 

体 
 
 
 
 

不 
 
 
 
 

自 
 
 
 
 

由 

上 肢 

1 両上肢の機能を全廃したもの 

2 両上肢を手関節以上で欠くもの 

1 両上肢の機能の著しい障害 

2 両上肢のすべての指を欠くもの 

1 両上肢のおや指及びひとさし指

を欠くもの 

2 両上肢のおや指及びひとさし指の 

 機能を全廃したもの 

3 一上肢の機能の著しい障害 

4 一上肢のすべての指を欠くもの 

5 一上肢のすべての指の機能を全

廃したもの 

  

1 両上肢のおや指を欠くもの 

2 両上肢のおや指の機能を全廃し

たもの 

3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関

節のうち、いずれか一関節の機

能を全廃したもの 

4 一上肢のおや指及びひとさし指を 

欠くもの 

5 一上肢のおや指及びひとさし指

の機能を全廃したもの 

6 おや指又はひとさし指を含めて一 

 上肢の三指を欠くもの 

7 おや指又はひとさし指を含めて一 

 上肢の三指の機能を全廃したもの 

8 おや指又はひとさし指を含めて一 

 上肢の四指の機能の著しい障害 

3 一上肢を上腕の 2 分の 1 以上で

欠くもの 

4 一上肢の機能を全廃したもの 

下 肢 

1 両下肢の機能を全廃したもの 

2 両下肢を大腿の 2 分の 1 以上で 

欠くもの 

1 両下肢の機能の著しい障害 

2 両下肢を下腿の 2 分の 1 以上 

 で欠くもの 

1 両下肢をショパー関節以上で欠

くもの 

1 両下肢のすべての指を欠くもの 

2 両下肢のすべての指の機能を全

廃したもの 

3 一下肢を下腿の 2 分の 1 以上で 

 欠くもの 

4 一下肢の機能の著しい障害 

5 一下肢の股間節または膝関節の

機能を全廃したもの 

6 一下肢が健側に比して 10センチ

メートル以上又は健側の長さの

10 分の 1 以上短いもの 

2 一下肢を大腿の 2分の 1以上で欠

くもの 

3 一下肢の機能を全廃したもの 

体 幹 

 体幹の機能障害により坐っている 

ことができないもの 

1 体幹の機能障害により坐位又は

起立位を保つことが困難なもの 

2 体幹の機能障害により立ち上が

ることが困難なもの 

 体幹の機能障害により歩行が困

難なもの 

 

乳幼児期

以前の非

進行性の

脳病変に

よる運動

機能障害 

上肢機能 
 不随意運動・失調等により上肢を

使用する日常生活動作がほとんど不

可能なもの 

 不随意運動・失調等により上肢を

使用する日常生活動作が極度に制限

されるもの 注 2 

 不随意運動・失調等により上肢を

使用する日常生活動作が著しく制限

されるもの  

 不随意運動・失調等による上肢の

機能障害により社会での日常生活活

動が著しく制限されるもの 

移動機能 
不随意運動・失調等により歩行が

不可能なもの 

 不随意運動・失調等により歩行が

極度に制限されるもの 

 不随意運動・失調等により歩行が

家庭内での日常生活活動に制限され

るもの 注 3 

 不随意運動・失調等により社会で

の日常生活活動が著しく制限され

るもの 

心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
、
直
腸
又
は
小
腸
、
免
疫
、 

肝
臓
の
機
能
の
障
害 

心 臓 機 能 障 害 
 心臓の機能の障害により自己の

身辺の日常生活活動が極度に制限

されるもの 

 

 心臓の機能の障害により家庭内で

の日常生活活動が著しく制限される

もの 

 心臓の機能の障害により社会での

日常生活活動が著しく制限されるも

の 

じ ん 臓 機 能 障 害 
 じん臓の機能の障害により自己の

身辺の日常生活活動が極度に制限さ

れるもの 

 

 じん臓の機能の障害により家庭内

での日常生活活動が著しく制限され

るもの 

 じん臓の機能の障害により社会で

の日常生活活動が著しく制限される

もの 

呼 吸 器 機 能 障 害 
 呼吸器の機能の障害により自己の

身辺の日常生活活動が極度に制限さ

れるもの 

 

 呼吸器の機能の障害により家庭内

での日常生活活動が著しく制限され

るもの 

 呼級器の機能の障害により社会で

の日常生活活動が著しく制限される

もの 

ぼうこう又は 

直腸の機能障害 

 ぼうこう又は直腸の機能の障害に

より自己の身辺の日常生活活動が極

度に制限されるもの 

 

 ぼうこう又は直腸の機能の障害に

より家庭内での日常生活活動が著し

く制限されるもの 

 ぼうこう又は直腸の機能の障害に

より社会での日常生活活動が著しく

制限されるもの 

小 腸 機 能 障 害 
 小腸の機能の障害により自己の身

辺の日常生活活動が極度に制限され

るもの 

 

 小腸の機能の障害により家庭内で

の日常生活活動が著しく制限される

もの 

 小腸の機能の障害により社会での

日常生活活動が著しく制限されるも

の 

ヒ ト 免 疫 不 全 

ウィルスによる 

免 疫 機 能 障 害 

 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫

の機能の障害により日常生活がほと

んど不可能のもの 

 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫

の機能の障害により日常生活が極度

に制限されるもの 

 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫

の機能の障害により日常生活が著し

く制限されるもの（社会での日常生

活活動が著しく制限されるものを除

く。） 

 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫

の機能の障害により社会での日常生

活が著しく制限されるもの 

肝 臓 機 能 障 害 
 肝臓の機能の障害により日常生活

活動がほとんど不可能なもの 

肝臓の機能の障害により日常生活活

動が極度に制限されるもの 

肝臓の機能の障害により日常生活活

動が著しく制限されるもの 

肝臓の機能の障害により社会での日

常生活活動が著しく制限されるもの 

注１ 太線の左側は第 1 種身体障害者、右側は第 2 種身体障害者をさす。 注２ 両上肢の場合は第 1 種身体障害者、一上肢の場合は第 2 種身体障害者となる。 

注３ 両下肢の場合は第 1 種身体障害者、一下肢の場合は第 2 種身体障害者となる。 
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5   級 6   級 7   級 備         考 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.2 か 

  つ他方の眼の視力が 0.02 以下のも 

の 

2 両眼による視野の２分の１以上が

欠けているもの 

3 両眼中心視野角度が56度以下のも

の 

4 両眼開放視認点数が70点を超えか

つ 100 点以下のもの 

5 両眼中心視認点数が40点以下のも

の 

 視力の良い方の眼の視力が 0.3 以上

0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以

下のもの 

 1 同一の等級について 2 つの重複する障害がある場合は、一級上

の級とする。ただし、2 つの重複する障害が特に本表中に指定さ

れている場合は、その該当等級とする。 

2 肢体不自由において、7 級の障害が 1 つのみでは手帳交付にな

らないが、7 級の障害が 2 つ以上重複する場合又は 6 級以上の

障害と重複する場合は手帳交付の対象となる。 

3 異なる等級について、2 つ以上の重複する障害がある場合につ

いては、障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とする

ことができる。 

4 「指を欠くもの」とは、おや指については指節間関節(IP)その他

の指については近位指節間関節（PIP）又はこれより近位部を欠

くものをいう。 

5 「指の機能障害」とは、中手指節間関節を含め、これより遠位

部の障害をいい、おや指については対立運動障害を含むものと

する。 

6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋

窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測した

もの）をもって計測したものをいう。 
7 下肢の長さは、上前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したも

のをいう。 

 1 両耳の聴力レベルが 70 デシベル以

上のもの（40 センチメートル以上の

距離で発声された会話語を理解し

得ないもの） 

2 一側耳の聴力レベルが 90 デシベル

以上、他側耳の聴力レベルが 50 デ

シベル以上のもの 

 

平衡機能の著しい障害 
  

   

1 両上肢のおや指の機能の著しい障

害 

2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関

節のうち、いずれか一関節の機能

の著しい障害 

3 一上肢のおや指を欠くもの 

4 一上肢のおや指の機能を全廃した

もの 

5 一上肢のおや指及びひとさし指の

機能の著しい障害 

6 おや指又はひとさし指を含めて一

上肢の三指の機能の著しい障害 

1 一上肢のおや指の機能の著しい障

害 

2 ひとさし指を含めて一上肢の二指

を欠くもの 

3 ひとさし指を含めて一上肢の二指

の機能を全廃したもの 

1 一上肢の機能の軽度の障害 

2 一上肢の肩関節 肘関節又は手

関節のうち、いずれか一関節の機

能の軽度の障害 

3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 

4 ひとさし指を含めて一上肢の二

指の機能の著しい障害 

5 一上肢のなか指 くすり指及び

小指を欠くもの 

6 一上肢のなか指 くすり指及び

小指の機能を全廃したもの 

1 一下肢の股関節又は膝関節の機能

の著しい障害 

2 一下肢の足関節の機能を全廃した

もの 

3 一下肢が健側に比して 5 センチメ

ートル以上又は健側の長さの 15分

の 1 以上短いもの 

1 一下肢をリスフラン関節以上で欠

くもの 

2 一下肢の足関節の機能の著しい障

害 

1 両下肢のすべての指の機能の著し

い障害 

2 一下肢の機能の軽度の障害 

3 一下肢の股関節 膝関節又は足関

節のうち、いずれか一関節の機能の

軽度の障害 

4 一下肢のすべての指を欠くもの 

5 一下肢のすべての指の機能を全廃

したもの 

6 一下肢が健側に比して 3 センチメ

ートル以上又は健側の長さの 20 分

の 1 以上短いもの 

体幹の機能の著しい障害 

  

 不随意運動・失調等による上肢の機

能障害により社会での日常生活活動

に支障のあるもの 

 不随意運動・失調等により上肢の機

能の劣るもの 

 上肢に不随意運動・失調等を有する

もの 

 不随意運動・失調等により社会にお

ける日常生活活動に支障のあるもの 

 不随意運動・失調等により移動機能

の劣るもの 

 下肢に不随意運動・失調等を有する

もの 
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参考資料３ 
■ 障害者総合支援法の対象疾病（難病等）366疾病一覧表 ※最新の情報についてはお問合せください 

 

番号 疾病名 

1 アイカルディ症候群  

2 アイザックス症候群  

3 IgA腎症  

4 IgG4関連疾患  

5 亜急性硬化性全脳炎  

6 アジソン病  

7 アッシャー症候群  

8 アトピー性脊髄炎  

9 アペール症候群  

10 アミロイドーシス  

11 アラジール症候群  

12 アルポート症候群  

13 アレキサンダー病  

14 アンジェルマン症候群  

15 
アントレー・ビクスラー 
症候群 

16 イソ吉草酸血症  

17 一次性ネフローゼ症候群  

18 
一次性膜性増殖性 
糸球体腎炎 

19 1p36欠失症候群  

20 遺伝性自己炎症疾患  

21 遺伝性ジストニア  

22 遺伝性周期性四肢麻痺  

23 遺伝性膵炎  

24 遺伝性鉄芽球性貧血  

25 ウィーバー症候群  

26 ウィリアムズ症候群  

27 ウィルソン病  

28 ウエスト症候群  

29 ウェルナー症候群  

30 ウォルフラム症候群  

31 ウルリッヒ病  

32 HTLV-1関連脊髄症  

33 ATR-X 症候群  

34 ADH分泌異常症  

35 エーラス・ダンロス症候群  

36 エプスタイン症候群  

37 エプスタイン病  

38 エマヌエル症候群  

39 遠位型ミオパチー  

40 円錐角膜  

41 黄色靭帯骨化症  

42 黄斑ジストロフィー  

43 大田原症候群  

番号 疾病名 

44 オクシピタル・ホーン症候群  

45 オスラー病  

46 カーニー複合  

47 
海馬硬化を伴う内側 
側頭葉てんかん 

48 潰瘍性大腸炎  

49 下垂体前葉機能低下症  

50 家族性地中海熱  

51 
家族性低βリポタンパク血症
1（ホモ接合体） 

52 家族性良性慢性天疱瘡  

53 カナバン病  

54 
化膿性無菌性関節炎・ 
壊疽性膿皮症・ 
アクネ症候群  

55 歌舞伎症候群  

56 
ガラクトース‐1-リン酸 
ウリジルトランスフェラーゼ
欠損症 

57 カルニチン回路異常症  

58 加齢黄斑変性  

59 肝型糖原病  

60 間質性膀胱炎（ハンナ型）  

61 環状 20番染色体症候群  

62 関節リウマチ  

63 完全大血管転位症  

64 眼皮膚白皮症  

65 偽性副甲状腺機能低下症  

66 ギャロウェイ・モワト症候群  

67 急性壊死性脳症  

68 急性網膜壊死  

69 球脊髄性筋萎縮症  

70 急速進行性糸球体腎炎  

71 強直性脊椎炎  

72 巨細胞性動脈炎  

73 
巨大静脈奇形 

（頚部口腔咽頭びまん性病変）  

74 
巨大動静脈奇形 
（頚部顔面又は四肢病変）  

75 
巨大膀胱短小結腸腸管蠕動 
不全症  

76 
巨大リンパ管奇形 
（頚部顔面病変）  

77 筋萎縮性側索硬化症  

78 筋型糖原病  

79 筋ジストロフィー  

80 クッシング病  

81 
クリオピリン関連周期熱 
症候群  

番号 疾病名 

82 
クリッペル・トレノネー・ 
ウェーバー症候群  

83 クルーゾン症候群  

84 
グルコーストランスポータ
ー1欠損症 

85 グルタル酸血症 1型  

86 グルタル酸血症 2型  

87 クロウ・深瀬症候群  

88 クローン病  

89 
クロンカイト・カナダ 
症候群  

90 
痙攣重積型（二相性）急性 
脳症  

91 結節性硬化症  

92 結節性多発動脈炎  

93 血栓性血小板減少性紫斑病  

94 限局性皮質異形成  

95 原発性局所多汗症  

96 原発性硬化性胆管炎  

97 原発性高脂血症  

98 原発性側索硬化症  

99 原発性胆汁性胆管炎  

100 原発性免疫不全症候群  

101 顕微鏡的大腸炎  

102 顕微鏡的多発血管炎  

103 高 IgD症候群  

104 好酸球性消化管疾患  

105 
好酸球性多発血管炎性 
肉芽腫症  

106 好酸球性副鼻腔炎  

107 抗糸球体基底膜腎炎  

108 後縦靭帯骨化症  

109 甲状腺ホルモン不応症  

110 拘束型心筋症  

111 高チロシン血症 1型  

112 高チロシン血症 2型  

113 高チロシン血症 3型  

114 後天性赤芽球癆  

115 広範脊柱管狭窄症  

116 
膠様滴状角膜ジストロフィ
ー 

117 抗リン脂質抗体症候群  

118 コケイン症候群  

119 コステロ症候群  

120 骨形成不全症  

121 骨髄異形成症候群  

122 骨髄線維症  
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番号 疾病名 

205 早期ミオクロニー脳症  

206 総動脈幹遺残症  

207 総排泄腔遺残  

208 総排泄腔外反症  

209 ソトス症候群  

210 
ダイアモンド・ブラックファ
ン貧血  

211 
第 14 番染色体父親性 
ダイソミー症候群  

212 大脳皮質基底核変性症  

213 大理石骨病  

214 ダウン症候群  

215 高安動脈炎  

216 多系統萎縮症  

217 タナトフォリック骨異形成症  

218 多発血管炎性肉芽腫症  

219 多発性硬化症／視神経脊髄炎  

220 多発性軟骨性外骨腫症  

221 多発性嚢胞腎  

222 多脾症候群  

223 タンジール病  

224 単心室症  

225 弾性線維性仮性黄色腫  

226 短腸症候群  

227 胆道閉鎖症  

228 遅発性内リンパ水腫  

229 チャージ症候群  

230 
中隔視神経形成異常症/ 
ドモルシア症候群  

231 中毒性表皮壊死症  

232 腸管神経節細胞僅少症  

233 TSH分泌亢進症  

234 
TNF受容体関連周期性 
症候群  

235 低ホスファターゼ症  

236 天疱瘡  

237 
禿頭と変形性脊椎症を伴う 
常染色体劣性白質脳症  

238 特発性拡張型心筋症  

239 特発性間質性肺炎  

240 特発性基底核石灰化症  

241 特発性血小板減少性紫斑病  

242 
特発性血栓症（遺伝性血栓性
素因によるものに限る）  

243 特発性後天性全身性無汗症  

244 特発性大腿骨頭壊死症  

245 
特発性多中心性キャッスルマ
ン病 

246 特発性門脈圧亢進症  

番号 疾病名 

123 ゴナドトロピン分泌亢進症  

124 5p 欠失症候群  

125 コフィン・シリス症候群  

126 コフィン・ローリー症候群  

127 混合性結合組織病  

128 鰓耳腎症候群  

129 再生不良性貧血  

130 
サイトメガロウィルス角膜 
内皮炎  

131 再発性多発軟骨炎  

132 左心低形成症候群  

133 サルコイドーシス  

134 三尖弁閉鎖症  

135 三頭酵素欠損症  

136 CFC症候群  

137 シェーグレン症候群  

138 色素性乾皮症  

139 自己貪食空胞性ミオパチー  

140 自己免疫性肝炎  

141 
自己免疫性後天性凝固因子 
欠乏症  

142 自己免疫性溶血性貧血  

143 四肢形成不全  

144 シトステロール血症  

145 シトリン欠損症  

146 紫斑病性腎炎  

147 脂肪萎縮症  

148 若年性特発性関節炎 

149 若年性肺気腫  

150 
シャルコー・マリー・ 
トゥース病  

151 重症筋無力症  

152 修正大血管転位症  

153 ジュペール症候群関連疾患 

154 シュワルツ・ヤンペル症候群  

155 
徐波睡眠期持続性棘徐波を 
示すてんかん性脳症  

156 神経細胞移動異常症  

157 
神経軸索スフェロイド形成を 
伴う遺伝性びまん性白質脳症  

158 神経線維腫症  

159 神経フェリチン症  

160 神経有棘赤血球症  

161 進行性核上性麻痺  

162 
進行性家族性肝内胆汁 
うっ滞症 

163 進行性骨化性線維異形成症  

164 進行性多巣性白質脳症  

165 進行性白質脳症  

番号 疾病名 

166 
進行性ミオクローヌス 
てんかん  

167 
心室中隔欠損を伴う 
肺動脈閉鎖症  

168 
心室中隔欠損を伴わない 
肺動脈閉鎖症  

169 
スタージ・ウェーバー 
症候群  

170 
スティーヴンス・ジョンソ
ン症候群  

171 スミス・マギニス症候群  

172 スモン  

173 脆弱 X症候群  

174 脆弱 X症候群関連疾患  

175 成人スチル病  

176 成長ホルモン分泌亢進症  

177 脊髄空洞症  

178 
脊髄小脳変性症 
（多系統萎縮症を除く）  

179 脊髄髄膜瘤  

180 脊髄性筋萎縮症  

181 
セピアプテリン還元酵素
（SR）欠損症  

182 前眼部形成異常  

183 全身性エリテマトーデス  

184 全身性強皮症 

185 先天異常症候群  

186 先天性横隔膜ヘルニア  

187 先天性核上性球麻痺  

188 
先天性気管狭窄症／ 
先天性声門下狭窄症 

189 先天性魚鱗癬  

190 先天性筋無力症候群  

191 
先天性グリコシルホスファ
チジルイノシトール（GPI）
欠損症  

192 先天性三尖弁狭窄症  

193 先天性腎性尿崩症  

194 
先天性赤血球形成異常性 
貧血  

195 先天性僧帽弁狭窄症  

196 
先天性大脳白質形成 
不全症  

197 先天性肺静脈狭窄症  

198 先天性風疹症候群  

199 先天性副腎低形成症  

200 先天性副腎皮質酵素欠損症  

201 先天性ミオパチー  

202 先天性無痛無汗症  

203 先天性葉酸吸収不全  

204 前頭側頭葉変性症  
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番号 疾病名 

247 特発性両側性感音難聴  

248 突発性難聴  

249 ドラベ症候群  

250 中條・西村症候群  

251 那須・ハコラ病  

252 軟骨無形成症  

253 
難治頻回部分発作重積型 
急性脳炎  

254 22q11.2 欠失症候群  

255 乳幼児肝巨大血管腫  

256 尿素サイクル異常症  

257 ヌーナン症候群  

258 
ネイルパテラ症候群（爪膝蓋
骨症候群）／LMX1B 関連腎症  

259 ネフロン癆 

260 脳クレアチン欠乏症候群 

261 脳腱黄色腫症  

262 脳表ヘモジデリン沈着症  

263 膿疱性乾癬  

264 嚢胞性線維症  

265 パーキンソン病  

266 バージャー病  

267 
肺静脈閉塞症／ 
肺毛細血管腫症  

268 肺動脈性肺高血圧症  

269 
肺胞蛋白症（自己免疫性又は
先天性）  

270 肺胞低換気症候群  

271 
ハッチンソン・ギルフォード 
症候群 

272 バッド・キアリ症候群  

273 ハンチントン病  

274 汎発性特発性骨増殖症  

275 PCDH19 関連症候群  

276 
非ケトーシス型高グリシン 
血症  

277 肥厚性皮膚骨膜症  

278 
非ジストロフィー性ミオトニ
ー症候群  

279 
皮質下梗塞と白質脳症を伴う
常染色体優性脳動脈症  

280 肥大型心筋症  

281 左肺動脈右肺動脈起始症  

282 
ビタミン D依存性くる病／ 
骨軟化症  

283 
ビタミン D抵抗性くる病／ 
骨軟化症  

284 ビッカースタッフ脳幹脳炎  

285 非典型溶血性尿毒症症候群  

286 非特異性多発性小腸潰瘍症  

287 皮膚筋炎／多発性筋炎  

番号 疾病名 

288 びまん性汎細気管支炎  

289 肥満低換気症候群  

290 表皮水疱症  

291 
ヒルシュスプルング病 
（全結腸型又は小腸型）  

292 VATER 症候群 

293 ファイファー症候群  

294 ファロー四徴症  

295 ファンコニ貧血  

296 封入体筋炎  

297 フェニルケトン尿症  

298 フォンタン術後症候群 

299 
複合カルボキシラーゼ 
欠損症  

300 副甲状腺機能低下症  

301 副腎白質ジストロフィー  

302 
副腎皮質刺激ホルモン 
不応症  

303 ブラウ症候群  

304 プラダ－・ウィリ症候群  

305 プリオン病  

306 プロピオン酸血症  

307 
PRL分泌亢進症 
（高プロラクチン血症）  

308 閉塞性細気管支炎  

309 β-ケトチオラーゼ欠損症  

310 ベーチェット病  

311 ベスレムミオパチー  

312 
ヘパリン起因性血小板 
減少症  

313 ヘモクロマトーシス  

314 ペリー症候群  

315 ペルーシド角膜辺縁変性症  

316 
ペルオキシソーム病 
（副腎白質ジストロフィー
を除く）  

317 片側巨脳症  

318 
片側痙攣・片麻痺・てんか
ん症候群  

319 
芳香族 L-アミノ酸脱炭酸酵
素欠損症  

320 
発作性夜間ヘモグロビン 
尿症  

321 ホモシスチン尿症 

322 ポルフィリン症  

323 
マリネスコ・シェーグレン
症候群  

324 マルファン症候群  

325 
慢性炎症性脱髄性多発神経
炎／多巣性運動ニューロパ
チー  

番号 疾病名 

326 慢性血栓塞栓性肺高血圧症  

327 慢性再発性多発性骨髄炎  

328 慢性膵炎  

329 慢性特発性偽性腸閉塞症  

330 ミオクロニー欠神てんかん  

331 
ミオクロニー脱力発作を伴う
てんかん  

332 ミトコンドリア病  

333 無虹彩症  

334 無脾症候群  

335 無βリポタンパク血症  

336 メープルシロップ尿症  

337 メチルグルタコン酸尿症  

338 メチルマロン酸血症  

339 メビウス症候群  

340 メンケス病  

341 網膜色素変性症  

342 もやもや病  

343 モワット・ウイルソン症候群  

344 薬剤性過敏症症候群  

345 ヤング・シンプソン症候群  

346 
優性遺伝形式をとる遺伝性 
難聴  

347 
遊走性焦点発作を伴う乳児 
てんかん  

348 4p 欠失症候群  

349 ライソゾーム病  

350 ラスムッセン脳炎  

351 ランゲルハンス細胞組織球症  

352 ランドウ・クレフナー症候群  

353 リジン尿性蛋白不耐症  

354 両側性小耳症・外耳道閉鎖症  

355 両大血管右室起始症  

356 リンパ管腫症/ゴーハム病  

357 リンパ脈管筋腫症  

358 
類天疱瘡（後天性表皮水疱症
を含む）  

359 
ルビンシュタイン・テイビ 
症候群  

360 レーベル遺伝性視神経症  

361 
レシチンコレステロールアシ
ルトランスフェラーゼ欠損症  

362 
劣性遺伝形式をとる遺伝性 
難聴  

363 レット症候群  

364 レノックス・ガストー症候群  

365 ロスムンド・トムソン症候群  

366 肋骨異常を伴う先天性側弯症  
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参考資料４ 

マーク それぞれのマークの意味 

 

身体障害者標識（障害者マーク）  

肢体に障害のあることを理由に免許に条件を付されている人が、その障害が自動

車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときに、運転する車に表示する標識です。や

むを得ない場合を除き、マークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、

道路交通法の規定で罰せられます。  

問合せ＝警察署・交通課または最寄りの交通安全協会   

電話：025-521-0110 他 

 

聴覚障害者シンボルマーク（耳マーク）  

聴覚に障害のあることを表すマークです。聴覚に障害のある人が、自身の聴覚に

障害のあることを自己表現するために考えられました。 

 聴覚に障害のある人は、障害そのものが分かりにくいため「声をかけたのに返事

をしない」などと誤解されたり、不利益や危険にさらされたりするなど、社会生活

の上で不安が数知れずあります。聴覚に障害のある人と話すときは「はっきりと口

元を見せて話す」「筆談をする」などの配慮をお願いします。  

問合せ＝社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  

FAX：03-3354-0046 

 

障害者のための国際シンボルマーク  

国際リハビリテーション協会によって障害のある人が容易に利用できる建物、施

設であることを明確に示すシンボルマークとして採択決定されたものです。個人の

車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。個人の車に

表示した場合、障害のある人が乗っていることを周囲にお知らせすることはできま

すが、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。    

問合せ＝財団法人 日本障害者リハビリテーション協会   

電話：03-5273-0601、FAX：03-5273-1523 

 

視覚障害者を表示する国際マーク  

視覚に障害のあることを示す世界共通のシンボルマークです。このマークは手紙

や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよいとされています。 

 横断歩道で、このマークが付いた歩行者用信号ボタンのある信号機は、視覚に障

害のある人が安全に渡れるよう信号時間が長めに調整されています。  

問合せ＝社会福祉法人 日本盲人福祉委員会       

電話：03-5291-7885 

 

ほじょ犬マーク  

他人に吠えないなど補助犬としての能力を認定された身体障害者補助犬（盲導

犬、介助犬、聴導犬）が、公共の施設や交通機関、民間施設（デパートやホテルな

ど）でも同伴できることを知っていただくためのマークです。補助犬はペットでは

ありません。肢体に障害のある人の体の一部となって働いています。  

問合せ＝厚生労働省 社会・援護局           

電話：03-5253-1111 
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オストメイトマーク  

人工肛門や人工膀胱を使用している人（オストメイト）のための設備があること

や、オストメイト対応トイレの入口、案内誘導プレートに表示されています。  

問合せ＝社団法人 日本オストミー協会         

電話：03-5670-7681 

 

ハート・プラスマーク  

身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、ぼうこう･直腸、小腸、免疫機能）に障害

のある人は、長時間立っていることがつらいなど、日常の生活に大きな支障がある

人も多く、電車内で優先席を利用することもあります。ただ、外見から分かりにく

いため様々な誤解を受けることがあります。 

 このマークを着用されている人を見かけた場合は、内部障害について理解し、携

帯電話の使用を控えたり、公共交通機関での優先席の利用などの配慮をお願いしま

す。  

問合せ＝内部障害者・内臓疾患者の暮らしについて考えるハート・プラスの会  

電話：080-4824-9928 

 

聴覚障害者マーク 

 普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚

障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人が、運転する車に表示す

る標識です。やむを得ない場合を除き、マークをつけた車に幅寄せや割り込みを行

った運転者は、道路交通法の規定で罰せられます。 また、対象者が表示しない場

合、道路交通法違反になります。 

問合せ＝警察署・交通課または最寄りの交通安全協会   

電話：025-521-0110 他 

 
ヘルプマーク 

 義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人な

ど、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人々が、周囲の方に配慮

を必要としていることを知らせることができるマークです。 

 ヘルプマークを身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困

っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。 

問合せ＝東京都福祉局障害施策推進部企画課 

    電話：03-5321-1111、FAX：03-5388-1413 

① 

 

 

② 

①手話マーク ②筆談マーク 

 ろう者、難聴者、中途失聴者は音声に代わる、視覚的な手段でのコミュニケーシ

ョン方法、手話や筆談が必要です。 

このマークは、ろう者等自身がコミュニケーションの配慮を求めるときに提示す

ることができます。 

問合せ＝一般財団法人全日本ろうあ連盟 

電話：03-3268-8847、FAX：03-3267-3445 


